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1．女川原子力発電所運転状況

女川原子力発電所１号機

  1984年度
%

1

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1985年度
%

3 25 28 12

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1986年度
%

19  7 　22

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1987年度
%

18 15 27 19 24

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1988年度
%

29 14 2

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

第１回定期検査

コーストダウン運転

100

50

0

100

50

0

100

50

0

100

50

0

営
業
運
転
開
始

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
変
更

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
変
更

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
変
更

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

コ
ー
ス
ト
ダ
ウ
ン
運
転

タービン蒸気加減弁

＃１制御系不具合に

よる原子炉自動停止

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
変
更

主
蒸
気
隔
離
弁
全
閉
試
験

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
変
更

コ
ー
ス
ト
ダ
ウ
ン
運
転

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
変
更

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

コ
ー
ス
ト
ダ
ウ
ン
運
転

主
復
水
器
水
室
冷
却
管
点
検

補
修

第２回定期検査

第３回定期検査

コーストダウン運転

系
統
周
波
数
上
昇
に

よ
る
出
力
降
下

主
変
圧
器
負

荷
時
タ
ッ
プ

切
替
装
置
の

点
検
・
補
修

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
変
更

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

コ
ー
ス
ト
ダ
ウ
ン
運
転

第４回定期検査

制御棒パターン調整

コーストダウン運転
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女川原子力発電所１号機

  1989年度
%

11 27 11

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1990年度
%

23 30 2 151926 10

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1991年度
%

9　19　 4 18  17

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1992年度
%

31 18   9

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1993年度
%

3 1 27 2    20   

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

100

50

0

100

50

0

100

50

0

100

50

0

第５回定期検査

タービン蒸気加減弁

制御系点検

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

第６回定期検査中間停止

コーストダウン運転

蒸気タービン軸受

まわりの点検・補修

第７回定期検査

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

給水流量調整弁（Ａ）

制御装置の点検・補修

50
制御棒パターン調整

タービン制御系

誤信号による

原子炉自動停止

制御棒パターン調整

コーストダウン運転

第８回定期検査

第８回定期検査

地震による原子炉自動停止

制御棒パターン調整
原子炉給水ポンプ（Ｂ）

吐出逆止弁の不具合による

原子炉手動停止

原子炉給水ポンプ（Ｂ）

吐出逆止弁の不具合による

原子炉手動停止
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女川原子力発電所１号機

  1994年度
%

 9 22  10

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1995年度
%

 8  13  7

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1996年度
%

24 2

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1997年度
%

 6 30 29

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1998年度
%

 11 17  11 23 18  

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

100

50

0

100

50

0

100

50

0

100

50

0

第９回定期検査

制御棒パターン調整

第10回定期検査

制御棒パターン調整

コーストダウン運転

制御棒パターン調整
原子炉格納容器圧力上昇に

伴う原子炉手動停止

コーストダウン運転

第11回定期検査

制御棒パターン調整

第12回定期検査

コーストダウン運転

制御棒パターン調整制御棒パターン調整

中間停止

制御棒パターン調整
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女川原子力発電所１号機

  1999年度
%

3 12 17

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2000年度
%

5

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2001年度
%

28 14  9

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2002年度
%

 8

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2003年度
%

29 26

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

第14回定期検査

コーストダウン運転

100

50

0

第15回定期検査

制御棒パターン調整

100

50

0

100

50

0

100

50

0

制御棒パターン調整

第13回定期検査

原子炉再循環ポンプ

（Ａ）号機メカニカル

シール不具合に伴う原

子炉手動停止

制御棒パターン調整

第15回定期検査

制御棒パターン調整
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女川原子力発電所１号機

  2004年度
%

 8 19 15 25

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2005年度
%

17 16 18

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2006年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2007年度
%

22 6 1 14

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2008年度
%

23 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

コーストダウン運転

制御棒パターン調整

原子炉格納容

器への窒素補

給量の増加に

伴う原子炉手

動停止

100

50

0

100

50

0

地震による原子炉自動停止

100

50

0

高圧注水系第一

試験用調整弁の

不具合に伴う原

子炉手動停止

100

50

0

第16回定期検査

第17回定期検査

第17回定期検査

第17回定期検査

第18回定期検査

第18回定期検査
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女川原子力発電所１号機

  2009年度
%

1 11 23 23 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2010年度
%

16  11  11

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2011年度
%

 10

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2012年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2013年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

発電機と励磁機の接合部分

からの油（グリス）漏れの

点検に伴う原子炉手動停止

制御棒パターン調整

100

50

0

地震による

原子炉自動停止

100

50

0

100

50

0

第19回定期検査

第19回定期検査

第20回定期検査

第20回定期検査

100

50

0

100

50

0

第20回定期検査

100

50

0
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女川原子力発電所１号機

  2014年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2015年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2016年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2017年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2018年度
%

21
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

100

50

0

第20回定期検査

100

50

0

100

50

0

第20回定期検査

100

50

0

100

50

0

第20回定期検査

100

50

0

100

50

0

第20回定期検査

100

50

0

100

50

0

第20回定期検査

運転終了
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女川原子力発電所２号機

  1995年度
%

28 25  7

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1996年度
%

3　 17 27  6  5

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1997年度
%

 11 5 14

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1998年度
%

 8 2 5

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  1999年度
%

 7 2　　27

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

コーストダウン運転

100

50

0

第１回定期検査

100

50

0

100

50

0

100

50

0

100

50

0

営
業
運
転
開
始

第２回定期検査

第３回定期検査

コーストダウン運転

制御棒パターン調整

制御棒パターン調整 湿分分離加熱器第２段加熱器

ドレンタンク（Ｂ１）高水位

調節弁の不具合に伴う原子炉

手動停止

中間停止

制御棒パターン調整

制御棒パターン調整 給水配管ドレンラ

インの不具合に伴

う原子炉手動停止

中間停止

制御棒パターン調整
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女川原子力発電所２号機

  2000年度
%

2 8 　10 28 22 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2001年度
%

26 5 21

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2002年度
%

1　　26 21 28

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2003年度
%

22 29 25

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2004年度
%

22 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

制御棒パターン調整

原子炉再循環ポンプ

(Ａ)号機メカニカル

シール不具合に伴う

原子炉手動停止

第５回定期検査

100

50

0

原子炉再循環ポンプ

(Ａ)号機メカニカル

シール不具合に伴う

原子炉手動停止

100

50

0

コーストダウン運転

第６回定期検査

制御棒パターン調整

100

50

0

第７回定期検査

制御棒パターン調整

コーストダウン運転

100

50

0

第４回定期検査中間停止

制御棒パターン調整

コーストダウン運転
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女川原子力発電所２号機

  2005年度
%

30 28 16 19 24

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2006年度
%

　11 16 13 9　21 15

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2007年度
%

　11 30 27

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2008年度
%

26

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2009年度
%

27 22 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

地震による原子炉

自動停止

100

50

0

制御棒パターン調整

ハフニウム板型制御棒

の動作確認

中間停止

第８回定期検査

第７回定期検査

原子炉再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ

軸封部点検

100

50

0

制御棒パターン調整

100

50

0

100

50

0

コーストダウン運転

第10回定期検査

第９回定期検査

制御棒パターン調整
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女川原子力発電所２号機

  2010年度
%

 6  11

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2011年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2012年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2013年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2014年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

100

50

0

第11回定期検査

制御棒パターン調整

コーストダウン運転

地震による

原子炉自動停止

100

50

0

第11回定期検査

第11回定期検査

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

第11回定期検査
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女川原子力発電所２号機

  2015年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2016年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2017年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2018年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2019年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

第11回定期検査
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女川原子力発電所２号機

  2020年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2021年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2022年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2023年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2024年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

100

50

0

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

100

50

0

100

50

0

第11回定期検査

100

50

0

第11回定期検査

移動式炉心内計装系の点検

中間停止

100

50

0
15 24 7 

第11回定期検査

26 
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女川原子力発電所２号機

  2025年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50 原子炉格納容器内水素濃度検出器の交換に伴う原子炉の計画停止

潮位低下に伴う出力調整

21  1
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女川原子力発電所３号機

  2001年度
%

30

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2002年度
%

24　

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2003年度
%

20 152629

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2004年度
%

　10 　10  5

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2005年度
%

6  22 16 27 23 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

100

50

0

制御棒パターン調整

第１回定期検査

制御棒パターン調整

コーストダウン運転

100

50

0

制御棒パターン調整

地震による

原子炉自動停止

100

50

0

制御棒パターン調整

コーストダウン運転

第２回定期検査

100

50

0

地震による原子炉

自動停止

気体廃棄物処理系

放射線モニタ指示

値の上昇に係る調

査による出力降下

第３回定期検査

営
業
運
転
開
始

第１回

定期検査
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女川原子力発電所３号機

  2006年度
%

18  7 25 7　　25

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2007年度
%

12 20 　10 　10 23 25

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2008年度
%

26

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2009年度
%

1　　24 1　 18

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2010年度
%

29 29 25 31  9 　11

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

中間停止

100

50

0

中間停止

第４回定期検査

放射性気体廃棄物処

理系放射性物質濃度

上昇に係る調査によ

る出力降下

気体廃棄物処理系の

水素濃度上昇に伴い

原子炉手動停止

100

50

0

第５回定期検査制御棒パターン調整

100

50

0

低圧第２給水加熱器

（Ａ）水位調節弁の点検

に伴う原子炉手動停止

第５回定期検査

100

50

0

制御棒パターン調整

放射性気体廃棄物処理系

放射性物質濃度上昇に係

る調査による出力降下
第６回定期検査

地震による

原子炉自動停止
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女川原子力発電所３号機

  2011年度
%

 10

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2012年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2013年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2014年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2015年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

100

50

0

第７回定期検査

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査
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女川原子力発電所３号機

  2016年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2017年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2018年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2019年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2020年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査
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女川原子力発電所３号機

  2021年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2022年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2023年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2024年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

  2025年度
%

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査

100

50

0

100

50

0

第７回定期検査

第７回定期検査

100

50

0

第７回定期検査
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 2. 女川原子力発電所の発電実績

発電電力量 設備利用率 発電電力量 設備利用率 発電電力量 設備利用率 発電電力量 設備利用率
（GWh） （％） （GWh） （％） （GWh） （％） （GWh） （％）

昭和59年度 3,779 98.9 3,779 98.9

昭和60年度 3,453 75.2 3,453 75.2

昭和61年度 3,545 77.2 3,545 77.2

昭和62年度 3,370 73.2 3,370 73.2

昭和63年度 3,603 78.5 3,603 78.5

平成元年度 3,197 69.7 3,197 69.7

平成２年度 3,017 65.7 3,017 65.7

平成３年度 3,552 77.2 3,552 77.2

平成４年度 3,311 72.1 3,311 72.1

平成５年度 3,473 75.7 3,473 75.7

平成６年度 3,643 79.4 3,643 79.4

平成７年度 2,574 55.9 4,621 94.1 7,195 75.6

平成８年度 4,477 97.5 5,525 76.5 10,003 84.6

平成９年度 3,501 76.3 5,968 82.6 9,469 80.1

平成10年度 3,561 77.6 7,140 98.8 10,702 90.6

平成11年度 3,769 81.9 6,110 84.3 9,880 83.4

平成12年度 4,586 99.9 6,087 84.2 10,673 90.3

平成13年度 3,598 78.4 5,018 69.4 1,208 100.0 9,823 75.4

平成14年度 2,011 43.8 7,025 97.2 6,511 90.1 15,547 81.6

平成15年度 3,116 67.7 3,456 47.7 7,006 96.7 13,578 71.1

平成16年度 2,490 54.2 5,924 82.0 5,539 76.6 13,953 73.3

平成17年度 1,544 33.6 2,989 41.4 2,899 40.1 7,432 39.0

平成18年度 0 0.0 2,686 37.2 4,171 57.7 6,857 36.0

平成19年度 2,852 62.0 5,083 70.1 2,770 38.2 10,705 56.1

平成20年度 21 0.5 7,181 99.4 4,891 67.7 12,092 63.5

平成21年度 3,959 86.2 3,713 51.4 5,383 74.5 13,055 68.6

平成22年度 3,044 66.3 4,360 60.3 5,083 70.3 12,486 65.6

平成23年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成24年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成25年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成26年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成27年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成28年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成29年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平成30年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和元年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和2年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和3年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和4年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和5年度 0 0.0 0 0.0 0 0.0

令和6年度 2,402 33.2 0 0.0 2,402 16.6

累計 83,047 52.3 85,288 39.7 45,460 27.1 213,794 39.1

注２　出典：東北電力株式会社

注３　ＭＷ：メガワット（1,000,000ワット）

注４　ＧＷｈ：ギガワット時（1,000,000,000ワット時）

注５　女川1号機は平成30年12月21日に運転終了

注１　本データは、女川1号機、2号機及び3号機とも営業運転開始以降のものを示す。ただし、備考欄の累積発電電力量は

　　　試運転開始からの累積となる。

（電気出力：524MW）

H13.5.12
1000億
kWh到達

H8.6.10
500億kWh
到達

H4.7.10
300億kWh
到達

H1.10.10
200億kWh
到達

S61.10.20
100億kWh
到達

備考

女川１号機 女川原子力発電所女川３号機女川２号機
（電気出力：825MW） （電気出力：825MW）
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[1]1号機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況
評価尺度
（※１）

対象
（※２）

1 S58.12.23 試運転中、原子炉再循環ポンプ（B）速度が低下したため、出力低下。 - 通達

2 S59.1.30
試運転中、原子炉再循環ポンプ（B）が原子炉再循環ポンプM-Gセット発電機ロックアウト
動作によりトリップしたため、出力低下。

- 通達

3 S60.6.25
調整運転中、蒸気加減弁開度位置検出器の不調により原子炉圧力が低下したため、「原子
炉水位高」により蒸気タービンが自動停止し、引き続き原子炉が自動停止。

- 法律

4 S62.2.11 定格出力運転中、復水器水室（A-1）の出口伝導度が上昇。点検補修のため出力制御。 - 通達

5 S62.2.26 定格出力運転中、復水器水室（B-2）の出口伝導度が上昇。点検補修のため出力制御。 - 通達

6 S62.8.22
定格出力運転中、主変圧器のタップ切換装置に操作支障が発生したが、運転に支障がない
ため、電力需給の緩和を待って10月に点検・補修のため原子炉手動停止。タップ切換装置
の操作支障の原因は、接触摺動面の面荒れのため。

- 法律

7 H1.8.27
定格出力運転中、タービン蒸気加減弁の開度指示信号の微小変動が認められ、開度位置検
出器等を取り替えるため、出力降下。原因は、開度位置検出器のコネクタピンが接触不良
を起こしたため。

- 通達

8 H2.11.19
調整運転中、タービン発電機のタービン軸受メタル温度に上昇傾向が認められたため、原
子炉手動停止。原因は、軸受に潤滑油を供給する系統のオリフィスストレーナの取付け不
良により、潤滑油が不足したため。

- 法律

9 H3.8.9
定格出力運転中、2個あるうちの1つの給水流量調整弁の追従性が悪いことが判明したた
め、調査のため出力降下。原因は、当該弁の駆動用空気を制御するブースタリレーに不具
合が発生したため。

- 通達

10 H4.8.31
定格出力運転中、「主蒸気隔離弁閉」の信号により原子炉自動停止。原因は、主蒸気圧力
検出器のブルドン管に疲労による亀裂が生じ、実際の圧力より高い誤信号が発生し、ター
ビンバイパス弁等が開いたため。

0+ 法律

11 H5.11.27

定格出力運転中、「中性子束高高」の発信により原子炉自動停止。原因は、制御棒側と反
制御棒側の燃料集合体間隔に差のある1号機において、地震の揺れによって燃料集合体間隔
が変化（拡大）したことにより、水による中性子の減速効果が高まり、一時的に中性子束
が上昇したことによる。（※３）

0+ 通達

12 H5.12.2

起動中、原子炉給水ポンプ（C）を起動したところ、停止中の原子炉給水ポンプ（B）の逆
回転が認められたため、原子炉手動停止。原因は、原子炉給水ポンプ（B）吐出逆止弁の弁
体のロックナットの締付けが不十分であったことから給水の脈動の影響により当該締付け
部が磨耗し、弁体の着座がずれたため。

0- 法律

13 H8.4.24

定格出力運転中、原子炉格納容器内の圧力が上昇していることが確認されたため、原子炉
を手動停止。原因は、主蒸気隔離弁パイロット弁のポペットシールが、製造段階での融合
不足による欠陥が存在した状態で装着していたことで制御用窒素の圧力により欠損し、窒
素が漏えいしたため。

0- 法律

14 H10.6.11
中間停止を行うため、原子炉停止操作を実施していたところ、発電機解列後の原子炉減圧
過程において、核分裂の状態を監視するため中性子の量を計測している中間領域モニタの
値が原子炉スクラム設定値を上回り、原子炉が自動停止した。

1 法律

15 H11.6.3

定格出力運転中、2台ある原子炉冷却材再循環ポンプのうち1台でシール水のドレン流量の
増加が認められたため、原子炉手動停止。原因は、前回定検時のシール水系統の工事にお
いて発生した微細な異物が除去しきれず、当該ポンプのメカニカルシール部に混入、同部
の面荒れを生じさせたため。

0- 法律

16 H17.2.25

定格熱出力一定で運転中、原子炉格納容器への窒素補給回数が通常よりも増加しているこ
とから、原子炉を手動停止。原因は、高圧注水系タービン排気ライン逆止弁のアームと弁
体ロッドの接合部の隙間にスケールが付着したことに加え、弁の動作に伴う弁体ロッドの
わずかな変形が相まって、弁体の動きが悪くなり、格納容器運転圧力において弁体の着座
不良が発生し、窒素が漏えいしたため。

0- 法律

17 H19.5.22
起動中、高圧注水系の定期試験において高圧注水系ポンプの出口流量が定格流量に到達し
なかったため、原子炉手動停止。原因は、高圧注水系第一試験用調整弁に弁体で絞られた
流れによる振動が発生し、大きな力が繰り返し加わることで弁棒が折損していたため。

0- 法律

18 H21.3.23

発電機出力上昇過程（電気出力10万5千キロワットで保持中）において、89本ある制御棒の
うち1本の制御棒が操作していないにもかかわらず、全引抜位置から全挿入する事象が発生
し、電気出力が10万5千キロワットから10万キロワットに低下。原因は、当該制御棒駆動水
圧計の空気抜き作業を原子炉運転中に実施したため。

1 法律

19 H23.3.11
定格熱出力運転中、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した津波の影響により、屋外に設置
していた1号機補助ボイラー用の重油貯蔵タンクが倒壊していることを確認するとともに、
重油貯蔵タンクから1号機取水口（海洋）側へ重油が流出していることを確認。

評価
対象外

法律

3. 女川原子力発電所トラブル発生状況
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[1]1号機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況 評価尺度 対象

20 H23.4.1

東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉停止中（冷温停止中）、非常用ディーゼル発電機（A）
の定期検査を実施したところ、所内電源系へ接続するための同期検定器が動作せず、手動
での所内電源系への接続ができなかった。その後、同期検定器の点検実施中に、ディーゼ
ル発電機が起動していない状態でディーゼル発電機と所内電源系が接続される事象が発生
し、非常用ディーゼル発電機の電圧調整などに使用している回路が損傷した。同期検定器
の動作不良の原因は、東北地方太平洋沖地震により発生した高圧電源盤火災の影響による
ケーブルの地絡によるものと推定。

0+ 法律

21 H24.4.4

定期検査のため停止中、非常用補機冷却海水ポンプ（A）が自動停止し、非常用補機冷却海
水ポンプ（C）が自動起動した。現場において停止したポンプの電動機を調査したところ、
絶縁抵抗が著しく低下していることを確認した。点検調査の結果、非常用補機冷却海水ポ
ンプ用の電動機の潤滑油給油口から雨水等が浸入し、電動機内に錆が発生、固定子コイル
内で地絡が生じ、ポンプが自動停止したものと推定。

0- 法律

22 H24.6.7
定期検査のため停止中、原子炉建屋天井クレーンの点検を実施したところ、当該クレーン
走行部1か所で車輪の軸受に損傷が確認され、当該クレーンが必要な機能を有していないと
判断した。

評価
対象外

法律

  

[2]2号機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況 評価尺度 対象

1 H6.12.11
臨界後の試験運転中、原子炉核計装系の定期試験を行ったところ、安全保護系が動作して
原子炉自動停止。原因は、当該試験の手順書の一部に不備があったことから、原子炉自動
停止に至る信号を発生させたため。

1 法律

2 H7.12.24
定格出力運転中、湿分分離加熱器ドレンタンク（B1）高水位調節弁付近より水の滴下が認
められたため、原子炉を手動停止。原因は、当該弁の製作過程におけるボンネットフラン
ジ部のボルトの締付け力の不足があったこと等により漏えいが発生したため。

0- 法律

3 H10.3.5

定期検査中、原子炉を起動し臨界状態のところ、給水配管のドレン配管を通じて給水の一
部が復水器に流れていることが認められたため、原子炉を手動停止。原因は、当該ドレン
配管に設置されているドレン弁及び水抜き弁のシート部に微小な異物がかみ込まれ、浸食
が発生、進展したため。

0- 法律

4 H13.9.25
定格出力運転中、原子炉再循環ポンプの軸封部（メカニカルシール）のシール機能が低下
する兆しが認められたため、念のため軸封部を取り替えることとし、原子炉手動停止。原
因は、微細な異物が軸封部に侵入したためと推定。

0- 法律

5 H14.3.7

定期検査中、パトロール中に復水流量計配管付け根部からの水漏れを発見。原因は、当該
配管付け根部の溶接施工時に溶接溶け込み不足が生じ、当該溶接部の疲労損傷が発生しや
すい状態であったこと、及び給復水系の運転に伴って発生する配管振動により当該溶接部
に繰り返し応力が加わり割れが生じたもの。

0- 法律

6 H14.6.20
定格出力運転中、原子炉再循環ポンプの軸封部（メカニカルシール）のシール室圧力に低
下傾向が認められたため、軸封部を取り替えることとし、原子炉手動停止。原因は、微細
な異物が軸封部に侵入したためと推定。

0- 法律

7 H18.8.3

定期検査中、原子炉建屋地下3階トーラス室の床面に水たまりを発見。調査の結果、動作試
験のために弁を全開にした際、その弁の上流側に溜まっていた水が下流に流れ、点検のた
め分解中であった下流側の弁から漏えいし、床面に滴下したもの。原因は、各作業を行う
担当課の間の連携不足により重要な情報が共有されていなかったことと、系統隔離する弁
に関する管理方法等が不明確であったため。

0- 法律

8 H23.3.11

原子炉起動中、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した津波の影響により、原子炉補機冷却
水ポンプ（B）、（D）および高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプが自動停止したことか
ら、非常用ディーゼル発電機（B）および高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は冷却水の
供給がなくなり、自動停止した。海水が浸水した原因は、津波による水位上昇の影響で海
水ポンプ室に設置している水位計設置箱の上蓋が押し上げられ、そこから流入した海水が
ケーブルトレイおよび配管の貫通部を通じて配管等の地下通路に流入した後、配管の貫通
部を通して、原子炉補機冷却系熱交換器室等に浸水したためと推定。

2 法律
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[3]3号機 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状 況 評価尺度 対象

1 H19.11.10

出力上昇過程において、気体廃棄物処理系の水素濃度及び流量が上昇したことから、原子
炉を手動で緊急停止。原子炉内で発生した水素と酸素が同系統の排ガス再結合器において
化学反応により水になるべきところ、反応に必要な酸素量が十分に供給されずに、水にな
らなかった水素と酸素がそのまま下流側へ流出したためと推定。実機を模擬した試験か
ら、「酸素／水素濃度比」には、出力に応じて、ある値を下回ると急激に化学反応が起こ
りにくくなる「しきい値」付近で運転していたためと推定。

0- 法律

2 H21.5.28

定期検査中、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの隔離解除作業を実施していたところ、
137本ある制御棒のうち、1本の制御棒が、全挿入位置からさらに挿入側に動作（過挿入）
し、直後に全挿入位置に戻った。原因は、方向制御弁（123弁）のシート面に異物をかみ込
んだことによりシートリークが発生して過挿入に至ったが、異物がシート面から排出され
たことで制御棒を挿入側に動作させる力がなくなったことから、自重で全挿入位置に戻っ
たもの。

0+ 法律

トラブル以外の事象 （令和6年12月31日現在）

No 発生年月日 状況 評価尺度 対象

1 H14.9.23 原子炉施設の点検指示等により発見された1号機炉心シュラウドのひび割れ 0- -

2 H14.11.28 過去に発見されていた原子炉再循環系配管のひび割れ 1 -

3 H15.5.26 「三陸南地震」により3号機原子炉自動停止 - -

4 H17.8.16 「8・16宮城地震」により全3基原子炉自動停止 - -

5 H23.3.11 「東北地方太平洋沖地震」により全3基原子炉自動停止 - -

（※１）評価尺度（国際原子力事象評価尺度（International Nuclear Event Scale：[INES]））

原子力発電所等で発生した事故・故障等の影響の度合いを簡明かつ客観的に判断出来るように示した評価

尺度である。事故や事象を安全上重要ではない事象レベル0から、チェルノブイリ事故に相当する重大な

事故レベル7までの8段階に分けている。なお、評価尺度は、平成4年8月1日から適用

（※２）対象

法律対象：「電気事業法」「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の規定に基づくもの

通達対象：「法律対象」に該当しない軽微なトラブルで「大臣通達」に基づくもの

　　　　　原子炉等規制法の規則改正（平成15年10月1日）に伴い、通達は廃止され「法律対象」に一本化

（※３）当初、事故原因は「定格出力運転中、「中性子束高高」の発信により原子炉自動停止。原因は、地震に伴い

炉心内のボイド（蒸気泡）の状態が変化し、中性子束が増加したため。」とされていたが、その後、詳細な

原因調査が行われた結果、H9.5.12に開催された原子力安全委員会で、表記の内容に原因の訂正がなされた

もの。
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基準１　人と環境
基準２　施設における
放射線バリアと管理

※シーベルト（Sv）は、放射線が人体に与える影響を表す単位。（ミリシーベルトは1,000分の1）

※INESが正式に運用される以前に発生したトラブルについては、推定で公式に評価されたレベルを標記している。

・JCOウラン加工施設臨
界事故（1999年）

・法令による年間限度被ばくの10
倍を超える作業者の被ばく
・放射線による非致命的な確定
的な健康影響

・炉心の重大な損傷
・公衆が著しい被ばくを受ける可
能性の高い施設内の放射性物質
の大量放出

・炉心インベントリ－の0.1%を越え
る放出につながる燃料の溶融又
は燃料の損傷
・公衆が著しい被ばくを受ける可
能性の高い相当量の放射性物質
の放出

・運転区域内での1Sv/hを超える
被ばく線量率
・公衆が著しい被ばくを受ける可
能性は低いが設計で予想してい
ない区域での重大な汚染

・美浜発電所2号機伝熱
管損傷（1991年）

・50mSv/hを超える運転区域内の
放射線レベル
・設計で予想していない施設内の
区域での相当量の汚染

・10mSvを超える公衆の被ばく
・法令による年間限度を超える作
業者の被ばく

０－

０＋ 安全に影響を与え得る事象

・法令による限度を超えた公衆の
過大被ばく
・十分な安全防護措置が残ったま
まの状態での安全機器の軽微な
問題

・実際の影響を伴わない安全設
備の重大な欠陥

安全に関係しない事象評価対象外

尺
度
未
満

異
常
な
事
象

事
　
　
　
　
　
故

尺度未満

逸脱

異常事象

重大な異常事象

局所的な影響を伴う事
故

・安全設備が残されていない原子
力発電所における事故寸前の状
態
・高放射能密封線源の紛失又は
盗難

・安全設備が残されていない原子
力発電所における事故寸前の状
態
・高放射能密封宣言の紛失又は
盗難

・もんじゅナトリウム漏え
い事故（1995年）
・浜岡１号機余熱除去系
配管破断事故（2001年）
・美浜3号機二次系配管
破断事故(2004年)

安全に影響を与えない事象

4.国際原子力事象評価尺度（INES）

レベル

※ベクレル（Bq）は、放射性物質の量を表す単位。（テラは10
12
＝1兆）　3つの基準にしていて評価し、一番高いレベルとなったも

のをもって当該事象の評価結果とする。

・広範囲の健康及び環境への影
響を伴う放射性物質の大規模な
放出

・放射性物質の相当量の放出

・放射性物質の限定的な放出
・放射線による数名の死亡

・軽微な放射性物質の放出
・放射線による少なくとも1名の死
亡

4

3

2

1

0

広範囲な影響を伴う事
故

大事故

深刻な事故

7

基準３　深層防護
参考事例

基　　　　　準

6

5

・チェルノブイリ発電所事
故（1986年）
・＜暫定＞東京電力福
島第一発電所事故
（2011年）

・スリーマイルアイランド
発電所事故（1979年）

安全上重要ではない事象
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 5. 女川原子力発電所定期検査実績及び検査時の被ばく実績

 放射線業務 総線量 平均線量 最大線量
 従事者数（人） （人・Sv） （mSv） （mSv）

1 昭和 60 年 4 月 3 日 ～ 昭和 60 年 7 月 12 日 101 1,861 0.70 0.40 10.20

2 昭和 61 年 4 月 19 日 ～ 昭和 61 年 7 月 22 日 95 2,015 0.67 0.30 9.80

3 昭和 62 年 4 月 18 日 ～ 昭和 62 年 7 月 27 日 101 1,743 0.48 0.30 9.60

4 昭和 63 年 4 月 29 日 ～ 昭和 63 年 8 月 2 日 96 1,752 0.50 0.30 7.20

5 平成 1 年 4 月 11 日 ～ 平成 1 年 8 月 11 日 123 1,857 1.08 0.60 10.60

6 平成 2 年 9 月 2 日 ～ 平成 2 年 12 月 10 日 100 1,785 0.58 0.30 7.80

7 平成 3 年 10 月 4 日 ～ 平成 4 年 1 月 17 日 106 1,775 0.52 0.30 8.50

8 平成 5 年 1 月 9 日 ～ 平成 5 年 7 月 1 日 174 2,511 1.21 0.50 13.70

9 平成 6 年 5 月 9 日 ～ 平成 6 年 8 月 10 日 94 2,296 0.60 0.30 7.90

10 平成 7 年 9 月 8 日 ～ 平成 8 年 3 月 7 日 182 2,563 1.45 0.56 13.36

11 平成 9 年 4 月 6 日 ～ 平成 9 年 7 月 29 日 115 1,970 1.42 0.70 14.30

12 平成 10 年 9 月 11 日 ～ 平成 10 年 12 月 18 日 99 1,952 0.78 0.40 14.30

13 平成 12 年 1 月 17 日 ～ 平成 12 年 4 月 5 日 80 1,764 0.73 0.42 12.21

14 平成 13 年 4 月 28 日 ～ 平成 13 年 8 月 9 日 104 1,823 0.59 0.33 8.38

15 平成 14 年 9 月 8 日 ～ 平成 15 年 8 月 26 日 353 2,895 4.13 1.43 29.26

16 平成 16 年 9 月 8 日 ～ 平成 17 年 2 月 15 日 161 2,014 1.07 0.53 11.37

17 平成 18 年 1 月 18 日 ～ 平成 19 年 8 月 1 日 561 2,871 0.63 0.22 11.13

18 平成 20 年 2 月 14 日 ～ 平成 21 年 5 月 1 日 443 4,186 2.35 0.56 17.56

19 平成 22 年 2 月 23 日 ～ 平成 22 年 8 月 11 日 170 2,946 1.05 0.36 12.91

20 平成 23 年 9 月 10 日 ～ 令和 2 年 3 月 18 日 3,113 4,506 0.46 0.10 9.05

1 平成 8 年 8 月 27 日 ～ 平成 8 12 月 5 日 101 1,680 0.15 0.10 2.10

2 平成 10 年 1 月 11 日 ～ 平成 10 年 4 月 8 日 88 1,761 0.27 0.20 4.70

3 平成 11 年 5 月 7 日 ～ 平成 11 年 7 月 27 日 82 1,844 0.40 0.20 7.50

4 平成 12 年 9 月 10 日 ～ 平成 12 年 11 月 22 日 74 1,823 0.54 0.30 8.42

5 平成 13 年 12 月 21 日 ～ 平成 14 年 4 月 26 日 127 1,897 0.95 0.50 13.74

6 平成 15 年 5 月 22 日 ～ 平成 15 年 12 月 25 日 218 2,202 1.42 0.65 15.63

7 平成 17 年 1 月 22 日 ～ 平成 17 年 6 月 28 日 158 1,891 0.62 0.33 11.17

8 平成 18 年 7 月 16 日 ～ 平成 19 年 2 月 15 日 215 2,097 0.61 0.29 8.38

9 平成 19 年 10 月 11 日 ～ 平成 20 年 2 月 27 日 140 2,120 0.71 0.33 11.75

10 平成 21 年 3 月 26 日 ～ 平成 21 年 10 月 22 日 211 3,260 2.22 0.68 15.23

11 平成 22 年 11 月 6 日 ～ 令和 6 年 12 月 26 日 211 14,775 7.25 0.49 33.36

12 令和 8 年 1 月 14 日 ～ 継続中 - - - -

1 平成 15 年 2 月 24 日 ～ 平成 15 年 5 月 15 日 81 1,600 0.19 0.12 4.80

2 平成 16 年 6 月 10 日 ～ 平成 16 年 10 月 5 日 118 1,924 0.31 0.16 5.34

3 平成 17 年 9 月 27 日 ～ 平成 18 年 4 月 18 日 204 2,114 0.32 0.15 5.87

4 平成 19 年 5 月 10 日 ～ 平成 20 年 1 月 25 日 261 2,456 1.69 0.69 14.45

5 平成 20 年 11 月 26 日 ～ 平成 21 年 8 月 18 日 266 3,231 0.68 0.21 7.84

6 平成 22 年 7 月 29 日 ～ 平成 22 年 11 月 25 日 120 2,294 0.73 0.32 8.39

7 平成 23 年 9 月 10 日 ～ 継続中 - - - -

注1　出典：東北電力株式会社資料

定期
検査
回数

号
機

注2　わが国では放射線業務従事者が受ける線量限度について、国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告を取り入れ、

　　　5年100ミリシーベルトかつ年間50ミリシーベルトとしています。

１
号
機

２
号
機

３
号
機

定検
日数

実 施 期 間
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 6．　女川原子力発電所放射性廃棄物管理状況

希ガス放出量
放射性ヨウ素

放出量 トリチウムを除く トリチウム
（Bq） （Bq） （Bq） （Bq）

昭和58年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.3×10
8

昭和59年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.0×10
10

昭和60年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.4×10
10

昭和61年度 Ｎ．Ｄ 1.5×107*1 Ｎ．Ｄ 4.1×10
10

昭和62年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.3×10
10

昭和63年度 Ｎ．Ｄ 3.7×105 Ｎ．Ｄ 1.1×10
11

平成元年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 7.5×10
10

平成２年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.8×10
10

平成３年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.8×10
10

平成４年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 3.8×10
10

平成５年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 9.0×10
10

平成６年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.5×10
10

平成７年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 8.5×10
9

平成８年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.1×10
10

平成９年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 4.4×10
10

平成10年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.5×10
10

平成11年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.2×10
10

平成12年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 9.0×10
10

平成13年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.2×10
10

平成14年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 7.9×10
10

平成15年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.6×10
9

平成16年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 8.0×10
8

平成17年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.1×10
9

平成18年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.4×10
9

平成19年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 5.1×10
9

平成20年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.7×10
9

平成21年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 6.6×10
10

平成22年度 5.4×1012*2 2.7×1010*2 Ｎ．Ｄ 2.2×10
10

平成23年度 4.2×1011*2 1.0×109*2 Ｎ．Ｄ 8.4×10
9

平成24年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.7×10
10

平成25年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.3×10
10

平成26年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.4×10
10

平成27年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 2.9×10
9

平成28年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 3.0×10
9

平成29年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 4.0×10
8

平成30年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.3×10
9

令和元年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ 1.9×10
8

令和２年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ - -

令和３年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ - -

令和４年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ N．D 2.9×10
9

令和５年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ N．D 6.1×10
9

令和６年度 Ｎ．Ｄ Ｎ．Ｄ N．D 3.6×10
9

H5年度までの管理目標値（Bq） 1.4×1015 8.5×1010 3.7×109 3.7×1012

H6～H13年度までの管理目標値（Bq） 2.6×1015 1.1×1011 7.4×109 7.4×1012

H14～R1年度までの管理目標値（Bq） 3.8×1015 1.3×1011 1.1×1010 1.11×1013

R2年度以降の管理目標値（Bq） 2.3×1015 4.1×1010 7.4×109 7.4×1012

検出限界（Bq/cm3） 2×10-2 7×10-9 2×10-2 2×10-1

　　第一原子力発電所の影響を受けたものです。
*2　平成22、23年度の「気体廃棄物のうち希ガス放出量及び放射性ヨウ素放出量」で検出された値は、福島

放射性気体廃棄物 放射性液体廃棄物

年　　　度

*1　昭和61年度の「気体廃棄物のうち放射性ヨウ素放出量」で検出された値は、旧ソ連邦のチョルノービリ
　　原子力発電所の事故による影響を受けたものです。
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7.女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書 

 

 宮城県及び［女川町・石巻市］*1（以下「甲」という。）と東北電力株式会社（以

下「乙」という。）とは、乙の設置する女川原子力発電所（以下「発電所」という。）

に関し、地域住民の健康を守り生活環境の保全を図るため、次のとおり協定を締結

する。 

 （安全性の確保） 

第１条 乙は、発電所の建設及び保守運営に当たっては、関係法令の規定及び法令

の規定に基づく保安規定のほか、この協定を厳守して安全性の確保に努めるもの

とする。 

２ 乙は、発電所の建設及び保守運営に当たっては、新技術の開発、安全管理体制

の強化、施設の改善等を積極的に行い、放射線業務従事者の被ばく低減及び放出

する放射性廃棄物の低減を図るものとする。 

  （情報公開） 

第２条 乙は、発電所の保守運営の状況について、積極的に情報公開を行い、地域

住民との間で情報の共有に努めるものとする。 

 （環境放射能及び温排水の測定） 

第３条 甲及び乙は、環境放射能及び温排水測定基本計画（以下「基本計画」とい

う。）に基づいて、発電所周辺の環境放射能及び温排水の測定を実施するものとす

る。 

２ 前項の基本計画は、次条に規定する女川原子力発電所環境保全監視協議会にお

いて測定項目、測定の地点、測定の方法等を定めるものとする。 

３ 第１項の規定による測定のほか甲又は乙が特に必要と認めたときは、環境放射

能及び温排水の測定を実施するものとする。 

 （環境保全監視協議会の設置） 

第４条 甲は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水の状況を常時把握し、

生活環境の安全を確保し、その他地域住民の生活について必要な事項を協議する

ため、「女川原子力発電所環境保全監視協議会」（以下「監視協議会」という。）を

設置するものとする。 

２ 監視協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （環境調査測定技術会の設置） 

第５条 甲は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水について、甲及び乙

が実施するモニタリングを技術的に検討して常時その状況を把握するため、「女川

原子力発電所環境調査測定技術会」（以下「技術会」という。）を設置するものと
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する。 

２ 技術会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （測定結果の公表） 

第６条 甲は、第３条の規定に基づき実施した測定結果を技術会が評価し、監視協

議会が確認した後に公表するものとする。 

２ 甲は、第３条の規定に基づき実施した測定結果を、前項の規定によることがで

きない緊急な事情があると認めるときは、乙と相互に連絡の上、速やかに公表す

るものとする。 

３ 甲は、前項の規定により公表したときは、技術会及び監視協議会に報告するも

のとする。 

 （通報連絡） 

第７条 乙は、甲に対し、発電所及び核燃料の輸送に係る安全確保対策について、

次の各号に掲げる区分に従い、その都度通報連絡するものとする。 

（１）直ちに連絡する事項 

（２）随時連絡する事項 

（３）定期的に連絡する事項 

２ 前項に定める連絡する事項の内容及び通報の方法等については別に定める。 

３ 甲は、乙に対し、特に必要と認めた場合は、第１項に定める事項に関し、環境

放射能及び温排水の測定結果等必要な資料の提出を求めることができる。 

 （連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者を定める

ものとする。 

 （測定の立会い） 

第９条 甲は、必要が生じた場合は、甲の職員又は監視協議会の長がその委員の中

から指名した者若しくは技術会の長がその委員の中から指名した者を乙が行う環

境放射能及び温排水の測定に立ち会わせることができるものとする。 

  この場合において、甲は乙に対し、その旨を通知するものとする。 

 （立入調査等） 

第１０条 甲は、発電所の周辺環境の安全を確保するため必要と認めたときは、乙

に対して発電所の保守運営に関し報告を求め、又は甲の職員に発電所の立入調査

をさせることができる。 

２ 前項の規定により甲の職員が立入調査をするときは、あらかじめ登録された身

分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。 

３ 第１項の規定により立入調査をする者は、関係法令等に従うものとする。 
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 （適切な措置の要求） 

第１１条 甲は、立入調査の結果、地域住民の安全確保のため、特別な措置を講ず

る必要があると認めた場合は、国を通じ若しくは直接乙に対し、発電の制限等適

切な措置を講ずることを求めるものとし、乙は誠意をもってこれに応ずるものと

する。 

 （計画等に対する事前了解） 

第１２条 乙は、原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき

又は変更しようとするときは、事前に甲に協議し、了解を得るものとする。 

 （違背時の措置） 

第１３条 甲は、乙がこの協定に定める事項に違背した場合には、必要な措置をと

るものとし、乙はこれに従うものとする。 

 （損害の賠償） 

第１４条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して地域住民に損害を与えたと

きは、監視協議会に諮り過失の有無にかかわらず、誠意をもって賠償するものと

する。 

 （請負企業等の指導） 

第１５条 乙は、請負企業等に対し、安全管理上の教育訓練を徹底するとともに指

導監督を十分に行い、これらの企業の事業活動に起因して安全が損なわれること

のないよう措置するものとする。 

 （諸調査の協力） 

第１６条 乙は、甲が実施する安全確保対策についての諸調査に積極的に協力する

ものとする。 

 （防災対策） 

第１７条 乙は、乙の防災体制の充実強化を図るとともに、甲の防災対策に対して

積極的に協力するものとする。 

 （広報） 

第１８条 乙は、発電所に関し、公衆に特別の広報を行う場合、又は報道機関に発

表する場合は、甲に対し事前に連絡するものとする。 

 （農林水産物等の価格低下に係る措置） 

第１９条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して、風評等によって農林水産

物等の価格が低下し、生産者に損失が発生した場合は、その損失に対し、誠意を

もって最善の措置をするものとする。 

２ 乙は、前項の措置の内容について監視協議会に諮り、その決定に基づき実施す

るものとする。 
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 （協定の改訂） 

第２０条 この協定に定める各事項につき、改訂すべき事由が生じたときは、甲乙

いずれからもその改訂を申し出ることができるものとする。 

  この場合において、甲及び乙は、誠意をもって協議に応ずるものとする。 

 （運用要綱） 

第２１条 この協定の実施に必要な細目については、甲乙協議の上、別に運用要綱

で定めるものとする。 

 （その他） 

第２２条 この協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て決めるものとする。 

 

 この協定締結の証として、本書３通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を所

持するものとする。 

 

 

昭和５３年１０月１８日*2 

昭和５４年 ３月１７日*3 

昭和５７年 ２月２６日 一部改定 

平成 ３年１０月１８日 改定 

平成１４年１２月２７日 一部改定 

平成１７年 ４月 １日 一部改定*3 

 

甲 宮城県知事 

甲 ［女川町長・石巻市長］*1 

乙 東北電力株式会社取締役社長 

 

 

 

 

 

  *1：県、女川町及び東北電力が締結した協定書と 

県、石巻市及び東北電力が締結した協定書が存在する 

  *2：県、女川町及び東北電力が締結した協定書のみ関係する 

  *3：県、石巻市及び東北電力が締結した協定書のみ関係する 
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8.女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書の運用要綱 

  

 宮城県及び女川町・石巻市（以下「甲」という。）と東北電力株式会社

（以下「乙」という。）とは、女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協

定書（以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第21条の規定に基づ

き、次のとおり運用要綱を定める。  

 

 （「甲」の解釈と運用） 

１ 協定書における甲とは、宮城県及び女川町・石巻市をいい、それぞれの

代表者である宮城県知事及び女川町長・石巻市長が協議の上、一体となっ

て協定書の運用に当たるものとする。 

 （環境放射能） 

２ 協定書における環境放射能とは、環境放射線を含むものとする。 

 （安全性の確保） 

３ 協定書第１条第１項に定める「関係法令の規定及び法令の規定に基づく

保安規定」には「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針

について（昭和５０年５月１３日原子力委員会決定）」を含むものとす

る。 

 （情報公開） 

４ 協定書第２条に定める「情報公開」については、地域住民との間で原子

炉施設の事故及び故障等に関する情報や、定期検査を含めた発電所の運転

状況に関する情報を共有するため、積極的に報道機関やインターネット等

を通じて公表するとともに、必要に応じて地域住民に対する説明やわかり

やすい資料の配布等、きめ細かい情報の公開に努めるものとする。 

 （環境放射能及び温排水の測定） 

５ 乙は、協定書第３条第３項の規定に基づき環境放射能及び温排水の測定

を実施したときは、その測定結果をその都度、甲に報告するものとする。  

 （通報連絡）  

６－１ 協定書第７条に定める連絡事項の内容は、次のとおりとする。 

 （１） 直ちに連絡する事項 

  イ 非常事態が発生したとき。 

ロ 原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止す

ることが必要になったとき。 

ハ 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が計画外に作動したとき。 

ニ 放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものが管理区域外に

漏れたとき。 
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ホ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

へ 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

ト 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 

チ 放射線業務従事者の線量が法令に定める線量限度を超えたとき。 

リ 前号に定める基準以下の被ばくであっても被ばく者に対し特別の措

置を行ったとき。 

ヌ 管理区域内で人に傷害が発生したとき。 

ル 発電所敷地外において放射性物質（放射性廃棄物を含む。）の輸送

中に事故が発生したとき。 

ヲ 他の同型原子炉に事故又は故障が発生し、発電所の運転を一時停止

しなければならないおそれがあるとき。 

ワ 前各項目のほか、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」及び「電気事業法」に基づき報告することとされている事

象が発生したとき。 

カ 放射性物質の漏洩を伴う事象等、「核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」及び「電気事業法」に基づき報告すること

とされている事象に該当するおそれがある事象が発生したとき。 

 （２） 随時連絡する事項 

  イ 定期検査等計画停止作業（事前及び事後の連絡） 

  ロ 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送に係る計画及び安全対

策（事前連絡） 

  ハ 原子炉施設の安全確保に関する基本規程の変更 

  ニ その他安全対策上必要な事項 

 （３） 定期的に連絡する事項 

  イ 建設工事進ちょく状況（毎月） 

  ロ 運転状況（毎月） 

  ハ 環境放射能の測定結果（四半期ごと） 

   （イ）「環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づく測定結果 

   （ロ）モニタリングポスト測定結果 

   （ハ）モニタリングポイント測定結果 

   （ニ）排水中の放射能測定結果 

  ニ 温排水の測定結果（四半期ごと） 

   「環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づく測定結果 

  ホ 放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況（四半期ごと） 

  へ 放射性廃棄物の放出及び管理状況（四半期ごと） 

  ト 運転計画（年度当初） 
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 （連絡の方法） 

６－２ 協定書第７条に定める連絡の方法は、以下のとおりとする。 

「直ちに連絡する事項」については、発電所から直接、電話及びファク

シミリ等で迅速かつ的確に通報連絡するものとする。 

６－３ 協定書第７条に定める連絡の方法のうち文書による連絡は、以下の

とおりとする。 

（１）６－１（１）「直ちに連絡する事項」のうち、国に報告したもの、

及び甲が求めたものについては、当該事象が終息した時点で速やか

に文書で連絡するものとする。 

（２）６－１（２）「随時連絡する事項」のイ、ロ、ハに該当するものに

ついては、その都度文書で連絡するものとする。 

（３）６－１（２）「随時連絡する事項」のニに該当するもののうち、国

に報告したもの、及び甲が求めたものについては、その都度文書で

連絡するものとする。 

（４）６－１（３）「定期的に連絡する事項」に該当するものについて

は、その都度文書で連絡するものとする。 

 （協定書で使用する用語の意義）  

７－１ 協定書で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。 

（１）協定書第10条第３項において立入調査する者が従うものとされる

「関係法令等」とは、法律、政令、省令、規則、告示、指針、めや

す等国の制定したもので原子力発電所の保守運営に関し、一般的な

効力を持つもの及び乙の安全確保に関する基本規程を含むものとす

る。 

（２）協定書第18条に定める「発電所に関し」とは、建設中及び運転開始

後の発電所の安全確保（温排水を含む。）に係る事項をいう。 

 （運用要綱で使用する用語の意義） 

７－２ 運用要綱で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。 

（１）「非常事態」とは、地震、火災、その他の原因によって放射性物質

の大量の放出による放射能事故が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合であって、通常組織ではその事故の原因の除去、拡大防止等

のための活動を迅速かつ適切に行うことができない事態をいう。 

（２）「原子炉施設」とは、原子炉及びその付属設備で「実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則」(昭和53年通商産業省令第77号）第

３条で記載することとされている設備をいう。 

（３）「異常」とは、周辺監視区域外の空気中又は水中の放射性物質の濃

度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規
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定に基づく線量限度等を定める告示」(平成27年原子力規制委員会告

示第８号)第８条に規定する濃度限度を超えた状態をいう。 

（４）「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者が放射線障害

を受けたおそれがあると医師が診断したときをいう。 

（５）「傷害」とは、「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)第9

7条の規定により報告することとされているものをいう。ただし、同

条第２項に該当するものを除く。 

（６）運用要綱６－１（１）ワの「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」に基づき国に報告することとされている事象と

は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第134条に規

定されている事象をいう。 

（７）運用要綱６－１（１）ワの「電気事業法」に基づき国に報告するこ

ととされている事象とは、「原子力発電工作物に係る電気関係報告

規則」（平成24年経済産業省令第71号）第３条第１項及び「電気関

係報告規則」（昭和40年通商産業省令第54号）第３条第１項に規定

されている事象をいう。 

（８）運用要綱４の「運転状況」には、廃止措置の状況を含むものとす

る。 

（９）運用要綱６－１（３）ロの「運転状況」には、廃止措置の状況を含

むものとする。 

 （連絡責任者） 

８ 協定書第８条に定める「連絡責任者」とは、次の各号に定める者とし、

甲、乙はそれぞれこれらの者を選任し、相互に通知しておくものとする。 

（１）第１送受信者 

（２）第２送受信者 

（３）第３送受信者 

（４）総括責任者 

 （立入調査等） 

９－１ 甲は、協定書第10条第1項に規定する発電所への立入調査（以下「立

入調査」という。）を実施する際に、必要に応じて女川原子力発電所環境

保全監視協議会の長がその委員の中から指名した者及び女川原子力発電所

環境調査測定技術会の長がその委員の中から指名した者を同行させること

ができるものとする。 

９－２ 甲は、協定書第10条第２項に規定する「あらかじめ登録された身分

を示す証明書」（別添様式）を発行するとき、又は取り消したときは、そ

の者の職名、氏名、性別、住所等を速やかに乙に通知するものとする。 



－ 128 － － 129 －
 

 

９－３  甲は、立入調査に関係者を同行させる場合は、その都度、調査の目

的、同行する者の所属、職名、氏名、性別、住所等を乙に通知するものと

する。 

 （損害の補償） 

10 協定書第14条の事態が生じたときは、甲乙は速やかに対応するものとす

る。 

 （協議） 

11 この運用要綱に定められた事項について、解釈上疑義を生じたとき、若

しくは変更の必要が生じたとき、又はあらたに定めるべき事項が生じたと

きは、甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

   附 則 

 この運用要綱は、昭和５７年 ４月 １日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成 ３年１０月１８日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１４年 ４月 １日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１４年１２月２７日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１７年 ４月 １日から実施する。 

   附 則 

 この運用要綱は、平成１７年１２月２７日から実施する。 

      附 則 

  この運用要綱は、平成２０年 ２月 １日から実施する。 

      附 則 

  この運用要綱は、平成２７年 ４月 １日から実施する。 

      附 則 

  この運用要綱は、令和 ２年 ５月１３日から実施する。 
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 （別添様式） 

表  面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 

 

真 

 

 

割 

身 分 証 明 書 

  （職名） 

  （氏名） 

年  月  日生 

 

上記の者は、女川原子力発電所周辺の 

安全確保に関する協定書第10条第２項の 

職員であることを証明する。  
印 

年  月  日 

 

印 

 

 

裏  面 

 

 

 

     （注 意） 

１ この身分証明書の記載事項を訂正したものは、 

無効とする。 

２ この身分証明書を第三者に貸与し、又は譲渡し 

てはならない。 

３ 身分証明書を取り消されたときは、必ず返還す 

ること。 
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9.女川原子力発電所に係る登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び

南三陸町の住民の安全確保に関する協定書 
 

 登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町（以下「甲」という。）と

東北電力株式会社（以下「乙」という。）の間において、乙の設置する女川原

子力発電所（以下「発電所」という。）に関し、甲の区域の住民の安全確保を

図るため、宮城県立会いのもと、次のとおり協定を締結する。 

なお、本協定における「立地自治体との安全協定書」とは、平成 17 年４月１

日付けで宮城県、女川町及び石巻市と乙が締結した「女川原子力発電所周辺の

安全確保に関する協定書」（改定が行われたときは、当該改定後のもの）を指

す。 

 

（関係法令等の遵守） 

第１条 乙は、発電所の保守運営に当たっては、関係法令等及び本協定を遵守

して、地域住民の安全確保に努めるものとする。 

（情報公開）  

第２条 乙は、発電所の保守運営の状況について、積極的に情報公開を行い、

地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。 

（異常時の通報連絡） 

第３条 乙は、発電所及び核燃料の輸送等に関し、次の各号のいずれかに該当

するときは、甲に対し、直ちにその状況を通報連絡するものとする。           

(1) 「原子力災害対策指針」で示された警戒事態に該当する事象等が発生した

とき。 

(2) 「原子力災害対策特別措置法」（平成 11 年法律第 156 号）（以下「原災法」

という。）第 10 条第１項に規定する事象が発生したとき。 

(3) 「原災法」第 15 条第１項各号のいずれかに該当するとき。 

(4) 原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止するこ

とが必要になったとき。 

(5) 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が計画外に作動したとき。 

(6) 放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものが管理区域外に漏れ

たとき。 

(7) 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

(8) 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

(9) 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 

(10) 放射線業務従事者の線量が法令に定める線量限度を超えたとき。 
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(11) 前号に定める基準以下の被ばくであっても被ばく者に対し特別の措置を

行ったとき。 

(12) 管理区域内で人に傷害が発生したとき。 

(13) 発電所敷地外において放射性物質（放射性廃棄物を含む。）の輸送中に事

故が発生したとき。 

(14) 他の同型原子炉に事故又は故障が発生し、発電所の運転を一時停止しな

ければならないおそれがあるとき。 

(15) 前各号に掲げる事象等のほか、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」（昭和 32 年法律第 166 号）及び「電気事業法」（昭和 39

年法律第 170 号）に基づき報告することとされている事象が発生したとき。 

(16) 放射性物質の漏洩を伴う事象等、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」及び「電気事業法」に基づき報告することとされている

事象に該当するおそれがある事象が発生したとき。 

（平常時における連絡） 

第４条 乙は、発電所に係る次の各号に掲げる事項について、甲に対し、その

内容を定期的に連絡するものとする。 

(1) 運転状況 

(2) 放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況 

(3) 放射性廃棄物の放出及び管理状況 

(4) 運転計画 

２ 乙は、発電所に係る前項各号に掲げるもの以外の安全対策上必要な事項に

ついて、甲に対し、その内容を随時連絡するものとする。 

（連絡の方法等） 

第５条 乙は、甲に対する第３条の規定による異常時の通報連絡については、

電話及びファクシミリ等で行うものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡を円滑に処理できるよう、あらかじめ連絡責任者を定め

ておくものとする。 

（立入調査） 

第６条 甲は、宮城県が「立地自治体との安全協定書」第 10 条の規定による立

入調査を実施するときは、事前に宮城県の了解を得た上で、甲の職員を同行

させることができる。 

２ 甲は、前項の規定による立入調査の同行において確認した事項に関し、宮

城県を通じて、乙に対し意見を述べることができる。 

３ 第１項の規定による立入調査の同行にあたって、甲は、その都度、同行す

る者の所属、職名、氏名、性別、住所等を乙に通知するものとする。 
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４ 第１項の規定により甲の職員が立入調査に同行するときは、身分を示す証

明書を携帯し、提示しなければならない。 

５ 第１項の規定により立入調査に同行する者は、関係法令等に従うものとす

る。 

（適切な措置の報告） 

第７条 乙は、「立地自治体との安全協定書」第 11 条の規定による適切な措置

の要求を受けた場合は、その内容について、甲に報告するものとする。 

（計画等に関する報告） 

第８条 乙は、「立地自治体との安全協定書」第 12 条の規定に基づき、宮城県、

女川町及び石巻市へ事前協議したときは、すみやかにその内容を甲に報告す

るものとする。 

２ 乙は、前項の事前協議に対する回答を受け取ったときは、すみやかにその

内容を甲に報告するものとする。 

（損害の賠償） 

第９条 乙は、発電所の運転等により地域住民に風評被害を含む損害を与えた

ときは、「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和 36 年法律第 147 号）に基

づき、誠意をもって賠償するものとする。 

（防災対策） 

第 10 条 乙は、乙の防災体制の充実強化を図るとともに、甲の防災対策に対し

て積極的に協力するものとする。 

（広報） 

第 11 条 乙は、発電所に関し、公衆に特別の広報を行う場合又は報道機関に発

表する場合は、甲に対し事前に連絡するものとする。 

（協定の改訂） 

第 12 条 本協定に定める各事項につき、改訂すべき事由が生じたときは、甲乙

いずれからもその改訂を申し出ることができるものとする。この場合におい

て、甲及び乙は、誠意をもって協議に応ずるものとする。 

（その他） 

第 13 条 本協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て決めるものとする。 

２ 甲は、それぞれの自治体が一体となって本協定の運用に当たるものとする。 

３ 本協定で使用する用語の解釈は、特に断りがない限り、「立地自治体との

安全協定書」第 21 条の規定に基づく運用要綱によるものとする。 
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本協定締結の証として、本書７通を作成し、甲、乙及び立会人記名押印の上、

各自１通を所持するものとする。 

 

 

平成２７年４月２０日 

 

甲 登米市長 
 
 
 

 東松島市長 
 
 
 

 涌谷町長 
 
 
 

 美里町長 
 
 
 

 南三陸町長 

 

乙 東北電力株式会社 
 

取締役社長 
 
 
 

立会人 宮城県知事 
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10.「女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書」に係る覚書 

 
宮城県（以下「甲」という。）並びに登米市，東松島市，涌谷町，美里町及び南三陸町（以

下「乙」と総称する。）は，甲が，甲，女川町，石巻市及び東北電力株式会社が締結する女

川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定（以下「協定」という。）第 12 条に基づき，

東北電力株式会社に対して同条に規定する施設の新増設等（以下「計画等」という。）に係

る事前協議の回答をするに当たり，次の手続を経ることを確認する。 

 

 

１ 甲は，協定第 12 条に基づき東北電力株式会社に対して計画等に係る事前協議の回答を

するに当たり，あらかじめその内容を乙に説明するものとする。 

 

２ 前項の説明に際して，乙から甲に対し意見等の提出があった場合には，甲は，東北電

力株式会社に対し，当該意見を付して回答するものとする。 

 

 

  この覚書を証するため，本書６通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持

する。 

 

 

平成２７年４月２０日 

 

 

甲 宮城県知事 

 
 
 

乙 登米市長 

 
 
 

  東松島市長 

 
 
 

  涌谷町長 

 
 
 

  美里町長 

 
 
 

  南三陸町長 
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11.女川原子力発電所環境保全監視協議会規程 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、昭和53年10月18日及び昭和54年3月17日に締結された女川原子

力発電所周辺の安全確保に関する協定書（以下「協定書」という。）第４条第２

項の規定に基づき、女川原子力発電所環境保全監視協議会（以下「監視協議会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 監視協議会は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水のモニタリ

ングその他協定書に定められた事項を所掌する。 

 （組織等） 

第３条 監視協議会は、次の各号に掲げる者の区分に応ずる委員若干名をもって組

織する。 

 （１）学識経験のある者 

 （２）県の職員であって別表に掲げる者 

 （３）県議会の議員 

 （４）関係市町の長及び関係市町議会の議長 

 （５）関係市町に立地する漁業協同組合支所運営委員会の長 

 （６）関係市町の長が推せんする者 

２ 委員は、知事が任命又は委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 監視協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、監視協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理

する。 

 （会 議） 

第５条 監視協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 監視協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は３か月ごとに１回、臨

時会は会長が必要と認めたときに開催する。 

３ 監視協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

 （専門部会） 

第６条 監視協議会に、専門部会を置く。 

２ 専門部会は、第２条の所掌事項のうち、協定書第14条及び第19条第２項の事項

並びにその他必要な事項を審議し、その審議決定した結果を監視協議会に報告す

るものとする。 

３ 専門部会は、会長が指名する委員及び会長が推せんした者について知事が任命

又は委嘱する臨時委員若干名をもって構成する。 

４ 専門部会に、部会長および副部会長を置き、委員たる構成員のうちから会長が

これを指名する。 

５ 第４条第２項及び第３項並びに前条第１項及び第３項の規定は、専門部会につ
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いて準用する。 

６ 第３項の臨時委員は、当該審議事項の審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

７ 前各項に規定するもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が

専門部会の会議に諮って定める。 

 （事務局） 

第７条 監視協議会の事務局を宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。 

 （その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、監視協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が監視協議会の会議に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、昭和５４年１１月 １日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程施行の日から女川原子力発電所が最初に運転（試運転を含む。）を開

始するまでの間は、第５条第２項の規定中「３か月ごとに１回」とあるのは、「会

長が必要と認めたとき」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この規程は、昭和５６年 ８月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ３年１１月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ８月 ２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年１２月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ４月２２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ９月１２日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

 

別表 宮城県副知事、復興・危機管理部長、企画部長、環境生活部長、 

保健福祉部長、水産林政部長 
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職　名 氏　　名 備 考

公益財団法人宮城県公害衛生検査センター専務理事 赤 坂
あ か さ か

博 幸
ひ ろ ゆ き

東北大学大学院農学研究科教授 池
 い　 け　 だ

田 実
みのる

あ

東北大学大学院理学研究科教授 須 賀
す が

利 雄
と し お

東北大学名誉教授 関 根
せ き ね

勉
つとむ

あ

宮城県漁業協同組合代表理事組合長 寺 沢
て ら さ わ

春 彦
は る ひ こ

東北大学名誉教授 長 谷 川
は せ が わ

雅 幸
まさゆき

副会長

東北大学大学院理学研究科　教授 山 崎
や ま ざ き

剛
たけし

あ

一般財団法人杜の都産業保健会理事長・東北大学名誉教授 山 田
や ま だ

章
しょう

吾
ご

宮城県副知事 伊 藤
い と う

哲 也
て つ や

会長

宮城県復興・危機管理部長 髙
たか

橋
はし

義
よし

広
ひろ

宮城県企画部長 梶 村
か じ む ら

和 秀
か ず ひ で

宮城県環境生活部長 末 永
す え な が

仁 一
じ ん い ち

宮城県保健福祉部長 志 賀
し が

慎 治
し ん じ

宮城県水産林政部長 中
なか

村
むら

彰
あき

宏
ひろ

宮城県議会議員 高 橋
た か は し

宗 也
し ゅ う や

宮城県議会議員 菊 地
き く ち

忠 久
た だ ひ さ

女川町長 須 田
す だ

善 明
よ し あ き

石巻市長 齋 藤
さ い と う

正 美
ま さ み

女川町議会議長 佐 藤
さ と う

良 一
り ょ う い ち

石巻市議会議長 遠 藤
え ん ど う

宏 昭
ひ ろ あ き

宮城県漁業協同組合女川町支所運営委員会委員長 阿 部
あ べ

敏 雄
と し お

宮城県漁業協同組合寄磯前網支所運営委員会委員長 渡 邉
わ た な べ

喜 廣
よ し ひ ろ

宮城県漁業協同組合谷川支所運営委員会委員長 渥 美
あ つ み

克 之
か つ ゆ き

女川町商工会会長 木 村
き む ら

昇
しょう

あ

女川町消防団団長 佐 藤
さ と う

孝 義
た か よ し

女川町区長会会長 阿 部
あ べ

求
もとむ

あ

女川町観光協会会長 高 橋
た か は し

正 樹
ま さ き

女川水産加工業協同組合理事副組合長 阿 部
あ べ

淳
あつし

あ

女川魚市場買受人協同組合理事長 石 森
い し も り

洋
よう

悦
えつ

宮城県漁業協同組合女川町支所寺間支部長 川 﨑
か わ さ き

清 昭
き よ あ き

宮城県漁業協同組合女川町支所江島支部長 橋
はし

野
の

欽
きん

あ  

石巻市消防団団長 後 藤
ご と う

嘉 則
よ し の り

石巻市議会総合防災対策特別委員会委員長 丹
たん

野
の

清
きよし

あ

石巻市牡鹿稲井商工会会長 齋 藤
さ い と う

富 嗣
と み じ

石巻市牡鹿地区区長会連絡協議会会長 鈴 木
す ず き

正 利
ま さ と し

12.女川原子力発電所環境保全監視協議会委員名簿

（学識経験者については五十音順）

市
町
長
の
推
薦
す
る
者

漁
協
支
所
運
営

委
員
会
の
長

学
識
経
験
者

市
町
長

県
職
員

市
町
議
会

議
長

県
議
員
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13.女川原子力発電所環境調査測定技術会規程 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、昭和53年10月18日及び昭和54年３月17日に締結された女川原

子力発電所周辺の安全確保に関する協定書第５条第２項の規定に基づき、女川原

子力発電所環境調査測定技術会（以下「技術会」という。）の運営に関し必要な

事項を定めるものする。 

 （所掌事項） 

第２条 技術会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１）環境放射能及び温排水のモニタリング方法の検討及び調整に関する事項 

（２）環境放射能及び温排水のモニタリング結果の取りまとめ及び評価に関する

事項 

（３）その他環境放射能及び温排水のモニタリングに関する技術的事項 

２ 前項第２号の結果の取りまとめ及び評価は、３か月ごとに１回行うものとする。

ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。 

 （組織等） 

第３条 技術会は、次の各号に掲げる者の区分に応ずる委員若干名をもって組織す

る。 

（１）学識経験のある者 

（２）県の職員であって別表に掲げる者 

（３）関係市町の職員 

（４）関係市町に立地する漁業協同組合支所又は出張所の運営委員会委員又は職

員 

（５）東北電力株式会社の職員 

２ 委員は、知事が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 技術会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、技術会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理す

る。 

 （会 議） 

第５条 技術会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 技術会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、参考人として委員以外の者に対し、技術

会の会議に出席を求め意見を聴くことができる。 

 （事務局） 

第６条 技術会の事務局は、宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。 

 （その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、技術会の運営に関し必要な事項は、会長が
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技術会の会議に諮って定める。 

   附 則 

 この規程は、昭和５４年１１月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５６年 ８月 １日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、昭和５７年 ９月２０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に在任している女川原子力発電所環境調査測定技術会

委員の任期は、改正後の女川原子力発電所環境調査測定技術会規程第３条第３項

にかかわらず、昭和５９年１１月８日までとする。 

   附 則 

 この規程は、平成 元年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ８月 ２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年１２月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年 ９月１２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

 

別表 復興・危機管理部長、復興・危機管理部危機管理監、原子力安全対策課

長、医療政策課長、水産業基盤整備課長、環境放射線監視センター所長、

水産技術総合センター所長 
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職　名 氏　　名 備 考

東北大学大学院工学研究科　助教 相 澤
あ い ざ わ

直 人
な お と

東北大学大学院理学研究科　准教授 伊 藤
い と う

純
じゅん

至
し

東北大学名誉教授 岩 崎
い わ さ き

智 彦
と も ひ こ

東北大学大学院工学研究科　教授 有 働
う ど う

恵 子
け い こ

東北大学先端量子ビーム科学研究センター 准教授 菊 永
き く な が

英 寿
ひ で と し

東北大学大学院医学系研究科　講師 橋 本
は し も と

拓 磨
た く ま

東北大学大学院農学研究科　准教授 藤 井
ふ じ い

豊 展
と よ の ぶ

宮城県復興・危機管理部長 髙 橋
た か は し

義 広
よ し ひ ろ

会長

宮城県復興・危機管理部危機管理監 豊
とよ

嶋
しま

潤
じゅん

あ 副会長

宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課長 千
ち

葉
ば

宏
ひろ

樹
き

宮城県保健福祉部医療政策課長 小
こ

林
ばやし

歩
あゆむ

あ

宮城県水産林政部水産業基盤整備課長 日 下
く さ か

啓 作
け い さ く

副会長

宮城県環境放射線監視センター所長 中 村
な か む ら

朋 之
と も ゆ き

宮城県水産技術総合センター所長 和 泉
い ず み

祐 司
ゆ う じ

女川町企画課長 木
き

村
むら

稔
みのる

あ

石巻市危機管理部危機対策課長補佐兼原子力対策係長 五 島
ご し ま

祐
ゆう

悦
えつ

宮城県漁業協同組合女川町支所長 杉
すぎ

山
やま

孝
たかし

あ

宮城県漁業協同組合寄磯前網支所長 鈴 木
す ず き

宏 明
ひ ろ あ き

宮城県漁業協同組合谷川支所長 今 野
こ ん の

昭 彦
あ き ひ こ

東北電力(株)原子力部放射線管理課長 髙
たか

橋
はし

誠
まこと

あ

東北電力(株)土木建築部火力原子力土木課長 大 髙
お お た か

昌 彦
ま さ ひ こ

東北電力(株)女川原子力発電所技術統括部技術課長 古 川
こ が わ

和
かず

宜
のり

東北電力(株)女川原子力発電所環境・燃料部放射線管理G 副調査役 小 西
こ に し

康 夫
や す お

東北電力(株)女川原子力発電所土木建築部土木課長 永 井
な が い

志 功
し こ う

14.女川原子力発電所環境調査測定技術会委員名簿

（学識経験者については五十音順）

東
北
電
力
の
職
員

漁
協
支
所
の
運
営
委
員

会
委
員
又
は
職
員

学
識
経
験
者

市
町
職
員

県
職
員
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15.環境放射能監視検討会規程 

 

 （設 置） 

第１条 女川原子力発電所環境保全監視協議会（以下「協議会」という。）及び同

環境調査測定技術会（以下「技術会」という。）における議題等に関連して特に

高度な技術的検討を要する事項について、意見を求めるため環境放射能監視検討

会を（以下「検討会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事頃を所掌する。 

 （１）環境放射能測定基本計画に関すること 

 （２）環境放射能等の測定方法に関すること 

 （３）環境放射能測定結果の評価方法に関すること 

 （４）その他復興・危機管理部長が必要と認める事項 

 （構成員） 

第３条 構成員は、協議会及び技術会の学識経験者の中から検討する議題によって

その都度復興・危機管理部長が選任するものとする。 

 （会議の開催） 

第４条 検討会の開催は原則として年１回とし、復興・危機管理部長が招集する。 

 （事務局） 

第５条 検討会の事務局を原子力安全対策課に置く。 

 （その他） 

第６条 この規程に定めるものの他、検討会の運営に関し必要に事項は、復興・危

機管理部長が別に定める。 

 

  附 則 

 この規程は、平成 元年１１月 １日から施行する。 

    附 則 

 この規定は、平成１６年 ２月 ２日から施行する。 

    附 則 

 この規定は、平成２３年 ９月１２日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 
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16.女川原子力発電所周辺対策連絡会議設置要綱 

 
 （設 置）  
第１条 女川原子力発電所設置に対応し、周辺地域の環境保全及び周辺地域

の整備等の適正かつ円滑な運営を図るため、女川原子力発電所周辺対策連絡

会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。  
 （所掌事務）  
第２条 連絡会議は、次に掲げる事項の協議及び連絡調整を行う。  
（１）周辺地域の環境保全対策に関すること。  
（２）周辺地域の安全協定の運用に関すること。  
（３）周辺地域の公共施設整備事業に関すること。  
（４）その他連絡会議が必要と認める事項。  
 （構 成）  
第３条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもって構成し、別表１に掲げ

る職にある者をもって充てる。  
２ 連絡会議に付議すべき事項の整理及び軽易な事項について協議させるた

め、幹事会議を置き、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。  
 （議長及び副議長）  
第４条 議長、副議長は、副知事をもって充てる。  
２ 議長は連絡会議を代表し、事務を総理する。  
３ 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。  
 （会 議）  
第５条 連絡会議の会議は、議長が必要に応じ招集し、会議を主宰する。  
２ 幹事会議の会議は、復興・危機管理部長が必要に応じ招集し、会議を主

宰する。  
 （会議構成の特例）  
第６条 議長は、必要に応じ、会議事項に関係ある委員及び幹事の構成によ

る合同会議を開催することができる。  
２ 幹事会議は、会議事項に関係ある幹事並びに関係課（所）長によって開

催することができる。  
 （意見の聴取）  
第７条 連絡会議並びに幹事会議に必要に応じ会議事項に関係ある者の出席

を求め、意見を聞くことができる。  
 （庶 務）  
第８条 連絡会議の庶務は、復興・危機管理部原子力安全対策課において処

理する。  
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 （雑 則）  
第９条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項

は、議長が定める。  
  附 則  
この要綱は、昭和54年３月17日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、昭和56年８月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成３年11月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成５年８月２日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成11年４月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成19年４月１日から施行する。  
  附 則  
この要綱は、平成22年４月１日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、平成23年４月22日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、平成23年９月12日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、平成31年４月１日から施行する。  
    附 則  
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  
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  別表１  
議 長 副知事  
副議長 副知事  
委 員 会計管理者、公営企業管理者、総務部長、復興・危機管理部長、企

画部長、環境生活部長、保健福祉部長、経済商工観光部長、農政部

長、水産林政部長、土木部長、教育長、警察本部長  
  別表２  
幹 事 総務部副部長、復興・危機管理部副部長、企画部副部長、環境生活

部副部長、保健福祉部副部長、経済商工観光部副部長、農政部副部

長、水産林政部副部長、土木部副部長、教育庁副教育長、警察本部

警務部長、原子力安全対策課長、企画総務課長、環境対策課長、水

産業基盤整備課長  
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17.女川原子力発電所環境放射能及び温排水測定基本計画 
 
 
Ⅰ 環境放射能測定基本計画 
 

 １ 基本方針 

  （1） 目的 

    女川原子力発電所(以下「施設」という。)周辺住民の健康と安全を守り、生活環境の保 

   全を図るために、主として、平常時（原子炉停止中を含み、異常時を除く。）の施設敷地

   境界外の周辺地域の環境放射能（環境放射線を含む。）を測定し、その評価を実施するた

   めに、この計画を定める。 

なお、異常時の測定は、８のとおり宮城県地域防災計画［原子力災害対策編］の定めに

よるものとする。 

  （2） 調査及び測定項目並びにその分担 

    （1）の目的を達成するために次の項目を実施する。 

   イ 施設周辺住民の放射線被ばく線量の推定評価 

   ロ 環境における放射性核種濃度の推移の把握 

   ハ 施設からの放射性核種の予期しない放出による周辺地域への影響の判断 

    これらの項目は、宮城県、女川町、石巻市（以下「地方自治体」という。）及び東北電 

力株式会社（以下「施設者」という。）が一元化して測定を実施していくものであり、周 

辺地域全体として調和のとれたものとする。 

    地方自治体が実施する調査及び測定は、周辺住民の健康と安全を直接守る立場から、周

   辺住民の放射線被ばくに直接結びつく対象、例えば食品や飲料水などに重点を置くものと

   し、施設者が実施する調査及び測定は、施設から周辺地域への放射性物質の放出が適正に

   管理されていることを確認するための対象、例えば海水や陸土などに重点を置くものとす

   る。 

    測定項目及び採取計画等に関する詳細を「環境放射能測定実施計画」として、また、測 

定結果の評価方法に関する詳細を「環境放射能評価方法」として別に定める。 

  （3） 測定開始時期 

    環境放射能の調査及び測定は、施設の初臨界の少なくとも２年前から実施する。 

    その目的は、環境放射能の現状及び特性を把握し、施設の操業後における放射線被ばく

   線量の推定などの基礎資料とするためである。 

 

 ２ 空間放射線量の測定 

  （1） 目的 

    空間放射線量を測定する目的は次のとおりとする。 

   イ 空間放射線レベルを測定することにより、施設周辺住民の外部被ばく線量を評価する。

     評価対象はガンマ線とする。 

   ロ 比較的短時間の放射線の変動を測定監視することにより、施設における異常の早期 

     発見と、原因の調査に役立てる。 

  （2） モニタリングステーションにおける測定 

   イ 設置地点の選定 

     連続で放射線を測定するモニタリングステーション（以下「ＭＳ」という。）を施設 

周辺に配置するにあたっては、次の事項を考慮して選定するものとし、設置場所は表１ 

のとおりとする。 

    (イ) 人の居住状況 

    (ロ) 施設からの距離 

    (ハ) 卓越風向の状況 

    (ニ) 全体的なつり合い 
   ロ 測定項目 

     ＭＳでは次の項目を測定するものとし、詳細は環境放射能測定実施計画で定める。 

    (イ) 空間ガンマ線量率 
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    (ロ) 空間ガンマ線スペクトル 

    (ハ) 空間ガンマ線積算線量 

    (ニ) 気象要素 

   ハ 測定頻度 

    (イ) 空間ガンマ線量率、空間ガンマ線スペクトル、気象要素については連続測定する。 

    (ロ) 空間ガンマ線積算線量は、３か月間の積算値を年４回測定する。 

   ニ 測定装置及び測定方法 

    (イ) 空間ガンマ線量率の測定は、ＮａＩ（Ｔｌ）検出器及び電離箱検出器で行う。 

    (ロ) 空間ガンマ線スペクトルの測定は、ＮａＩ（Ｔｌ）検出器で行う。 

    (ハ) 空間ガンマ線積算線量の測定は、蛍光ガラス線量計（ＲＰＬＤ（注））で行う。 

    (ニ) 気象要素の観測は原則として気象庁の検定を受けた装置で行う。 

    (ホ) 空間ガンマ線量率及び気象観測の結果は、テレメータ装置により、地方自治体及び 

施設者各々の中央監視局で収集及び処理する。 

    なお、地方自治体及び施設者の測定結果は、それぞれ中央監視局を通じて交換する。 
      （注）Radiophotoluminescence glass dosimeter の略称。 
  （3） モニタリングポイントにおける測定 

   イ 設置地点の選定 

     積算線量を測定するモニタリングポイント（以下「ＭＰ」という。）を施設周辺に配 

置するにあたっては、次の事項を考慮して選定するものとし、設置場所は表２のとおり 

とする。 

    (イ) 人の居住状況 

    (ロ) 施設からの距離 

   ロ 測定項目 

     空間ガンマ線積算線量 

   ハ 測定頻度 

     ３か月間の積算値を年４回測定する。 

   ニ 測定装置及び測定方法 

蛍光ガラス線量計（ＲＰＬＤ）で行う。 

 

 ３ 環境試料中の放射能の測定 

  （1） 目的 

    環境試料（以下、「試料」という。）中の放射能を測定する目的は、次のとおりとする。 

   イ 試料中の放射能レベルを測定することにより、施設周辺住民の内部被ばく線量を評価

     する。 

   ロ 環境における放射性核種濃度の推移を把握する。 

  （2） 試料の採取 

   イ 試料の選定 

     放射能を測定する試料は、次の事項を考慮して選定するものとする。 

    (イ) 施設周辺住民に被ばくを与えると考えられる試料 

    (ロ) 施設周辺地域の土地利用状況、農水産物生産状況及び食生活の習慣等を考慮した周

       辺地域を代表すると考えられる試料 

    (ハ) 被ばくに直接結びつかないが、放射性核種濃度の状況の把握に役立つと考えられる 

試料 

   ロ 試料の採取場所の区分 

     試料の採取場所は施設から見た位置関係等により次の区分に分類するとともに図１に

    示す。 

    (イ) 陸地 
     ・ 周辺地域（施設から約１０ｋｍ以内で施設の敷地内を含む。） 

     ・ 対照地域（施設から約１０ｋｍ以遠） 

    (ロ) 海域 

・ 放水口付近（東防波堤とシウリ崎の先端を結ぶ直線の内側及びそれに近接した海

域） 

・ 前面海域（大貝崎と早崎の先端を結ぶ直線の内側で放水口付近を除く。） 
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・ 周辺海域（施設から約１０ｋｍ以内で放水口付近、前面海域及び対照海域を除く。） 

・ 対照海域（施設から約１０ｋｍ以遠の海域） 

   ハ 採取頻度 

    (イ) 施設周辺住民に被ばくを与えると考えられる試料は、原則として四半期毎とする 

が、季節的なものについては収穫期毎、漁期毎とする。 

    (ロ) 放射性核種濃度の推移を把握するための試料は、その種別により四半期毎又は１年 

毎とする。 

    (ハ) 降下物の調査は、毎月又は四半期毎とする。 

  （3） 試料の種類と採取場所 

    原則として表３のとおりとし、詳細は環境放射能測定実施計画に定める。 

  （4） 測定項目 

イ ガンマ線放出核種 

ロ Ｓｒ（ストロンチウム）－９０ 

ハ Ｈ－３（トリチウム） 

  （5） 分析方法 

    ガンマ線放出核種の核種分析並びにＳｒ－９０及びＨ－３の分析は、原則として文部科

   学省等で定めている方法によるものとする。  

  （6） 試料の保存 

    地方自治体及び施設者は、試料の形態及び性状等に応じた適切な保存方法を検討すると

   ともに、必要な試料を定め保管するものとする。 

 

 ４ 海水（放水）中の放射線の測定 

  （1） 目的 

    海水（放水）中の放射線測定は、海水（放水）中の比較的短時間の放射線の変動を測定

監視することにより、施設における異常の早期発見と、原因の調査に役立てることを目的

とする。 

  （2） 設置地点  

    放水口モニターを施設１～３号機の各放水口付近に設置する。設置地点は図１のとおり

とする。 

  （3） 測定項目 

    海水（放水）中の全ガンマ線計数率とする。 

  （4） 測定頻度 

    連続測定とする。 

  （5） 測定方法 

   イ 海水（放水）中の全ガンマ線計数率の測定は、ＮａＩ（Ｔｌ）検出器で行う。 

   ロ 測定結果は、テレメータ装置により施設者の中央監視局で収集及び処理するとともに、

     地方自治体の中央監視局に送るものとする。 

 

５ 大気中の放射性物質の濃度の測定 

（1） 目的 

施設周辺の大気中の放射性物質の濃度の測定は、施設起因の人工放射性物質を対象に、

ダストモニタにより大気浮遊じんの連続採取及び連続測定することにより、施設から敷地

外への予期しない放射性物質の放出の早期発見と原因の調査に役立てることを目的とす

る。 

（2） 設置地点 

施設周辺に配置するにあたっては、次の事項を考慮して選定するものとし、設置場所は

環境放射能測定実施計画で定める。 

イ 人の居住状況 

ロ 施設からの距離 

ハ 卓越風向の状況 

ニ 全体的なつり合い 

（3） 測定項目 

大気浮遊じん中の全アルファ放射能濃度及び全ベータ放射能濃度 
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（4） 測定頻度 

  連続採取及び連続測定とする。 

（5） 測定方法 

  大気浮遊じん中の全アルファ放射能濃度及び全ベータ放射能濃度の測定はZnS(Ag)シン

チレーション検出器＋プラスチックシンチレーション検出器で行う。 

 

６ 移動観測車による測定 

  （1） 目的 

    移動観測車による測定は、平常値を測定することにより、異常時に備えることを目的と 

する。 

  （2） 台数 

   イ 地方自治体    １台 

   ロ 施設者      １台 

  （3） 測定地点 

   イ ＭＳ及びＭＰを設置していない集落 

   ロ 移動観測車が移動する経路 

   ハ その他必要な地点 

  （4） 測定項目 

    空間ガンマ線量率 

  （5） 測定方法 

        空間ガンマ線量率の測定は、ＮａＩ（Ｔｌ）検出器で行う。 

  （6） 測定頻度 

    四半期毎に行う。 

 

 ７ 測定方法の変更 

   地方自治体及び施設者は、測定方法の改善に努め、積極的に新しい測定方法等を取り入れ

  るとともに、測定方法を変更する場合は、可能な限り比較評価のための測定を実施するもの

  とする。 

 

 ８ 測定地点等の変更 

   地方自治体及び施設者は、測定地点等を変更する場合は、可能な限り比較評価のための測

  定を実施するものとする。 

 

 ９ 異常時の測定 

   異常な放射線被ばくをもたらす事態が発生、又はそのおそれがあるときの測定は、宮城県

地域防災計画［原子力災害対策編］の定めによるものとする。 
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表１ モニタリングステーションの設置場所 
設 置 者 名  称 設 置 場 所 

地方自治体 

(７か所) 

女 川ＭＳ 女川町女川浜字大原 
飯子浜ＭＳ 女川町飯子浜字飯子 
小屋取ＭＳ 女川町塚浜字竹ノ尻 
寄 磯ＭＳ 石巻市寄磯浜五梅沢 
鮫 浦ＭＳ 石巻市鮫浦存入田 
谷 川ＭＳ 石巻市谷川浜川原 
荻 浜ＭＳ 石巻市荻浜字家ノ入  

施設者 

(４か所) 

塚 浜ＭＳ 女川町塚浜字塚浜 
寺 間ＭＳ 女川町出島字別当浜 
江 島ＭＳ 女川町江島字江島 
前 網ＭＳ 石巻市寄磯浜字前網 

 
表２ モニタリングポイントの設置場所（ＭＳ以外） 

設置者 名称 設置場所 

地方自治体 

(１２か所) 

出 島ＭＰ 女川町出島字高森山 
尾 浦ＭＰ 女川町尾浦字尾浦 
桐ヶ崎ＭＰ 女川町桐ヶ崎字桐ヶ崎 
髙 白ＭＰ 女川町高白浜字崎山 
大石原ＭＰ 女川町大石原浜字大石原 
野々浜ＭＰ 女川町野々浜字野々浜 
大谷川ＭＰ 石巻市大谷川浜小浜山 
十八成浜ＭＰ 石巻市十八成浜十八成 
泊 浜ＭＰ 石巻市泊浜台 
桃 浦ＭＰ 石巻市桃浦字井戸入 
小網倉ＭＰ 石巻市小網倉浜安藤沢 
大原浜ＭＰ 石巻市大原浜字町 

施設者 

(９か所) 

小屋取ＭＰ 女川町塚浜字竹ノ尻 
牧 浜ＭＰ 石巻市牧浜字竹浜道 
横 浦ＭＰ 女川町横浦字横浦 
女 川ＭＰ 女川町鷲神浜字堀切 
竹 浦ＭＰ 女川町竹浦字月浜 
寄 磯ＭＰ 石巻市寄磯浜大松 
鮫 浦ＭＰ 石巻市鮫浦細田 
谷 川ＭＰ 石巻市谷川浜光ヶ丘 
荻 浜ＭＰ 石巻市荻浜字横浜山 
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図１ 前面海域、周辺地域（海域）及び対照地域（海域）の区分図 
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表３ 環境試料採取計画の概要    

区分 対 象 物 試料名 採取場所の区分 地方自治体 施設者 

陸 
  

上  
 

試 
  

料 

農 産 物 
精  米 周辺地域 ○ ○ 

大  根 周辺地域 ○ ○ 

陸   水 水道原水 周辺地域 ○ ○ 

陸  土 未 耕 土 
周辺地域 ○ ○ 

対照地域 ○  

浮遊じん 浮遊じん 周辺地域 ○ ○ 

降 下 物 雨水、ちり 
周辺地域 ○ ○ 

対照地域 ○  

指標植物 

ヨ モ ギ 
周辺地域 ○ ○ 

対照地域 ○  

松  葉 
周辺地域 

（敷地境界付近） 
 ○ 

海 
 

洋 
 

試 
 

料 

魚 介 類 

アイナメ 前面海域 ○ ○ 

マ ガ キ 周辺海域 ○ ○ 

対照海域 ○  

エゾアワビ 放水口付近 ○  

キタムラサキウニ 周辺海域  ○ 

マ ボ ヤ 前面海域 ○ ○ 

周辺海域 ○  

海  藻 ワ カ メ 
放水口付近 ○ ○ 

前面海域 ○  

海   水 表 層 水 

放水口（取水口）付近 ○ ○ 

周辺海域 ○  

対照海域 ○  

海 底 土 
表 層 土 

（砂） 

放水口（取水口）付近 ○ ○ 

周辺海域 ○  

対照海域 ○  

指標海産物 

ア ラ メ 

放水口付近 ○  

前面海域  ○ 

周辺海域  ○ 

対照海域（北側） ○  

対照海域（西側） ○  

対照海域（南側）  ○ 

エゾノネジモク 

放水口付近 ○  
前面海域  ○ 
周辺海域  ○ 
対照海域（北側） ○  
対照海域（西側） ○  
対照海域（南側）  ○ 

ムラサキイガイ 前面海域 ○ ○ 

 該当項目を○印で示す。    
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Ⅱ 温排水測定基本計画 

 
 1 基本方針 

 （1）目的 

  施設の取水及び温排水が、前面海域及び周辺海域へ与える影響を把握するため、この調査測

定を実施するものとする。 

 （2）調査及び測定項目とその分担 

  調査測定は、地方自治体が行う調査測定と、施設者が行う調査測定(漁業補償協定に基づく共

同調査を含む。)に区分して、各々実施することとし、（1）の目的を達成するために実施する調

査及び測定項目は、物理調査と生物調査とする。 

  イ 調査測定の区分 

    地方自治体が行う調査は物理調査を主とし、一部生物調査を行い、施設者が行う調査は、

物理調査及び生物調査とする。 

    水温連続モニタリングは、地方自治体は女川湾、施設者は施設前面海域についてそれぞ

れ行うものとする。 

  ロ 調査測定の範囲 

    調査測定の範囲は、施設周辺及び前面海域とする。 

  ハ 調査測定の方法 

   (イ)予備調査を含む施設操業（試運転を含む。以下同じ。）前調査及び施設操業後の調査位

置は、原則として同一位置とし、定期的に調査測定するものとする。 

     なお、施設操業前の調査結果により調査測定実施計画の見直しを行うことができるも

のとする。 

   (ロ)調査項目毎の調査測定頻度は、表 4 のとおりとする。 

   (ハ)地方自治体及び施設者が行う調査測定の方法は、同一とする。 

（3）測定開始時期 

  この調査測定は、施設操業の少なくとも 2 年前から実施する。 

  ただし、増設号機の場合の調査測定は、施設操業の 1 年前から実施するものとする。 

  なお、測定点の妥当性について、必要に応じ予備調査を行うことができるものとする。 

 

２ 調査測定 

 （1） 調査項目及び内容 

  イ 地方自治体は、次の調査を行うものとする。 

   (イ)物理調査 

    ⅰ 水温塩分調査 

      水温、塩分(図 2) 

    ⅱ 流動調査 

      流向、流速(図 3) 

    ⅲ 海象調査 

      波向、波高、潮位等 

    ⅳ 水質調査 

      水温、塩分、水質一般項目、栄養塩類等(図 4) 

    ⅴ 底質調査 

      底質一般項目等(図 5) 

    ⅵ 水温連続モニタリング 

      水温の連続測定記録(図 6) 

   (ロ)生物調査 

    ⅰ 養殖生物調査 

      養殖生物の種類、量、生育状況等 

  ロ 施設者は、次の調査を行うものとする。 

   (イ)物理調査 

    ⅰ 水温塩分調査 

      水温、塩分(図 2) 
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    ⅱ 流動調査 

      流向、流速(図 3) 

    ⅲ 海象調査 

      波向、波高、潮位等 

    ⅳ 水質調査 

      水温、塩分、水質一般項目、栄養塩類等(図 4) 

    ⅴ 底質調査 

      底質一般項目等(図 5) 

    ⅵ 水温連続モニタリング 

      水温の常時連続測定記録 

      なお、測定値は、テレメータ装置により地方自治体の中央監視局に 

     送るものとする。(図 6) 

    ⅶ 気象調査 

      風向、風速、気温、湿度等 

   (ロ)生物調査 

    ⅰ プランクトン調査 

      動植物プランクトンの種類、量等(図 4) 

    ⅱ 卵稚仔調査 

      卵稚仔の種類、分布等(図 4) 

    ⅲ 底生生物調査 

      底生生物の種類、個体数等(図 5) 

    ⅳ 潮間帯生物調査 

      潮間帯生物の種類、量等(図 4) 

    ⅴ 漁業漁獲調査 

      定置網、刺網等による漁期別、魚種別の漁獲量等(図 4) 

（2）調査測定方法 

  調査測定の方法は、原則として温排水環境影響調査暫定指針(昭和 62 年 3 月、資源エネルギ

ー庁)、JIS、海洋観測指針、その他で定められている測定方法によるものとする。 

 
表４ 温排水影響調査計画表 

調査事項 調査項目 調査内容 
調査頻度 

備考 
自治体 施設者 

物理調査 

(非生物学的 

環境調査) 

1 水温、塩分調査 

(温排水拡散分布 

調査を含む)注 

水温、塩分 年 4回 年 4回 図 2参照 

2 流動調査 流向、流速 年 2回 年 4回 図 3参照 

3 海象調査 波向、波高、潮位等 年 4回 年 4回 
水温、塩分調査 

と同時調査 

4 水質調査 水温、塩分、COD、DO 等 年 4回 年 4回 図 4参照 

5 底質調査 泥温、COD、Eh 等 年 2回 年 2回 図 5参照 

6 気象調査 
風向、風速、気温、湿度

等 
 

発電所敷地内で周

年 
 

7 水温調査 水温のモニタリング 周年 周年 図 6参照 

生物調査 

(生物学的 

環境調査) 

1 プランクトン調査 
動植物プランクトンの種

類、量等 
 

年 4 回(但し一部

の測点は年 12 回) 

図 4 参照 

 

2 卵稚仔調査 卵稚仔の種、分布等  
年 4 回(但し一部

の測点は年 12 回) 

図 4 参照 

 

3 底生生物調査 
底生生物の種類別個体数

等 
 年 2回 図 5参照 

4 潮間帯生物調査 動植物相の種類、量等  年 4回 図 4参照 

5 漁業漁獲調査 漁獲種類、量等  漁獲期 
図 4参照 

調査地点周辺を含む 

6 養殖生物調査 
養殖生物の種類、量、生

育状況等 
年 2回  

図 4 参照 

調査地点周辺を含む 

注：温排水拡散分布調査は、施設者が必要に応じて赤外線スキャナー等で実施する。 
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Ⅲ 測定結果の記録、速報値の公開及び公表 

 

１ 記録 

地方自治体及び施設者は、この計画に基づく調査により得られた測定結果を、長期的観点か

ら評価できるよう記録し管理するものとする。 

 

２ 速報値の公開 

  地方自治体及び施設者は、各々が測定した空間ガンマ線量率、気象要素及び海水（放水）中

の全ガンマ線計数率の測定結果に関し、公表に先立っての速報値を公開することができる    

ものとする。 

 

３ 公表 

地方自治体及び施設者が実施した測定結果は、次の手順に従い評価及び確認を受けた後に地

方自治体が公表するものとする。この場合、当該測定結果は、原則として四半期毎に公表する

ものとするが、１年間にわたる放射線被ばく線量及び温排水の影響等については、年間の測定

結果を解析し、推定評価したのち、同様の手順に従って公表するものとする。 
（1） 女川原子力発電所環境調査測定技術会（以下「技術会」という。）事務局へ提出 

（2） 技術会による評価  

（3） 女川原子力発電所環境保全監視協議会（以下「監視協議会」という。）事務局へ提出   

（4） 監視協議会による確認  
 
Ⅳ 附則 
 この計画は、令和７年４月１日から施行する。 
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18.原子力防災訓練実施状況

年度 実施年月日 参加機関 参加人員

昭和58年 昭和58年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、東北電力（株）

約90人

昭和59年 ①
②

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練

昭和59年10月23日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約350人

昭和60年 ①
②

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練

昭和60年10月29日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約340人

昭和61年 ①
②
③

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練

昭和61年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約360人

昭和62年 ①
②
③

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練

昭和62年10月28日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約380人

昭和63年 ①
②
③
④

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
図上訓練
緊急時資機材準備訓練

昭和63年10月13日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約400人

平成元年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報準備訓練

平成元年11年14日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約400人

平成２年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報準備訓練

平成2年10月17日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約440人

平成３年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練

平成3年11月12日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約450人

平成４年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練

平成4年10月23日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約480人

平成５年 ①
②
③
④
⑤
⑥

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地会議設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練

平成5年10月22日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約540人

平成６年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練

平成6年10月28日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約680人

平成７年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成7年10月27日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約720人

平成８年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成8年10月30日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約700人

平成９年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避訓練

平成9年11月14日 国、県、関係市町、警察、消防本部、海
上保安庁、気象台、自衛隊、日本赤十字
社、日本電信電話（株）、東北電力
（株）

約700人

訓練項目

   緊急時通信連絡訓練
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年度 実施年月日 参加機関 参加人員訓練項目

平成10年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避及び避難訓練

平成10年10月23日 国、県、関係市町、教育委員会、警察、
消防本部、海上保安庁、気象台、自衛
隊、日本赤十字社、日本電信電話
（株）、東北電力（株）

約800人

平成11年 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練

平成11年9月3日 国、県、関係市町、教育委員会、警察、
消防本部、海上保安庁、気象台、自衛
隊、日本赤十字社、東日本電信電話
（株）、東北電力（株）

約1,100人

平成12年

平成13年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
緊急時医療活動訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練

平成13年7月11日 国、県、関係市町、教育委員会、警察、
消防本部、海上保安庁、気象台、自衛
隊、日本赤十字社、東日本電信電話
（株）、東北電力（株）

約3,600人

平成14年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成14年9月3日 国、県、関係市町、教育委員会、警察、
消防本部、海上保安庁、気象台、自衛
隊、日本赤十字社、東日本電信電話
（株）、東北電力（株）

約4,300人

平成15年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成15年10月29日 国、県、関係市町、教育委員会、警察、
消防本部、海上保安庁、気象台、自衛
隊、日本赤十字社、東日本電信電話
（株）、東北電力（株）

約4,200人

平成16年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成16年10月19日 国、県、関係市町、教育委員会、警察、
消防本部、海上保安庁、気象台、自衛
隊、日本赤十字社、東日本電信電話
（株）、東北電力（株）

約4,300人

平成17年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成17年10月28日 国、原子力委員会、県、関係市町、教育
委員会、警察、消防本部、海上保安庁、
気象庁、自衛隊、日本赤十字社、東日本
電信電話（株）、東北電力（株）

約3,700人

平成18年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成18年
10月23日～24日

国、原子力委員会、県、関係市町、教育
委員会、警察、消防本部、海上保安庁、
気象庁、自衛隊、日本赤十字社、東日本
電信電話（株）、東北電力（株）

約1,570人

地域防災計画〔原子力災害対策編〕の大
幅見直しに伴い中止
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年度 実施年月日 参加機関 参加人員訓練項目

平成19年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成20年
1月23日～24日

国、原子力委員会、県、関係市町、教育
委員会、警察、消防本部、海上保安庁、
気象庁、自衛隊、日本赤十字社、東日本
電信電話（株）、東北電力（株）、被ば
く医療機関

約3,100人

平成20年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成21年
1月22日〜23日

国、原子力委員会、県、関係市町、教育
委員会、警察、消防本部、海上保安庁、
気象庁、自衛隊、日本赤十字社、東日本
電信電話（株）、東北電力（株）、被ば
く医療機関

約4,700人

平成21年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成21年
11月17日～18日

国、原子力委員会、県、関係市町、教育
委員会、警察、消防本部、海上保安庁、
気象庁、自衛隊、日本赤十字社、東日本
電信電話（株）、東北電力（株）、被ば
く医療機関、（社）宮城県放射線技師会

約3,900人

平成22年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避・コンクリート屋内退避及び
避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成22年
11月4日～5日

国、原子力委員会、県、関係市町、教育
委員会、警察、消防本部、海上保安庁、
気象庁、自衛隊、日本赤十字社、東日本
電信電話（株）、東北電力（株）、被ば
く医療機関、（社）宮城県放射線技師会

約2,300人

平成23年 － － －

平成24年 緊急時通信連絡訓練 平成25年3月22日 国、県、関係市町、東北電力（株） 約40人

平成25年 ①
②
③
④
⑤

緊急時通信連絡訓練
緊急時環境モニタリング訓練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
緊急時医療活動訓練
(被ばく医療資機材搬送)

平成26年1月29日 国、県、関係市町、教育委員会、自衛
隊、警察、消防本部、海上保安庁、指定
地方行政機関、指定公共機関、指定地方
公共機関、東北電力（株）、被ばく医療
機関

約850人

平成26年 ①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

緊急時通信連絡訓練
緊急時モニタリング訓練
県現地本部設営訓練
原子力災害合同対策協議会設置運営訓
練
緊急時資機材準備訓練
広報訓練
避難所設営訓練
屋内退避及び避難訓練
緊急時医療活動訓練

平成27年1月27日 国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関等
（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道路
公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力（株）

約28,100人

平成27年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

平成27年10月30日 国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関等
（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道路
公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力（株）

約28,100人

平成28年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

(1)初動対応訓練
平成28年11月11日

(2)避難等措置訓練
平成28年11月23日
(前日の津波警報発令
により中止)

国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関等
（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道路
公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、被ばく医療機関、東北電力（株）

約11,900人

東日本大震災の影響により不実施
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年度 実施年月日 参加機関 参加人員訓練項目

平成29年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

(1)初動対応訓練
平成29年11月14日

(2)避難等措置訓練
平成29年11月23日

国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、関係市
町、消防本部、自衛隊、指定公共機関等
（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道路
公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、医療関係機関、東北電力（株）

約22,400人

平成30年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練

平成31年1月24日 国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内全市
町村、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道路
公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、医療関係機関、東北電力（株）

約23,000人

令和元年 ①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

緊急時通信連絡訓練
県災害対策本部運営訓練
市町災害対策本部運営訓練
県現地災害対策本部訓練
原子力災害合同対策協議会等活動訓練
緊急時モニタリング訓練
広報訓練
原子力災害医療活動訓練
住民避難訓練
交通対策等措置訓練
※台風１９号の影響により一部の訓練
項目を縮小して実施

令和元年11月12日
令和元年11月13日

国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内全市
町村、消防本部、自衛隊、指定公共機関
等（NEXCO東日本、NTT、JAEA、放医研
等）、指定地方公共機関等（宮城県道路
公社、（公社）宮城県放射線技師会
等）、医療関係機関、東北電力（株）

約6,000人

令和２年 ①令和3年1月15日
②令和3年3月15日
③令和3年3月16日

国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内市町
村、消防本部、自衛隊、指定公共機関等
（NEXCO東日本、NTT、JAEA等）、指定地
方公共機関等（宮城県道路公社等）、医
療関係機関、東北電力（株）

約300人

令和３年 令和4年2月10日
令和4年2月11日
令和4年2月12日

国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内市町
村、消防本部、自衛隊、指定公共機関等
（NEXCO東日本、NTT、JAEA等）、指定地
方公共機関等（宮城県道路公社等）、医
療関係機関、東北電力（株）

約2,270人

令和４年 令和4年10月29日
令和4年12月21日
令和5年1月30日

国（指定行政機関、指定地方行政機
関）、県、教育委員会、警察、県内市町
村、消防本部、自衛隊、指定公共機関等
（NEXCO東日本、NTT、JAEA等）、指定地
方公共機関等（宮城県道路公社等）、医
療関係機関、東北電力（株）

約1,000人

令和５年 令和6年1月20日 国（指定地方行政機関）、県、警察、県
内市町、消防本部、自衛隊、医療関係機
関、東北電力（株）

約4,500人

①緊急時通信連絡訓練
②県災害対策本部運営訓練
③市町災害対策本部運営訓練
④県現地災害対策本部運営訓練
⑤オフサイトセンター運営訓練
⑥緊急時モニタリング訓練
⑦広報訓練
⑧原子力災害医療活動訓練
⑨住民避難等訓練
⑩交通対策・警戒警備等訓練
⑪新型コロナウイルス感染症対策訓練
⑫避難支援アプリ実証訓練

①緊急時通信連絡訓練
②県災害対策本部運営訓練
③市町災害対策本部運営訓練
④県現地災害対策本部運営訓練
⑤オフサイトセンター運営訓練
⑥緊急時モニタリング訓練
⑦広報訓練
⑧原子力災害医療活動訓練
⑨住民避難等訓練
⑩交通対策・警戒警備等訓練
⑪新型コロナウイルス感染症対策訓練

①避難退域検査等訓練
②緊急時通信連絡訓練
③避難所受付ステーション拠点運営
　訓練
※国の原子力総合防災訓練と一体で、2月
上旬に実施する予定としていたが、新型
コロナウイルス感染症の状況を踏まえ延
期となったことから、県単独で実施予定
であった訓練のみ実施。

①広報訓練
②原子力災害医療活動訓練
③住民避難等訓練
④交通対策等訓練
⑤感染症対策訓練
⑥避難支援アプリ運用訓練
※令和６年能登半島地震の影響により訓
練項目を縮小して実施
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令和６年 令和6年6月12日
令和7年2月8日

国（指定地方行政機関）、県、警察、県
内市町、消防本部、自衛隊、医療関係機
関、東北電力（株）

約800人

令和７年 令和7年11月11日
令和7年11月15日
令和8年1月24日

国、県、警察、県内市町、消防本部、自
衛隊、医療関係機関、東北電力（株）

約950人①緊急時通信連絡訓練
②県災害対策本部運営訓練
③市町災害対策本部運営訓練
④県現地災害対策本部運営訓練
⑤オフサイトセンター運営訓練
⑥緊急時モニタリング訓練
⑦広報訓練
⑧原子力災害医療活動訓練
⑨住民避難等訓練
⑩交通対策等措置訓練
⑪原子力災害避難支援アプリ運用訓練

①緊急時通信連絡訓練
②県災害対策本部運営訓練
③市町災害対策本部運営訓練
④県現地災害対策本部運営訓練
⑤オフサイトセンター運営訓練
⑥緊急時モニタリング訓練
⑦広報訓練
⑧原子力災害医療活動訓練
⑨住民避難等訓練
⑩交通対策等措置訓練
⑪原子力災害避難支援アプリ運用訓練
※①～⑥は、「みやぎ県民防災の日」総
合防災訓練と同時開催
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19．原子力災害時の相互応援に関する協定 

 
（趣  旨） 

第１条  この協定は、災害対策基本法第８条第２項第１２号の規定に基づき、 北海道、

青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、福井県、静岡県、京都府、島根県、

愛媛県、佐賀県及び鹿児島県（以下「道府県」という。）において、原子力災害（蓋然性

を含む。）が発生した場合（以下「緊急時」という。）に、緊急事態応急対策を実施すべ

き区域を管轄し、応援を要請する必要があると判断した道府県（以下「被災道府県」と

いう。）における原子力防災対策に特有な措置をさらに充実するため、道府県間の応援活

動について必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援主管道県等） 

第２条 応援活動を迅速かつ円滑に実施するため、原子力発電関係団体協議会会長道県を

応援主管道県とする。 

２ 前項に定める応援主管道県が被災道府県である場合は、原子力発電関係団体協議会副

会長道県を応援主管道県とする。 

３ 被災道府県は、速やかに応援主管道県に被害状況を連絡し、連絡を受けた応援主管道

県は被災道府県の状況を他の道府県に連絡するものとする。 

４ 応援主管道県は、被災道府県から連絡を受けた場合には、次のことを行う。 

（１）緊急時における被災道府県との連絡調整 

（２）応援を行う道府県（以下「応援道府県」という。）間の調整 

（３）その他必要と考えられる事項 

 

（応援の種類） 

第３条  応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）原子力防災資機材の提供 

 ア 緊急時モニタリング資機材 

 イ 原子力防災活動資機材 

 ウ 緊急時医療資機材 

（２）職員の派遣 

 ア 緊急時モニタリング関係職員 

 イ 緊急時医療関係職員 

 ウ その他災害対策関係職員 

 

（応援要請の手続） 

第４条  被災道府県は、次に掲げる事項を明確にして、応援主管道県に文書により要請 

を行う。ただし、文書により要請を行ういとまがない場合には、電話又はファクシミリ

等により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

（１） 災害の発生日時又は発生するおそれがある場合は予測される日時 

（２） 災害の発生又は発生するおそれのある場所 

（３） 災害の態様及び規模等又は見込まれる災害の態様及び規模等 

（４） 所要人数並びに原子力防災資機材の種別及び数量 
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（５） 応援隊の集結場所又は原子力防災活動資機材の受領場所 

（６） 応援の期間 

（７） 要請担当者及び連絡先 

２ 前項の要請を受けた応援主管道県は、前項に定める事項を速やかに他の道府県に連絡

するとともに応援道府県及びそれぞれの応援内容を調整のうえ、被災道府県に連絡する

ものとする。また、応援主管道県は被災道府県に職員を派遣し、応援活動の実施に必要

な情報収集等を行い、応援道府県に連絡するものとする。 
３ 第１項に定める要請をもって、被災道府県から応援道府県に対してこの協定に基づく

応援の要請があったものとみなす。 

 

（応援経費の負担） 

第５条  応援に要した経費の負担については、次のとおりとする。 

（１）原子力防災資機材の提供に係る輸送、補充に要する経費は、被災道府県の負担と

する。 

（２）応援道府県が被災道府県に派遣する職員及び前条第２項後段において、応援主管 

道県が被災道府県に派遣する職員（以下「応援職員」という。）の派遣に要する経 

費（諸手当及び派遣旅費に限る。）は応援道府県が定める規定により算定した当該 

応援職員の諸手当の額及び旅費の額の範囲内で被災道府県の負担とする。 

（３）その他応援に要する経費は、原則として被災道府県の負担とする。 

２ 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は障害の状態 

となった場合における公務災害補償に要する経費は、応援道府県の負担とする。 
３ 応援職員がその責に帰すべき事由以外により業務上第三者に損害を与えた場合にお 

いて、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道府県が、被災道府県 

への往復の途中において生じたものについては応援道府県が賠償の責めを負う。 

４ 被災道府県が第１項第１号から第３号に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ 

、被災道府県から要請があった場合には、応援道府県が当該経費を一時繰替支弁するも

のとする。 

 

（物資等の携行） 

第６条  応援道府県は、応援職員を派遣する場合には、応援職員が使用する物資等を携 

行させるものとする。 

 

（放射線の防護等） 

第７条  被災道府県は応援職員の放射線の防護に十分配慮するとともに、応援活動内容 

等について、応援主管道県を経由して、応援道府県と十分協議するものとする。 

２ 応援職員の被ばく管理は、被災道府県が応援道府県と十分協議し、適正に行うものと 

する。 

 

（参考資料の交換等） 

第８条  道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次に掲げる応援活動 

の実施に必要な参考資料を相互に交換するものとし、毎年５月末日までに原子力発電関

係団体協議会会長道県あて送付するものとする。ただし、参考資料の内容に重要な変更

があった場合には、その都度、変更した道府県から他の道府県あて送付するものとする。 

（１） 地域防災計画 
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（２） 緊急時の連絡窓口及び防災担当者の氏名 

（３） 防災関係機関の名称 

（４） 原子力防災資機材の保有状況 

（５） その他必要と考えられる事項 

 

（その他） 

第９条 この協定を締結していない道県が原子力発電関係団体協議会会長道県となった

場合には、原子力発電関係団体協議会会長道県を原子力発電関係団体協議会副会長道県

と読み替えるものとする。 

２ この協定に定めのない事項については、必要の都度協議して定めるものとする。 

 

（施行期日） 

第10条 この協定は、平成１３年１月３１日(締結日)から適用する。 

              

   この協定の締結を証するため、本書14通を作成し、各道府県記名押印の上、各１通

を保有する。 
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    平成１３年１月３１日 

 

 

                        北 海 道 知 事    堀   達 也 

 

                      青 森 県 知 事   木 村 守 男 

 

                      宮 城 県 知 事   浅 野 史 郎 

 

                      福 島 県 知 事   佐 藤 栄佐久 

 

                      茨 城 県 知 事   橋 本   昌 

 

                      新 潟 県 知 事   平 山 征 夫 

 

                      石 川 県 知 事   谷 本 正 憲 

 

                      福 井 県 知 事   栗 田 幸 雄 

 

                      静 岡 県 知 事   石 川 嘉 延 

 

                      京 都 府 知 事   荒 巻 禎 一 

 

                      島 根 県 知 事   澄 田 信 義 

 

                      愛 媛 県 知 事   加 戸 守 行 

 

                      佐 賀 県 知 事   井 本   勇 

 

                      鹿児島県知事          須 賀 龍 郎 
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20.核燃料税条例 

○核燃料税条例 

令和四年十二月二十一日 

宮城県条例第七十四号 

核燃料税条例をここに公布する。 

核燃料税条例 

 

(課税の根拠) 

第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)

第四条第三項の規定に基づき、核燃料税を課する。 

 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

一 発電用原子炉 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規

定する原子炉で発電の用に供するものをいう。 

二 核燃料 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質で発電用原子炉に燃

料として使用できる形状又は組成のものをいう。 

三 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。 

四 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。 

 

(価額割の納税義務者等) 

第三条 価額割は、発電用原子炉への核燃料の挿入に対し、当該発電用原子炉の設

置者に課する。 

2 前項の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日になされたものとする。 

一 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原

子炉等規制法」という。)第四十三条の三の十一第三項の規定による確認(次条第

三項において「使用前事業者検査の確認」という。)を受けた日 

二 発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の十六第一項の規定によ

る検査の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該検査

が終了した日 

三 前二号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 

当該装荷が終了した日 

 

(出力割の納税義務者等) 

第四条 出力割は、発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業に対し、

当該発電用原子炉の設置者に課する。 

2 出力割の課税標準の算定の基礎となる期間(以下「課税期間」という。)は、次に

掲げる期間とする。 

一 四月一日から六月三十日まで 

二 七月一日から九月三十日まで 
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三 十月一日から十二月三十一日まで 

四 一月一日から三月三十一日まで 

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる期間の中途において、発電用原子炉

の設置後最初に使用前事業者検査の確認を受けた場合、当該発電用原子炉に係る

課税期間は、当該使用前事業者検査の確認を受けた日から当該使用前事業者検査

の確認を受けた日の属する同項各号に掲げる期間の末日までとする。 

4 第二項の規定にかかわらず、原子炉等規制法第四十三条の三の三十四第二項の規

定による認可を受けた日(以下「認可日」という。)(第二項各号に掲げる期間の末

日を除く。)の属する一の課税期間及び当該課税期間の翌課税期間は、次に掲げる

期間とする。 

一 当該認可日の属する第二項各号に掲げる期間の初日から当該認可日の属する月

の末日まで 

二 当該認可日の属する月の翌月の初日から同日の属する第二項各号に掲げる期間

の末日まで 

5 第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる期間の中途において、原子炉等規

制法第四十三条の三の三十四第三項において準用する原子炉等規制法第十二条の

六第八項の規定による確認を受けた場合、当該確認を受けた発電用原子炉に係る

課税期間は、当該確認を受けた日(以下「廃止措置確認日」という。)の属する第

二項各号に掲げる期間の初日から当該廃止措置確認日までとする。 

 

(課税標準) 

第五条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核燃

料(当該核燃料につき既に価額割が課され、又は課されるべきであったものを除

く。)の価額とし、出力割にあっては各課税期間の末日(廃止措置確認日の属する

課税期間にあっては、当該廃止措置確認日の前日)現在における発電用原子炉の熱

出力とする。 

2 前項の価額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十五

条及び第二十六条の規定により算定した取得原価とする。 

3 第一項の発電用原子炉の熱出力は、原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の

規定により設置の許可を受けた発電用原子炉の同条第二項第三号に規定する熱出

力(原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項の規定により変更の許可を受けた

場合にあっては、当該変更の許可を受けた発電用原子炉の熱出力)とする。 

4 課税期間が三月に満たない場合における第一項の発電用原子炉の熱出力は、当該

熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を三で除して得た熱出力とす

る。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたと

きは、これを一月とする。 

 

(税率) 

第六条 価額割の税率は、百分の八・五とする。 

2 出力割の税率は、一の課税期間ごとに千キロワットにつき、二万二千三百円とす

る。 

3 前項の規定にかかわらず、認可日の属する月の翌月以降における出力割の税率

は、一の課税期間ごとに千キロワットにつき、一万千百五十円とする。 
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(徴収の方法) 

第七条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。 

 

(申告納付の手続等) 

第八条 価額割の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入したときは、当該核

燃料を挿入した日から起算して二月を経過する日の属する月の末日までに、規則

で定めるところにより、当該核燃料の挿入に対して課される価額割に関する次に

掲げる事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納

付書により納付しなければならない。 

一 納税義務者の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五

項に規定する法人番号をいう。次項において同じ。) 

二 課税標準たる核燃料の価額及び税額 

三 核燃料の挿入のあった発電用原子炉の名称及び設置場所 

四 核燃料の発電用原子炉への挿入年月日 

五 その他知事が必要と認める事項 

2 出力割の納税義務者は、各課税期間の末日の翌日から起算して二月を経過する日

までに、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割に関する次に

掲げる事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納

付書により納付しなければならない。 

一 納税義務者の名称、所在地及び法人番号 

二 課税標準たる熱出力及び税額 

三 発電用原子炉の名称及び設置場所 

四 課税期間 

五 その他知事が必要と認める事項 

3 前二項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後において当

該申告に係る課税標準たる核燃料の価額若しくは熱出力又は税額を修正しなけれ

ばならない場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、修正申告書を提出

するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書により

納付しなければならない。 

 

(賦課徴収) 

第九条 核燃料税の賦課徴収については、宮城県県税条例(昭和二十五年宮城県条例

第四十二号)第四条、第四条の二、第七条第二項、第十三条、第十六条の四、第十

七条第三項及び第百六十九条の規定を準用する。この場合において、同条例第四

条及び第四条の二第一項中「県税」とあるのは「核燃料税」と、同条第二項中「徴

収金を納付し、又は納入する義務」とあるのは「核燃料税並びにこれに係る延滞

金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を納付する義務」

と、同条例第七条第二項中「前項に規定する県税以外の徴収金」とあるのは「核

燃料税並びにこれに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分費」と、「県税事務所長」とあるのは「知事」と、同条例第十三条第一

項中「この条例」とあるのは「核燃料税条例(令和四年宮城県条例第七十四号)」
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と、同条例第十六条の四中「第十六条及び第十六条の二」とあるのは「法第二百

八十条」と、同条例第十七条第三項中「第一項本文」とあるのは「法第二百八十

三条第一項本文」と、同条例第百六十九条中「この条例」とあるのは「核燃料税

条例」と読み替えるものとする。 

2 この条例に定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収については、法、地方税法施

行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)及び地方税法施行規則(昭和二十九年総

理府令第二十三号)の定めるところによる。 

 

(委任) 

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、法第二百五十九条第一項の規定による総務大臣の同意を得た日から

起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

(令和五年規則第五四号で令和五年六月二一日から施行) 

 

(適用区分) 

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の発電用原子炉

への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業につ

いて適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以

後における発電用原子炉への挿入については、この限りでない。 

 

(この条例の施行に伴う課税期間の特例) 

3 施行日の属する課税期間は、第四条第二項の規定にかかわらず、施行日をその始

期とする。 

 

(この条例の失効) 

4 この条例は、施行日から起算して五年を経過した日に、その効力を失う。 

 

5 この条例は、施行日からこの条例の失効の日(以下「失効日」という。)の前日ま

での期間中における発電用原子炉への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して

行う運転及び廃止に係る事業に対して課した、又は課すべきであった核燃料税に

ついては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なおその効力を

有する。 

 

(この条例の失効に伴う課税期間の特例) 

6 失効日前の最後の課税期間は、第四条第二項の規定にかかわらず、失効日の属す

る月の前月の末日をその終期とする。 



－ 174 － － 175 －

 
 

21.東京電力福島第一原子力発電所事故対策本部設置要綱 

 
（設置） 
第１条 東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、

「事故」という。）に伴う放射性物質の影響が本県にも及んでいることから、そ

の対応施策を総合的かつ計画的に検討し、その実施を推進するため、庁内の連絡

調整等を行う組織として東京電力福島第一原子力発電所事故対策本部（以下「本

部」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。 
（１）事故に係る放射性物質の影響に対する県民生活の安全安心の維持確保に関す

ること 
（２）事故に係る放射性物質の影響による風評被害防止対策に関すること 
（３）事故に係る放射性物質の影響に関する情報収集並びに広報に関すること 
（４）その他、事故に係る放射性物質の影響に関して本部が必要と認める事項 
 
（組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表１に

掲げる職にある者をもって充てる。 
２ 本部長は、本部の事務を総理し、会議を主宰する。 
３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。 
２ 本部長は、必要に応じ、議題に関係のある本部員のみを招集し、会議を開催す

ることができる。 
３ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求める

ことができる。 
 
（幹事会） 
第５条 本部に幹事会を置く。 
２ 幹事会は、本部会議に付すべき事項について調整・検討するとともに、本部長

の指示する事項を処理する。 
３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ別表２に掲げ

る職にある者をもって充てる。 
４ 幹事長及び副幹事長の職務並びに幹事会の会議については、第３条第２項及び

第３項並びに第４条の規定を準用する。 
 
（庶務） 
第６条 対策会議の庶務は、復興・危機管理部原子力安全対策課において処理する。 
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（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長

が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２３年７月１９日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２３年９月１２日から施行する。 
      附 則 
  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

役職名 職     名 

 本 部 長  知事 

  副 本 部 長 
 

 第一順位の副知事 
 第二順位の副知事 

 本 部 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 公営企業管理者 
 教育長 
 総務部長 
 復興・危機管理部長 
 企画部長 
 環境生活部長 
 保健福祉部長 
 経済商工観光部長 
 農政部長 

水産林政部長 
 土木部長 
 会計管理者 
 警察本部長 
 人事委員会事務局長 
 監査委員事務局長 
 労働委員会事務局長 
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別表２（第５条関係） 

役職名 部 局 名 職   名 

 幹事長 復興・危機管理部 復興・危機管理部長 

 副幹事長 復興・危機管理部 
復興・危機管理部危機管理監 
復興・危機管理部副部長 

 
 幹 事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務部 人事課長 

復興・危機管理部 復興・危機管理総務課長、原子力安全対策課長

企画部 企画総務課長 

 
環境生活部 
 

環境生活総務課長、環境対策課長、自然保護課

長、食と暮らしの安全推進課長、放射性物質汚

染廃棄物対策室長、消費生活・文化課長 

保健福祉部 保健福祉総務課長、健康推進課長 

経済商工観光部 
経済商工観光総務課長、新産業振興課長、商工

金融課長、観光戦略課長、国際ビジネス推進室

長 

農政部 
農業政策室長、農山漁村なりわい課長、食産業

振興課長、園芸推進課長、畜産課長 

水産林政部 
水産林業政策室長、水産業振興課長、水産業基

盤整備課長、林業振興課長 

土木部 土木総務課長、港湾課長 

出納局 出納総務課長 

企業局 水道経営課長 

教育庁 教育庁総務課長、義務教育課長、高校教育課長

警察本部総務部 総務課長 

人事委員会事務局 総務課長 

監査委員事務局 総務課長 

労働委員会事務局 審査調整課長 
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22. 東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議会則 

 
 （設置） 
第１条 東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「事故」と

いう。）は，県内各方面に深刻な影響を与えつつあり，県内の各団体等の一致団結した対

応が求められていることから，総合的な対策の検討や情報提供・情報共有などを行うため，

県内の産業界や消費者団体，有識者，自治体等で構成する東京電力福島第一原子力発電所

事故対策みやぎ県民会議（以下「県民会議」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 県民会議は，次の事務を所掌する。 
 （１）事故による被害に係る総合的な対策に関すること。 
 （２）国等への要望等に関すること。 
 （３）事故による損害賠償請求に関すること。 
 （４）その他必要と認める事項に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 県民会議は，別表１に掲げる団体の長，有識者，自治体の長等をもって構成する。 
２ 県民会議に会長及び副会長を置き，構成員の互選により選出する。 
３ 会長は，会務を総理する。 
４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 
 
 （幹事会） 
第４条 県民会議に幹事会を置く。 
２ 幹事会は，構成員間の情報交換を行うとともに，県民会議の所掌事務のうち軽易な事項

等について協議する。 
３ 幹事会の幹事は，別表２に掲げる団体から，それぞれ１名以上を選任する。 
４ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き，幹事会を構成する者の互選により選出する。 
５ 幹事長は，幹事会の会務を総理する。 
６ 副幹事長は，幹事長を補佐し，幹事長に事故あるときは，その職務を代理する。 
 
 （会議） 
第５条 県民会議の会議は会長が，幹事会の会議は幹事長が，それぞれ必要に応じて招集し，

その議長となる。 
２ 会長又は幹事長は，必要に応じ，議題に関係のある構成員のみを招集し，会議を開催す

ることができる。 
３ 会長又は幹事長は，必要があると認めるときは，会議に構成員以外の者の出席を求める

ことができる。 
 
 （庶務） 
第６条 県民会議の庶務は，宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課において処理する。 
 
 （雑則） 
第７条 この会則に定めるもののほか，県民会議の運営に関して必要な事項は，会長が別に

定める。 
 
   附 則 
 この会則は，平成２３年９月１２日から施行する。 
    附 則 
 この会則は，平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この会則は，令和３年４月１日から施行する。 
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別表１ （第３条関係） 

団体名等 団体名等 

  

《農林水産業関係団体》 ５団体 《有識者》 ２名 

宮城県農業協同組合中央会会長 宮城県環境審議会会長 

宮城県漁業協同組合代表理事組合長 宮城地区緊急被ばく医療ネットワーク会議委員長  

宮城県森林組合連合会代表理事会長   

一般社団法人宮城県畜産協会会長 《市町村等》 ３６団体 

宮城県土地改良事業団体連合会会長 仙台市長 

  石巻市長 

《商工業関係団体》 ５団体 塩竈市長 

宮城県商工会議所連合会会長 気仙沼市長 

宮城県商工会連合会会長 白石市長 

宮城県中小企業団体中央会会長 名取市長 

一般社団法人みやぎ工業会会長 角田市長 

一般社団法人日本旅行業協会東北支部支部長 多賀城市長 

  岩沼市長 

《保健医療福祉関係団体》 ５団体 登米市長 

公益社団法人宮城県医師会会長 栗原市長 

一般社団法人宮城県歯科医師会会長 東松島市長 

公益社団法人宮城県放射線技師会会長 大崎市長 

一般社団法人宮城県薬剤師会会長 富谷市長 

公益社団法人宮城県看護協会会長 蔵王町長 

  七ヶ宿町長 

《交通運輸関係団体》 ３団体 大河原町長 

公益社団法人宮城県トラック協会会長 村田町長 

公益社団法人宮城県バス協会会長 柴田町長 

東北港運協会会長 川崎町長 

  丸森町長 

《消費者団体》 １団体 亘理町長 

宮城県生活協同組合連合会会長理事 山元町長 

  松島町長 

《教育・文化団体》 ５団体 七ヶ浜町長 

宮城県私立中学高等学校連合会会長 利府町長 

一般社団法人宮城県私立幼稚園連合会理事長 大和町長 

一般社団法人宮城県保育協議会会長 大郷町長 

宮城県ＰＴＡ連合会会長 大衡村長 

仙台市ＰＴＡ協議会会長 色麻町長 

  加美町長 

《法曹関係団体》 ２団体 涌谷町長 

仙台弁護士会会長 美里町長 

東北税理士会宮城県支部連合会会長 女川町長 

  南三陸町長 

  宮城県知事 
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別表２ （第４条関係） 

団体名等 団体名等 

  

《農林水産業関係団体》 ５団体 《市町村等》 ３６団体 

宮城県農業協同組合中央会 仙台市 

宮城県漁業協同組合 石巻市 

宮城県森林組合連合会 塩竈市 

一般社団法人宮城県畜産協会 気仙沼市 

宮城県土地改良事業団体連合会 白石市 

  名取市 

《商工業関係団体》 ５団体 角田市 

宮城県商工会議所連合会 多賀城市 

宮城県商工会連合会 岩沼市 

宮城県中小企業団体中央会 登米市 

一般社団法人みやぎ工業会 栗原市 

一般社団法人日本旅行業協会東北支部 東松島市 

  大崎市 

《保健医療福祉関係団体》 ５団体 富谷市 

公益社団法人宮城県医師会 蔵王町 

一般社団法人宮城県歯科医師会 七ヶ宿町 

公益社団法人宮城県放射線技師会 大河原町 

一般社団法人宮城県薬剤師会 村田町 

公益社団法人宮城県看護協会 柴田町 

  川崎町 

《交通運輸関係団体》 ３団体 丸森町 

公益社団法人宮城県トラック協会 亘理町 

公益社団法人宮城県バス協会 山元町 

東北港運協会 松島町 

  七ヶ浜町 

《消費者団体》 １団体 利府町 

宮城県生活協同組合連合会 大和町 

  大郷町 

《教育・文化団体》 ５団体 大衡村 

宮城県私立中学高等学校連合会 色麻町 

一般社団法人宮城県私立幼稚園連合会 加美町 

一般社団法人宮城県保育協議会 涌谷町 

宮城県ＰＴＡ連合会 美里町 

仙台市ＰＴＡ協議会 女川町 

  南三陸町 

《法曹関係団体》 ２団体 宮城県 

仙台弁護士会  

東北税理士会宮城県支部連合会  
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23.処理水の取扱いに関する宮城県連携会議設置要綱 
 
 （設置） 
第１条 東京電力福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水（以下「処理

水」という。）の取扱いに関して懸念される影響について，県内の関係団体等の意見

を集約し，国及び東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）

に対する申し入れ内容をとりまとめるため，「処理水の取扱いに関する宮城県連携会

議」（以下「連携会議」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 連携会議は，次の事務を所掌する。 
 （１）処理水の取扱いに関して懸念される影響に係る意見集約に関すること。 
 （２）国及び東京電力への申し入れ内容のとりまとめに関すること。 
 （３）処理水に係る情報共有に関すること。 

（４）その他必要と認める事項に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 連携会議は，別表に掲げる各団体の長等をもって構成する。 
２ 連携会議に座長及び副座長を置き，座長は宮城県知事，副座長は宮城県副知事（復

興・危機管理部の所管事務を担当する副知事）とする。 
３ 座長は，会務を総理する。 
４ 副座長は，座長を補佐し，座長に事故あるときは，その職務を代理する。 
 
 （部会） 
第４条 連携会議に必要に応じて業界団体ごとに部会を置く。 
２ 部会は，構成団体間の情報交換を行うとともに，連携会議の所掌事務のうち当該業

界に関する事項等について協議する。 
３ 部会の運営等に関して必要な事項は，別に定める。 
 
 （会議） 
第５条 連携会議の会議は，座長がこれを招集し，主宰する。 
２ 座長は，必要に応じ，議題に関係のある構成員のみを招集し，会議を開催すること

ができる。 
３ 座長は，必要があると認めるときは，会議に構成員以外の者の出席を求めることが

できる。 
 
 （庶務） 
第６条 連携会議の庶務は，宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課において処理す

る。 
 
 （雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，連携会議の運営に関して必要な事項は，別に定

める。 
 
   附 則 
 この要綱は，令和３年５月１１日から施行する。 
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別表 （第３条関係） 

団体名等 

《水産業関係団体》 ７団体 

宮城県漁業協同組合 

宮城県沖合底びき網漁業協同組合 

宮城県近海底曵網漁業協同組合 

宮城県産地魚市場協会 

宮城県水産物流通対策協議会 

宮城県消費地魚市場協会 

宮城県食品輸出促進協議会 

 

《農業関係団体》 ２団体 

宮城県農業協同組合中央会 

宮城県農業会議 

 

《観光業関係団体》 １団体 

宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合 

 

宮城県議会 

宮城県市長会 

宮城県町村会 

宮城県 
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24.宮城県放射線・放射能測定実施計画（概要） 

 
1 背景 

東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画（平成 24 年 3 月策定）に

基づき、宮城県が実施する放射線・放射能に関する測定について実施計画として取

りまとめたもの。なお、今後、状況の変化など必要に応じて更新していくものとす

る。（最終改正：令和 7年 4月 1日） 

 

2 目的 

県内を対象として宮城県が実施する放射線・放射能の測定を体系的に示しながら、

計画的に実施し、その結果を速やかに県民に対して公表していくことを目的とする。 
 
3 対象 

県が実施する放射線・放射能の測定を対象とするものとし、併せて国の取組につ

いても体系的に整理するもの。 
 
4 基本的事項 

（1）測定対象 

空間放射線量率の監視をきめ細かく実施するとともに、食品についても、生産

段階と流通・消費段階において放射性物質濃度の測定を実施するほか、多面的に

飲食物以外も対象として必要な測定を実施する。 
（2） 測定エリア 

県、市町村及び国等が役割分担し、測定する体制を整備するものとする。 
（3） 測定体制 

県自ら測定する体制を整備するものとする。 
（4）住民ニーズに対応できる測定 

自分の目で測定結果を確認することによって不安を払拭したいという県民の

ニーズに対応するため、住民の求めに応じて放射線・放射能を測定する体制の整

備に努める。 
（5）除染のための空間放射線量測定 

県有施設の除染に必要な測定の実施に取り組むとともに、市町村が実施する空

間放射線量率測定に対して支援を行う。 
（6）情報の発信 

県民の不安解消や風評被害の防止のため、県の放射線・放射能のポータルサイ

ト「みやぎ原子力情報ステーション」への掲載をはじめ、報道機関への情報提供

などを通じ、迅速で分かりやすい情報の発信に努める。 
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港湾区域

農産物

林産物

水産物

畜産物

一般食品

乳児用食品

牛乳

清涼飲料水

消費段階 住民対応の測定

県民が利用する施設等

港湾区域内海水

下水汚泥等(下水汚泥，下水汚泥焼却灰，汚泥燃料化物）

自然環境で採取・捕獲する食べ物

森林

工業用水

海水浴場の海水

土壌

公共用水域

放
射
性
物
質
濃
度
の
測
定

食べ物・飲み物

水道水

食品

生産段階

流通段階

食べ物を育む環境

堆肥等

きのこ原木，ほだ木

海域試料

空気・土壌などの一般環境

産業活動に伴う環境や物

家畜等の飼料等

降下物・大気浮遊じん

浄水発生土

地下水

放
射
線
量
の
測
定

一般環境

モニタリングポストによる常時監視

航空機モニタリング

自動車による走行サーベイ

産業活動に伴う環境や物

工業製品

浄水場

コンテナ

放射性物質がたまりやすい側溝等

海水浴場
県民が利用する施設等

＜別表＞ 
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25. 原子力発電所の安全確保に係る連絡体制等に関する覚書 

 

 

宮城県（以下「甲」という。）と東京電力株式会社（以下「乙」という。）は，乙の

福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全確保に係る連絡体制等につい

て，宮城県民の安全・安心を確保することを目的として，次のとおり覚書を交換する。  

 

（連絡事項）  

第１条 乙は，甲に対し，次の各号のいずれかに該当するときは，その内容を直ちに通

報するとともに，その対策について速やかに報告するものとする。  

(1) 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）

第６条の２第１項に基づき原子力規制委員会が制定する原子力災害対策指針の警

戒事態に規定する事象について，関係機関に通報したとき。 

(2) 原災法第１０条第１項に規定する事象について，関係機関に通報したとき。 

(3) 原災法第１５条第１項各号のいずれかに規定する事象の発生について，関係機関

に報告したとき。  

(4) 不測の事態により，発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚染された

物が漏えいしたとき。  

(5) 気体状又は液体状の放射性廃棄物の放出量が，乙が定める原子炉施設保安規定に

基づく放出管理目標値を超えたとき。  

(6) 原子炉の運転中において，原子炉施設の故障等により，原子炉の運転が停止した

とき，又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき。  

(7) 原子炉の運転停止中において，原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉

施設の故障があったとき。  

(8) 発電所の敷地内において火災が発生したとき。  

(9) 発電所に係る放射性物質が盗取され，又は所在不明となったとき。  

(10) 宮城県内において発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚染された

物の輸送中に事故が発生したとき。  

(11) その他発電所の安全確保に関し国に報告する事項又は前各号に準ずる異常が発

生したとき。  

 

（連絡体制） 

第２条 甲及び乙は，連絡方法，それぞれの連絡先及び実務担当者を定め，相互に通知

し，連携の強化を図るものとする。 
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２ 前項に定める連絡先又は実務担当者に変更があったときは，相互に通知するものと

する。 

 
（協議）  

第３条 この覚書に定める事項を変更しようとするとき，若しくはこの覚書に関し疑義

が生じたとき，又は県民の安全の確保に関してこの覚書に定めのない事項及びこの覚

書の施行に必要な細目については，甲乙協議して定めるものとする。  

 

 

この覚書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持

する。 

 

 

 

平成２５年 ５月１７日（当初） 

平成２６年１０月２８日（一部改正） 

 

 

 

甲  宮城県知事   村 井 嘉 浩 

 

 

 

乙 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

東京電力株式会社 

代表執行役社長 廣瀬 直己 
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26．宮城県内の空間放射線量率測定結果 

 
１ 平成 23 年 3 月 14 日から平成 24 年 3 月 30 日までの県内 10 地点での空間放射線量

率測定結果 

 当初7地点で開始 

 平成23年 4月 5日から10地点に拡充 

 平成23年 5月 23日まではモニタリングカーNaI検出器による地上高2.5mでの測

定 

 平成23年 5月 24日からNaIシンチレーションサーベイメータ（TCS-171）による

地上高１ｍでの測定 
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２ 平成24年4月2日から令和7年12月 31日までの県内7地点での空間放射線量率 

測定結果 

 モニタリングポストによる地上高１ｍでの測定（県保健環境センターは平成 27 年

3月15日まで9.5ｍで測定。その後モニタリングポストを県環境放射線監視センタ

ーに移設し、平成27年3月25日から地上高１ｍで測定。） 

 10分間隔で測定されるモニタリングポストのうち午後０時の測定値で図表を作成 

 詳細な測定結果は原子力規制委員会（https://www.erms.nsr.go.jp/nra-ramis-

webg/）に掲載 
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27．農林水産物等・水道水の放射性物質測定結果の概要 

 

１ 食品 

（１）生産段階での検査 

   （ア）農林水産物（穀物以外） 

 

 
 

※１平成23年３月まで適用の暫定規制値。飲料水：200Bq/kg 牛乳・乳製品：200Bq/kg 野菜類・穀類・肉・卵・魚等：500Bq/kg 

※２平成24年４月から適用の基準値。飲料水：10Bq/kg 牛乳50Bq/kg 一般食品：100Bq/kg 乳児用食品：50Bq/kg 

※３超過件数は品目全体の合計 
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（イ） 県産牛肉（出荷制限指示後の全頭検査数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）穀物   

 

（令和7年12月末現在） 

※平成24年 9月30日までは暫定規制値適用 
（令和7年12月末現在） 

※平成24年 4月1日までは暫定規制値適用 

 

（令和7年12月末現在） 

※平成24年 12月 31日までは暫定規制値適用 
（令和7年12月末現在） 

※平成24年 4月1日までは暫定規制値適用 
 

（注１） 米の検査のうち、平成24年度及び平成25年度については簡易検査実施分も含む。 

（注２） 麦はすべて基準値内となっている。              
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（２）流通段階での検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）その他 

 

 

２ 水道水 

年度 
検査数（令和 7 年 12 月末現在） 管理目標値※１ 

県企業局分 市町村実施分※3 超過件数 

令和 5 年度まで※2 1059 16,887   

令和 6 年度 12 529 検査開始以降すべて 0 

令和 7 年度 9 420   

※1 平成 24 年 3 月 31 日までは指標値   

※2 平成 23 年 3 月分からの検査実績を含む   

※3 厚生労働省への報告件数を記載   

 

（令和6年12月末現在） 

（令和7年12月末現在） 

※ 検査開始以降精密検査及び簡易検査と

もに基準値超過なし 

※ 平成 24 年 4 月 1 日までは

暫定規制値適用 

（令和7年12月末現在） 
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28.住民持込み食品等の放射性物質測定結果の概要 

1 測定状況 

平成 23 年 9 月から一部市町村で受付を開始し、平成 24 年 10 月には全市町村で測

定体制が整備された。 

令和 7年 12 月末現在で市町村から累計 34,182 件の報告があった。  

 

  
2 令和 7年度の測定実施状況 

令和 7年 4月１日から 12 月 31 日までの測定実施件数は 86 件であった。 

測定上位品目は、ワラビ(16 点)、タラノメ（10 点）、タケノコ（９点)、米糠

（８点）、フキ（５点）、シイタケ（５点）の５品目であった。 

また、基準値を超過した品目は、きのこ（シイタケ、ヌメリイグチ）２点であ

った。 

 

 
▲ 測定実施上位 6 品目 

（令和 7 年 12 月末現在） 

平成

24
平成

25
平成

26
平成

27
平成

28
平成

29
平成

30
令和

元

令和

2
令和

3
令和

4
令和

5
令和

6
令和

7
基準値超過 641 971 422 218 125 44 62 18 13 9 5 9 3 2
基準値以内 8,3569,5314,7672,9331,9771,2691,022 693 392 282 152 109 73 84

0
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件
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基準値以内



－ 196 － － 197 －

 
 

 

 

3 分類別集計表 

  測定の内訳は下表のとおりである。基準値超過及び基準値以内であってもスクリー

ニングの目安とされている基準値の2分の1を超過した件数が2件あった。 
 

▼ 分類別集計表（令和 7 年 4 月～令和 7 年 12 月） 

  
測定件数 

（a） 

基準値※以内 

（ ）：うち基準値の 1/2 超過件数

基準値※超過

件数（b） 

 基準値※超過割合 

（b/a×100） 

農産物（穀物除く） 4 4 (0)   0   0.0 ％ 

穀物 3 3 (0)   0   0.0 ％ 

林産物 68 66 (1)    2   2.9 ％ 

水産物 0 0 (0)   0   0.0 ％ 

肉（イノシシ肉等） 0 0 (0)   0   0.0 ％ 

加工品 11 11 (0)   0   0.0 ％ 

合計 86 84 (1)   2   2.3 ％ 

・一般食品については食品衛生法上で定める基準値(100 ㏃/kg)を参考として運用している。 

・100 ㏃/kg は、放射性物質セシウム 134 とセシウム 137 の分析数値合計で判断している。 

・測定件数(a)は、各市町村で測定された件数。 

・基準値以内は、セシウムの測定値が 100 ㏃/kg 以下の件数。また、（ ）内の数値はセシウムの

測定値が 50 ㏃/kg 以上～100 ㏃/kg 未満の件数。 

・基準値超過件数(b)は、セシウムの測定値が 100 ㏃/kg を超えた件数。 
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29.出荷制限指示及び出荷自粛要請の状況（令和7年 12月末現在） 

 

項目 品名 対象市町村等 出荷制限指示（国） 出荷自粛要請（県） 解除事由

原木ムキタケ 栗原市 － 平成23年11月16日 平成28年2月2日
一部
解除

(県)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木ムキタケは出荷
制限から除かれました。

白石市 平成24年1月16日 ― ―

角田市 平成24年1月16日 ― 平成30年4月24日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

丸森町 平成24年3月8日 ― 平成31年2月14日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

蔵王町 平成24年3月15日 ― 令和5年8月18日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

村田町 平成24年4月5日 ― 平成30年4月24日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

気仙沼市 平成24年4月11日 ― 平成27年8月25日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

南三陸町 平成24年4月11日 ― 平成27年7月17日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

栗原市 平成24年4月12日 ― 平成28年1月25日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

石巻市 平成24年4月19日 ― 令和2年7月13日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

大崎市 平成24年4月20日 ― 平成27年4月10日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

登米市 平成24年4月25日 ― 平成26年8月26日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

東松島市 平成24年4月25日 ― ―

名取市 平成24年4月27日 ― 平成30年1月18日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

加美町 平成24年4月27日 ― 平成27年9月11日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

仙台市 平成24年4月27日 ― 平成27年2月18日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

川崎町 平成24年5月7日 ― 平成28年12月22日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

富谷市 平成24年5月7日 ― ―

大和町 平成24年5月7日 ― 平成27年2月18日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

色麻町 平成24年5月9日 ― 平成29年10月11日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

七ヶ宿町 平成24年5月10日 ― 平成29年7月11日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

大衡村 平成24年5月18日 ― 平成29年3月31日
一部
解除

(国)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

原木シイタケ
（施設栽培）

大衡村 ― 平成25年12月18日 平成27年12月25日
一部
解除

(県)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷
制限から除かれました。

丸森町 平成24年5月1日 ― 令和4年3月30日
一部
解除

(国)
旧金山町、旧舘矢間村及び旧大張村の区域に限る。※ただし、
県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるたけのこは出荷
制限から除かれました。

栗原市 平成24年6月29日 ― 令和5年3月8日
一部
解除

(国)

県が定める管理計画に基づき管理される以下の旧町村の区域の
たけのこは出荷制限から除かれました。
旧栗駒町：栗駒松倉山田地区、栗駒文字山口地区
旧鶯沢町：鶯沢北郷菅原地区
旧金成町：金成末野要害前地区
旧花山村：花山本沢切留地区、花山本沢小川原地区、花山本沢
猪ノ沢地区、花山本沢大田地区、花山草木沢続石地区、花山草
木沢権現堂地区、花山草木沢
箕ノ口地区、花山草木沢打越地区
なお、旧築館町、旧若柳町、旧高清水町、旧一迫町、旧瀬峰町
及び旧志波姫町については出荷制限解除済み

登米市、栗原市 平成24年5月7日 ― 令和7年4月25日
一部
解除

(国)
非破壊式放射能測定装置により基準値以下であることが確認さ
れたこしあぶらは出荷制限から除かれました。

大崎市 平成24年5月9日 ― 令和7年4月25日
一部
解除

(国)
非破壊式放射能測定装置により基準値以下であることが確認さ
れたこしあぶらは出荷制限から除かれました。

南三陸町 平成24年5月9日 ― ―

気仙沼市、七ヶ宿町 平成24年5月11日 ― ―

大和町 平成25年5月7日 ― ―

たらのめ
（野生）

栗原市 平成26年4月25日 ― 令和5年2月17日
一部
解除

(国)
旧築館町、旧栗駒町、旧高清水町、旧一迫町、旧瀬峰町、旧金
成町及び旧志波姫町の区域のたらのめ（野生）は出荷制限から
除かれました。

たらのめ
（野生）

大崎市 平成26年4月25日 ― 令和4年2月9日 解除 (国)

気仙沼市 平成24年5月11日 ― ―

丸森町 平成24年5月11日 ― 令和2年4月15日
一部
解除

(国) ※栽培されるぜんまいは出荷制限から除かれました。

大崎市 平成24年5月17日 ― ―

栗原市、大崎市 平成24年10月18日 ― 令和6年12月25日
一部
解除

※県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるなめこ、なら
たけ、むきたけ、くりたけは出荷制限から除かれました。

仙台市 平成26年9月24日 ― ―

村田町 平成28年9月12日 ― ―

気仙沼市 令和2年12月25日 ― 令和3年9月10日
一部
解除

(国)
※県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるまつたけは出
荷制限から除かれました。

南三陸町 令和2年12年25日 ― ―

登米市 令和4年2月9日 ― ― (国)

川崎町 ― 令和6年10月30日 ―

林産物

野生きのこ

出荷制限解除（国）
出荷自粛解除（県）

原木シイタケ
（露地栽培）

たけのこ

こしあぶら

ぜんまい
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項目 品名 対象市町村等 出荷制限指示（国） 出荷自粛要請（県） 解除事由

原木なめこ 気仙沼市 ― 平成24年11月2日 平成29年2月10日
一部
解除

(県)
※県が定める管理計画に基づき管理される原木なめこは出荷自
粛から除かれました。

わらび
（野生）

大崎市、加美町 平成30年5月28日 － －

項目 品名 出荷制限指示（国） 出荷自粛要請（県）
出荷制限解除（国）
出荷自粛解除（県）

ヤマメ
（天然）

平成24年4月20日 ― ―

― 令和6年2月15日

平成24年5月28日 ― ―

― 平成24年5月10日 令和6年2月15日

平成24年5月14日 ― 令和6年2月15日

平成24年5月24日 ― ―

平成24年5月28日 ― ―

平成24年5月28日 ― 令和6年2月15日

平成24年6月22日 ― ―

平成24年6月22日 ― 令和6年2月15日

平成24年12月6日 ― 令和6年2月15日

ツキノワグマ 平成24年6月25日 ― ―

イノシシ 平成24年6月25日 ―
令和5年10月16日
（一部解除）

ニホンジカ 平成29年12月13日 ―
令和2年7月27日
（一部解除）

林産物

出荷制限解除（国）
出荷自粛解除（県）

栗原市花山一迫川のうち花山ダムの上流（支流を含む）
（養殖により生産されたものを除く。）

柴田郡川崎町碁石川の釜房ダムの上流（支流を含む）
（養殖により生産されたものを除く。）

広瀬川（支流を含む）

野生鳥
獣

宮城県全域

宮城県全域
※令和５年１０月１６日に出荷制限一部解除が認められました。これを受けて、指定さ
れた食肉処理加工施設が受け入れた肉の全頭検査を実施した上で出荷します。

宮城県全域
※平成２９年１２月２７日に出荷制限一部解除が認められました。これを受けて、指定
された食肉処理加工施設が受け入れた肉の全頭検査を実施した上で出荷します。

対象市町村等

水産物

県内の白石川（支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。）
（養殖により生産されたものを除く。）

ウグイ
県内の阿武隈川（支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。）

宮城県内の北上川（支流を含む）

イワナ
（天然）

名取川，宍戸川，本砂金川
（養殖により生産されたものを除く。）

仙台市青葉区大倉川の大倉ダムの上流（支流を含む）及び仙台市太白区名取川の秋保大
滝の上流（支流を含む）
（養殖により生産されたものを除く。）

三迫川のうち栗駒ダムの上流（支流を含む）及び松川（支流を含む。ただし、澄川４号
堰堤の上流の澄川及びその支流、濁川及びその支流を除く。）
（養殖により生産されたものを除く。）

江合川のうち鳴子ダムの上流（支流を含む）
（養殖により生産されたものを除く。）

二迫川のうち荒砥沢ダムの上流（支流を含む）
（養殖により生産されたものを除く。）
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＜参考：出荷制限・出荷自粛解除の状況＞                                                                

項目 品名 出荷制限指示（国） 出荷自粛要請（県）
出荷制限又は
出荷自粛の解除

米 ― 平成25年1月10日 平成25年2月17日

平成25年産米 平成25年3月19日 ― 平成28年3月18日

大豆 平成25年1月4日 ― 平成26年5月19日

そば 平成24年12月14日 ― 平成26年2月26日

そば 平成24年12月14日 ― 平成26年4月11日

果実 ブルーベリー ― 平成24年7月13日 平成25年7月2日

平成24年5月1日 ― 平成26年4月17日

平成24年5月1日 ― 平成27年4月24日

平成24年5月1日 ― 平成30年11月28日

平成24年6月29日 ― 平成27年7月17日

平成24年6月29日 ― 平成29年10月11日

平成24年6月29日 ― 平成31年2月14日

平成24年6月29日 ― 令和5年3月8日

平成28年6月7日 ― 平成30年10月25日

平成24年5月2日 ― 平成27年5月25日
平成24年5月9日 ― 平成29年7月24日 気仙沼市
平成24年4月24日 ― 平成30年11月13日 栗原市

くさそてつ
（こごみ）
（栽培）

平成24年4月27日 ― 平成27年6月23日

くさそてつ
（こごみ）
（野生）

平成24年4月27日 ― 平成29年5月23日

平成26年4月25日 ― 平成30年8月6日 気仙沼市

平成26年4月25日 ― 令和4年2月9日 大崎市

平成26年4月25日 ― 令和5年2月17日

ぜんまい
（栽培）

平成24年5月11日 ― 令和2年4月15日 丸森町

畜産物
牛

（県内全域）
平成23年7月28日 ― 平成31年3月28日 宮城県内全域

ウナギ
（天然）

― 平成24年7月25日 平成27年7月9日

イシガレイ ― 平成25年1月22日 平成25年5月17日 仙台湾南部海域
平成24年5月30日 ― 平成25年4月1日 金華山以南の海域
平成25年6月4日 ― 平成25年8月30日 金華山以北の海域

マダラ 平成24年5月2日 ― 平成25年1月17日 宮城県沖全海域
マダラ

（1㎏未満）
平成24年5月2日 ― 平成24年8月30日 宮城県沖全海域

平成24年4月12日 ― 平成27年11月20日

平成24年10月25日 ― 平成27年11月20日

ヒガンフグ 平成24年5月8日 ― 平成26年2月18日 金華山以南の海域
平成24年6月28日 ― 平成31年3月14日 金華山以南の海域
平成24年11月6日 ― 平成31年3月14日 金華山以北の海域
平成24年5月18日 ― 平成26年8月25日
平成24年4月20日 ― 令和6年2月15日 県内の阿武隈川（支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。）

ヤマメ 平成24年4月20日 ― 平成27年9月30日

平成25年6月27日 ― 平成25年12月25日

平成25年6月27日 ― 平成29年4月27日

平成25年12月25日 ― 令和元年10月1日

クロダイ

ウグイ
（天然）

宮城県内の大川（支流を含む）

宮城県内の阿武隈川（支流を含む）

アユ（天然）

宮城県内の阿武隈川（支流を含む）のうち、白幡堰堤より上流の白石川（支流を含む。
ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く）

宮城県内の阿武隈川（支流を含む。ただし、白石川の白幡堰堤より上流を除く）のう
ち、五福谷川、内川の合流地点より上流及び雉子尾川の金栄橋より上流水域

宮城県内の阿武隈川（支流を含む。ただし、白石川の白幡堰堤より上流、五福谷川、内
川の合流地点より上流及び雉子尾川の金栄橋より上流水域を除く）（養殖により生産さ
れたものを除く）

大崎市

大崎市

たらのめ
（野生）

栗原市（旧築館町、旧栗駒町、旧高清水町、一迫町、旧瀬峰町、旧金成町及び旧志波姫
町の区域に限る）

水産物

宮城県内の阿武隈川（丸森町内の支流を含む）

ヒラメ

スズキ

金華山以南の海域（宮城県石巻市金華山頂上から正東の線、我が国排他的経済水域の外
縁線、最大高潮時海岸線上宮城県福島両県界の正東の線、宮城県最大高潮時海岸線及び
宮城県石巻市金華山頂上から正西に引いた同市牡鹿半島最大高潮時海岸線に至る線で囲
まれた海域）

金華山以北の海域（最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界の正東の線、我が国排他的経済
水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線及び宮城県最大高潮時海
岸線で囲まれた海域

山菜 くさそてつ
（こごみ）

加美町

栗原市（旧金成村の区域）

栗原市旧金成町

たけのこ

丸森町（旧耕野村の区域）

白石市及び丸森町（旧丸森町、旧小斎村）

丸森町（旧筆甫村、旧大内村）

栗原市（旧築館町、旧高清水町、旧瀬峰町、旧志波姫町）

栗原市（旧若柳町）

栗原市（旧一迫町）

栗原市（県が定める管理計画に基づき管理される以下の旧町村の区域に限る）
（旧栗駒町（栗駒松倉山田地区、栗駒文字山口地区）、旧鶯沢町（鶯沢北郷菅原地
区）、旧金成町（金成末野要害前地区）、旧花山村（花山本沢切留地区、花山本沢小川
原地区、花山本沢猪ノ沢地区、花山本沢大田地区、花山草木沢続石地区、花山草木沢権
現堂地区、花山草木沢箕ノ口地区、花山草木沢打越地区）

大崎市（旧三本木町）

穀物

栗原市旧沢辺村

栗原市（旧沢辺村）

栗原市（旧金田村の区域に限る）

大崎市（旧一栗村の区域）

対象市町村等
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30.環境試料の放射性物質測定結果の概要 

 

1 食べ物を育む環境 

（1）農用地土壌等 

  ア 農地土壌 

 放射性セシウム（Bq/kg） 
備考 

平成 23 年度 

最小値 不検出（概ね 50 未満） 最大値は丸森町での採

取分 最大値 3,600 

実施時期 平成23 年12 月から平成24 年2 月まで 

採取場所 県内 874 箇所 

測定機関  宮城県（農産園芸環境課） 

 外部機関（農林水産省等） 

分析装置  ゲルマニウム半導体検出器 

 NaI シンチレーションスペクトロメータ 

  

イ 堆肥 

 放射性セシウム（Bq/kg） 
備考 

平成 23 年度 

最小値 概ね 50 未満  牛 ふ ん 堆 肥 の 出

荷・施用が可能かど

うかを確認したもの

 最大値は登米市で

の採取分 

 暫定許容値を超過

したものは出荷自

粛を要請 

最大値 15,000 

実施時期 平成 23 年 9 月から平成 23 年 11 月まで 

採取場所 県内 663 箇所 

測定機関  宮城県（畜産課及び農産園芸環境課） 

 外部機関 

分析装置  ゲルマニウム半導体検出器 

 NaI シンチレーションスペクトロメータ 

    

 

ウ 家畜等の飼料 

 放射性セシウム（Bq/kg） 
備考 

令和 7 年度 

（R7.12.31 現在） 

平成 26 年度 

～令和 6 年度 

最小値 不検出 不検出  平成 23 年度（除染前） 

最小値：不検出 

最大値：1,770Bq/kg 

 平成 26 年度～（除染後） 

モニタリング調査開始 

 

＜令和 6 年度の最大値＞ 

 採取場所：旧花山村 

最大値 16.4 96.0 

測定点/頻度 牧草について随時測定。 

採取場所 県内各地 

測定機関  宮城県（家畜保健衛生所等） 

分析装置  NaI シンチレーションスペクトロメータ 

       県ホームページより 
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（2）海域試料 

ア 海水 

 放射性セシウム（Bq/L） 

備考 令和 7 年度 

（R7.12.31 現在） 

平成 23 年度 

～令和 6 年度 

最小値 0.00038 

（R7.7.12 宮城県外洋 M-14） 
不検出 

平成 23 年度は検出下

限値を 2.1～15Bq/L 程

度（平成 24 年度以降は

0.0040Bq/L 程度）として

測定している。 

最大値 
0.0036 

(R7.10.15 阿武隈川沖 T-MG6) 

0.21 

（H24.5.9 阿武隈川沖 T-MG6） 

測定点/頻度

 宮城県沿岸：7 箇所/月 2 回程度 

 宮城県沖：6 箇所/年 4 回程度 

 宮城県外洋：2 箇所/年 2 回程度 

 

イ 海底土 

 放射性セシウム（Bq/kg・乾土） 

備考 令和 7 年度 

（R7.12.31 現在） 

平成 23 年度 

～令和 6 年度 

最小値 
0.87 

(R7.8.4 仙台湾 M-B1) 

8.0 

（H24.2.19 三陸沖 (M-A3)） 

平成 20～平成 22 年度 C

s137 濃度は 0.36～4.2Bq/

kg（乾土）であった。（「海

洋環境放射能評価事業」

の調査結果によるもの） 

近年の測定結果の値の変

動は小さく、安定してい

る。 

最大値 
9.2 

（R7.6.8 仙台湾沖 M-B3） 

910 

（H23.9.14 仙台湾沖(M-B3)） 

測定点/頻度 宮城県沖：6 箇所/年 4 回程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ア、イの表は原子力規制委員会のホームページ（https://radioactivity.nra.go.jp/ja）の令和7年12月末現在の掲
載情報を参考にとりまとめたもの。 
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2 空気・土壌などの一般環境 

（1）降下物 

 放射性セシウム（MBq/km2） 
備考 令和 7 年度

（R7.12.31 現在） 
平成 25～令和 6 年度

最小値 不検出 
0.055 

（R6.11.1～R6.12.2採取分） 

 週間降下物の最大値

は 38 MBq/km2（平成

24 年 3 月 29 日～平

成 24 年 4 月 5 日採

取分）であった。 

 平成 23 年 8 月 9 日

から平成 23 年 8 月

10 日に宮城県庁屋

上で採取した試料に

ついて、放射性セシ

ウムは不検出であっ

た。（検出下限値：約

10MBq/km２） 

最大値 
0.61 

（R7.5.1～R7.6.2 採取分）

17 

（H25.4.1～H25.4.30 採取分）

測定点/頻度 1 箇所/月 1 回（平成 25 年度以降） 

※平成 24 年 3 月 1 日～平成 25 年 4 月 3 日

までは週間降下物の測定を実施 

採取場所 宮城県環境放射線監視センター 

（仙台市宮城野区） 

測定機関 宮城県環境放射線監視センター 

分析装置 ゲルマニウム半導体検出器 

 
（2）大気浮遊じん 

 放射性セシウム（mBq/m3） 

備考 令和 7 年度 

（R7.12.31 現在） 
平成 25～令和 6 年度 

最小値 不検出 

 

不検出  事故後は平成

24 年度から測

定開始 

 事故前は 1990

年から測定し、

全て不検出であ

った。 

最大値 0.0056 
（R7.5.2～R7.6.10 採取分） 

0.21 
（H25.4.11～H25.6.18 採取分）

測定点/頻度 1 箇所/年 4 回 

採取場所 宮城県環境放射線監視センター（仙台市宮城野区） 

測定機関 宮城県環境放射線監視センター 

分析装置 ゲルマニウム半導体検出器 

 

（3）土壌 

 放射性セシウム（Bq/m2） 
備考 

平成 23～令和 6 年度 

（R6.12.31 現在） 

最小値 不検出  これまで第一次調査から第三

次調査及び平成 25 年度調査と

して合計 5 回実施 

 第二次調査までは県内全域約

100～300 箇所を測定 

 第三次調査以降は福島第一原

子力発電所から 80km 圏内の

約 40～50 箇所を中心に測定 

最大値 470,000(H24.6.28 白石市採取分） 

測定点/頻度 40～300 箇所程度について年 1

～2 回測定 

採取場所 県内各地 

実施機関 原子力規制委員会 

 上記の表は、日本原子力研究開発機構(JAEA)の放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト
（https://emdb.jaea.go.jp/emdb/top）の令和7 年 1 月末現在の掲載情報を参考にとりまとめたもの。 
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（4）公共用水域 

ア 水質（河川・湖沼・沿岸） 

 放射性セシウム（Bq/L） 
備考 令和 7 年度 

（R7.9.30 現在） 

平成 23～令和 6 年度

（過去の最大値） 

最小値 
不検出 

 ＜過去の最大値について＞ 

 採取場所：江尻橋（角田市） 

 採取日：平成24 年5 月4 日 最大値 7 

 

イ 底質 

 〇河川 

 放射性セシウム（Bq/kg[乾土]）  
備考 令和 7 年度 

（R7.9.30 現在） 

平成 23～令和 6 年度

（過去の最大値） 

最小値 不検出  ＜過去の最大値について＞ 

 採取場所：七北田川高砂橋  

（仙台市） 

 採取日：平成23 年10 月14 日

最大値 680 

(4.25 阿武隈川河口） 

11,100 

〇湖沼 

 放射性セシウム（Bq/kg［乾土］）  
備考 令和 7 年度 

（R7.9.30 現在） 

平成 23～令和 6 年度

（過去の最大値） 

最小値 不検出  ＜過去の最大値について＞ 

 採取場所：天沼 （仙台市） 

 採取日：平成24 年11 月28 日最大値 1,615 

(8.5 七ヶ宿ダム） 
9,700 

〇沿岸 

 放射性セシウム（Bq/kg[乾土]） 
備考 令和 7 年度 

（R7.9.30 現在） 

平成 23～令和 6 年度

（過去の最大値） 

最小値 不検出  ＜過去の最大値について＞ 

 採取場所：仙台港地先内港 

 採取日：平成25 年8 月21 日 最大値 170 

(5.21 仙台港地先海域）

2,040 

 

ウ 周辺環境（土壌） 

 〇河川 

 放射性セシウム（Bq/kg） 
備考 令和 6 年度 

（R6.12.31 現在） 

平成 23～令和 4 年度

（過去の最大値） 

最小値 不検出  ＜過去の最大値について＞ 

 採取場所：北上川水系金流 

川 （栗原市） 

 採取日：平成23 年10 月5 日 

最大値 1,115 

(4.22 白石川砂押橋 

5,900 

    ※令和6年度第3四半期より検査廃止 
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〇湖沼 

 放射性セシウム（Bq/kg） 
備考 令和 6 年度 

（R6.12.31 現在） 

平成 23～令和 4 年度 

（過去の最大値） 

最小値 不検出  ＜過去の最大値について＞ 

 採取場所：栗駒ダム 

 採取日：平成24 年9 月24 日 最大値 
1,519 

(5.21 馬牛沼） 
5,000 

 
※令和6年度第3四半期より検査廃止 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

＜調査地点＞ 

● 河川（43 箇所） 

● 湖沼・水源地（21 箇所） 

● 沿岸（12 箇所） 

※実施機関：環境省（令和 6 年１2 月現在） 

 
▲ 河川・湖沼・沿岸における環境試料採取地点 

※ア～イの各表は環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.htmli） 
のうち、令和 7 年 1 月末現在の掲載情報を参考に取りまとめたもの。 
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エ 水生生物 

 放射性セシウム（Bq/kg） 

備考 平成23～令和6 年度（R7.3.31 現在） 

最小値 不検出 検出限界値は測定ごとに異な

り、概ね 1.5～1.8Bq/kg 程度。 

最大値 42 
(H24.6.28 調査 スズキ(成魚)) 

測定点/頻度 1 箇所（阿武隈川河口沖）/年3 回程度 

 

 

 

 

 

（5）地下水 

 放射性セシウム（Bq/L） 
備考 

平成23～令和6 年度（R7.3.31 現在） 

最小値 
不検出 

測定は平成 23 年度から実施し

ており、結果は全て不検出であ

った。 
最大値 

測定点/頻度
22 箇所/年 1 回 

 

 

 

 

 

3 県民が利用する施設等 

（1）海水浴場の海水 

 放射性セシウム（Bq/L） 
備考 

令和 7 年度（R7.12.31 現在） 

最小値 
不検出 

平成 24 年度から毎年度概ね 5

月から 6 月に測定しており、結

果は全て不検出であった。 

 

最大値 

測定点/頻

度 
26 箇所/年 1 回 

採取場所 小田の浜(気仙沼市)、大谷（気仙沼

市）、小泉(気仙沼市)、サンオーレそ

ではま(南三陸町)他 

測定機関 宮城県保健環境センター 

分析装置 ゲルマニウム半導体検出器 

 

▲ 採取場所  

阿武隈川河口周辺海域

※上記の表は環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.htmli） 
のうち、令和 7 年12 月末現在の掲載情報を参考に取りまとめたもの。 

※上記の表は環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.htmli） 
のうち、令和 7 年12 月末現在の掲載情報を参考に取りまとめたもの。 
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4 産業活動に伴う環境や物 

（1）港湾区域内海水 

 放射性セシウム（Bq/L） 
備考 

令和 7 年度（R7.12.31 現在） 

最小値 
不検出 

平成 23 年度から測定してお
り、結果は全て不検出。 

 
最大値 

測定点/頻度 3 箇所/月 1 回 

採取場所 仙台塩釜港仙台港区、同塩釜港区及び同

石巻港区 

測定機関 宮城県保健環境センター 

分析装置 ゲルマニウム半導体検出器 

 

 

（2）下水汚泥 

 放射性セシウム（Bq/kg） 
備考 令和 7 年度 

（R7.12.31 現在） 

平成 23～令和 6 年度

（過去の最大値） 

最小値 不検出  過去の最大値は仙塩

浄化センターで採取し

たもの（平成 23 年 12

月 20 日採取） 

 

最大値 不検出 725 

測定点/頻度 7 箇所/年 2 回 

（平成 23～26 年度：7 箇所/月 1 回） 

(平成 27 年度：7 箇所/年 4 回) 

採取場所 
県内各浄化センター(多賀城市、岩沼市、大崎市、

大和町、石巻市(2 箇所）、登米市) 

測定機関 外部機関 

分析装置 ゲルマニウム半導体検出器 

 

 

（3）工業用水 

 放射性セシウム（Bq/L） 
備考 

令和 7 年度（R7.12.31 現在） 

最小値 
不検出 

平成 23 年度から測定してお

り、結果は全て不検出。 最大値 

測定点/頻度 3 箇所/年 4 回 

採取場所 
県内工業用水道配水池（仙台市、名取市

及び加美町） 

測定機関 宮城県保健環境センター 

分析装置 ゲルマニウム半導体検出器 

 

 

 

 

 



－ 206 － － 207 － 
 

（4）浄水発生土※ 

 放射性セシウム（Bq/kg） 

備考 令和 7 年度 

（R7.12.31 現在） 

平成 23～令和 6 年度

（過去の最大値） 

最小値 不検出  過去の最大値は平成

23 年 5 月 30 日に南部

山浄水場（白石市）で

採取したもの。 

 

令和 6 年度の最大値

は 10 月 18 日に南部

山浄水場（白石市）で

採取したもの。 

最大値 24 31,976 

測定点/頻度 4 箇所/月 1～2 回（県測定分のみの頻度） 

採取場所 県内各浄水場 

測定機関 宮城県保健環境センター 

分析装置 ゲルマニウム半導体検出器 

     ※県測定分を参考として掲載 
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31.放射線・放射能に関する各種基準等 

 
令和 7年 10月末現在 

○食品中の放射性物質に関する基準値（食品衛生法）平成24年 4月 1日から施行 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム 
（セシウム 134及び 137） 

飲料水 10 

牛乳 50 

乳児用食品 50 

一般食品 100 

※放射性ストロンチウム及びプルトニウム等を含めて基準値を設定 
※経過措置により米及び牛肉は平成24年 9月 30日まで、大豆は平成24年 12月31日まで暫定規制値
を適用。 
※経過措置により暫定規制値が適用される期間内に製造・加工された食品は、賞味期限まで流通が認め
られる。 
 

○（参考）食品中の放射性物質に関する暫定規制値（食品衛生法）平成24年 3月 31日まで 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性ヨウ素 
（ヨウ素131） 

飲料水＊ 
300 

牛乳*・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く） 
2,000 

魚介類 

放射性セシウム 
（セシウム 134及び 137） 

飲料水 
200 

牛乳・乳製品 

野菜類 

500 穀類 

肉・卵・魚その他 

＊食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値は100Bq／kg 
 

○肥料及び飼料中の放射性物質に関する暫定許容値 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム 
（セシウム 134及び 137） 

肥料・土壌改良資材・培土・家畜用敷料*1 400 

牛・馬用飼料*2 100 

豚用飼料*3 80 

家きん用飼料*3 160 

養殖魚用飼料*4 40 

*1製品重量で400Bq/kg を超える敷料であっても以下の場合は使用可能 
  ・1000Bq/kg（製品重量）※を超える敷料であって、当該敷料を用いて生産される堆肥の放射性セシウム

含有量が400Bq/kg（製品重量）を超えない場合（稲わらや乾牧草等の粗飼料を牛や馬の敷料として使
用する場合を除く）。 

   ※考え方については農林水産省ホームページを参照する 
  ・牛の敷料として、牛用敷料の暫定許容量である 100Bq/kg（水分含有量8割ベース）を超えない粗飼料

を使用する場合。 
  ・馬の敷料として、馬用敷料の暫定許容量である 100Bq/kg（水分含有量8割ベース）を超えない粗飼料

を使用する場合。 
*2粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量。 
*3製品重量。ただし粗飼料は水分含有量8割ベース。 
*4製品重量 
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31.放射線・放射能に関する各種基準等 

 
令和 7年 10月末現在 

○食品中の放射性物質に関する基準値（食品衛生法）平成24年 4月 1日から施行 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム 
（セシウム 134及び 137） 

飲料水 10 

牛乳 50 

乳児用食品 50 

一般食品 100 

※放射性ストロンチウム及びプルトニウム等を含めて基準値を設定 
※経過措置により米及び牛肉は平成24年 9月 30日まで、大豆は平成24年 12月31日まで暫定規制値
を適用。 
※経過措置により暫定規制値が適用される期間内に製造・加工された食品は、賞味期限まで流通が認め
られる。 
 

○（参考）食品中の放射性物質に関する暫定規制値（食品衛生法）平成24年 3月 31日まで 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性ヨウ素 
（ヨウ素131） 

飲料水＊ 
300 

牛乳*・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く） 
2,000 

魚介類 

放射性セシウム 
（セシウム 134及び 137） 

飲料水 
200 

牛乳・乳製品 

野菜類 

500 穀類 

肉・卵・魚その他 

＊食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値は100Bq／kg 
 

○肥料及び飼料中の放射性物質に関する暫定許容値 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム 
（セシウム 134及び 137） 

肥料・土壌改良資材・培土・家畜用敷料*1 400 

牛・馬用飼料*2 100 

豚用飼料*3 80 

家きん用飼料*3 160 

養殖魚用飼料*4 40 

*1製品重量で400Bq/kg を超える敷料であっても以下の場合は使用可能 
  ・1000Bq/kg（製品重量）※を超える敷料であって、当該敷料を用いて生産される堆肥の放射性セシウム

含有量が400Bq/kg（製品重量）を超えない場合（稲わらや乾牧草等の粗飼料を牛や馬の敷料として使
用する場合を除く）。 

   ※考え方については農林水産省ホームページを参照する 
  ・牛の敷料として、牛用敷料の暫定許容量である 100Bq/kg（水分含有量8割ベース）を超えない粗飼料

を使用する場合。 
  ・馬の敷料として、馬用敷料の暫定許容量である 100Bq/kg（水分含有量8割ベース）を超えない粗飼料

を使用する場合。 
*2粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量。 
*3製品重量。ただし粗飼料は水分含有量8割ベース。 
*4製品重量 

 

 

 

（参考）米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを飼料等に利用する場合の取扱い 

副産物対象地域 対象地域 管理に用いるデータ 

米ぬか 玄米の検査対 
象17都県 

① 米ぬかの放射性セシウム濃度推計値（精米に用
いた玄米の放射性セシウム濃度×加工係数8） 

② 米ぬかの放射性セシウム濃度実測値 
脱脂ぬか 玄米の検査対象17都県 脱脂ぬかの放射性セシウム濃度実測値 
ふすま、麦ぬか 玄麦の検査対象17都県 ① ふすま、麦ぬかの放射性セシウム濃度推計値

（製粉、精麦に用いた玄麦の放射性セシウム濃
度×加工係数3） 

② ふすま、麦ぬかの放射性セシウム濃度実測値 

(参考)稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合の取扱い 

副産物 対象地域 利用の判断に用いるデータ 
稲わら 調査対象17都県 飼料用稲わらの放射性セシウム濃度の（水分含有量

を製品重量ベースに換算） 
麦わら 
 

夏作飼料作物の調査対
象8県 

飼料用麦わらの放射性セシウム濃度（水分含有量を
製品重量ベースに換算） 

もみがら 玄米の検査対象17都県 ①みがらの放射性セシウム濃度推計値（玄米 
の放射性セシウム濃度×加工係数3） 

②もみがらの放射性セシウム濃度実測値 
もみがらくん炭 
 

玄米の検査対象17都県 ①もみがらくん炭の放射性セシウム濃度推計値 
くん炭（玄米の放射性セシウム濃度×加工係数10） 

②もみがらくん炭の放射性セシウム濃度実測値 
 

○汚泥肥料中の放射性物質に関する暫定許容値（汚泥肥料は農家向け） 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137） 汚泥肥料 200 

原則：原料汚泥中の放射性Cs濃度が200 Bq/kg 以下の場合は汚泥肥料の原料として使用できる。 
特例：原料汚泥の放射性Cs濃度が施用する農地土壌以下であり、かつ 1000 Bq/kg 以下であれば汚泥
肥料の原料として使用できる。 
 

○環境省が定める一般廃棄物最終処分場（管理型最終処分場）に埋立処分できる基準値 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム 
（セシウム 134 及びセシウム 137） 

埋立処分 8,000 

方針中の処分方法に従った埋立処分 100,000 
 

○水浴場の放射性物質に関する目安値 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137） 水浴場の水 10 
 

○調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム 
（セシウム 134 及びセシウム 137） 

薪（乾重量） 40 

木炭（乾重量） 280 
 
○きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値 

 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 

放射性セシウム 
（セシウム 134 及びセシウム 137） 

きのこ原木及びほだ木（乾重量） 50 

菌床用培地及び菌床（乾重量） 200 

経過措置対象：きのこ原木及びほだ木の前指標値（50Bq/kg を超え、150Bq/kg 以下のもの。） 
経過措置の対象きのこ原木等を使用するきのこ生産者が所在する都道府県が、発生したきのこの放射
性物質検査を行い、当該きのこが食品の基準値を超えないことを出荷前に確認することを条件として、
自県内での使用に限り可能とする。 
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32.宮城県内の除染の実施状況（令和７年 12 月末現在※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※県内の除染は平成 28 年度末(平成 29 年 3 月)で完了した。 

施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合

予定数 19 38 3 1,942 16,990 0 0

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 - 0 -

除染終了 19 (100%) 38 (100%) 3 (100%) 1,942 (100%) 16,990 (100%) 0 - 0 -

予定数 26 59 150 732 26,120 0 313,386

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 - 0 (0%)

除染終了 26 (100%) 59 (100%) 150 (100%) 732 (100%) 26,120 (100%) 0 - 313,386 (100%)

予定数 16 20 114 1,535 204,800 0 0

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 - 0 -

除染終了 16 (100%) 20 (100%) 114 (100%) 1,535 (100%) 204,800 (100%) 0 - 0 -

予定数 4 0 0 0 0 0 0

うち 発注済 0 (0%) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

除染終了 4 (100%) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

予定数 1 10

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%)

除染終了 1 (100%) 10 (100%)

予定数 17 12 156 4,536 30,000 2,104,107 494,800

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

除染終了 17 (100%) 12 (100%) 156 (100%) 4,536 (100%) 30,000 (100%) 2,104,107 (100%) 494,800 (100%)

予定数 3

うち 発注済 0 (0%)

除染終了 3 (100%)

予定数 5 9 9 1,493 172,121 0 0

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 - 0 -

除染終了 5 (100%) 9 (100%) 9 (100%) 1,493 (100%) 172,121 (100%) 0 - 0 -

予定数 7 1 2 0 4,890 0 0

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 - 0 (0%) 0 - 0 -

除染終了 7 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 0 - 4,890 (100%) 0 - 0 -

予定数 0 1 0 2 10,380 0 0

その他 うち 発注済 0 - 0 (0%) 0 - 0 (0%) 0 (0%) 0 - 0 -

除染終了 0 - 1 (100%) 0 - 2 (100%) 10,380 (100%) 0 - 0 -

予定数 95 153 434 10,240 465,301 2,104,107 808,186

うち 発注済 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

除染終了 95 (100%) 153 (100%) 434 (100%) 10,240 (100%) 465,301 (100%) 2,104,107 (100%) 808,186 (100%)

宮城県

合計

大河原町

除染実施計画に位置付けた全施設の除染が終了。
今後は，学校・公園等，子どもの生活環境を中心に，町内のモニタリングを継続して
実施する。

丸森町

亘理町

除染実施計画に位置付けた全施設の除染が終了。
３施設のうち２施設は，詳細測定の結果施設の平均空間線量が0.23μSv/hを下回って

いることが確認されたため，除染を実施しないこととした。
今後は，学校・公園等，子どもの生活環境を中心に，町内のモニタリングを継続して
実施する。

山元町

農地・牧草地（㎡）

白石市

角田市

栗原市

七ヶ宿町

除染対象（単位）

学校・保育園（施設） 公園・スポーツ施設（施設） その他公共・民有施設（施設） 住宅（戸） 道路（ｍ） 森林（㎡）

令和 3 年 3 月に除染重点地域の指定が解除された。 
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33．民間団体等の損害賠償請求支援 説明会・相談会等開催実績 

年度 日程等 対象者 内容 参加者 

H23 東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議損害賠償請求ワーキンググルー

プ研修会 

H24.2.20（木） 

パレス宮城野  

大会議室 

「はぎの間」 

 みやぎ県民会議

構成団体及びそ

の傘下会員等 

 庁内関係各課 

① 民間団体における被害状況

調査の取りまとめ結果につい

て 

    （原子力安全対策課） 

② 原発事故損害賠償について 

   （仙台弁護士会） 

③ ＪＡグループにおける損害賠

償請求の取り組みについて 

（宮城県農業協同組合中央

会） 

団体等：80 人

庁 内：15 人

H24 
東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議損害賠償請求ワーキンググルー

プ「中小乳業原発事故損害対策協議会」研修会 

 

H24.9.27（木） 

県行政庁舎 

1101 会議室 

 宮城県中小乳

業原発事故損

害対策協議会

会員等 

 庁内関係各課 

損害賠償請求に関する様々な方

法について      

（仙台弁護士会） 

団体等：5 人 

庁 内：4 人 

H25 農林水産物の加工業、食品製造業及び流通業等の風評被害に関する損害賠償説明会 

H25.5.9（木） 

県大河原合同庁舎

大会議室 

宮 城 県 内 の 農 林 水

産物の加工業者、食

品 製 造 業 者 及 び 流

通業者等 

＜説明会＞ 

① 中間指針第三次追補と損害

賠償請求に関する総括説明 

（原子力安全対策課） 

② 東京電力による損害賠償基

準、請求手続き等の説明 

（東京電力東北補償相談セン

ター） 

＜個別相談会＞ 

説明会終了後に、東京電力東

北補償相談センターによる個別

相談会を実施。 

説明会 17 人

相談会 5 人 

H25.5.13（月） 

県大崎合同庁舎大

会議室（午前・午後

開催） 

説明会 21 人

相談会 12 人 

H25.5.15（水） 

県栗原合同庁舎第

一会議室 

説明会 11 人

相談会 5 人 

 
年度 日程等 対象者 内容 参加者 

H25 H25.5.16（木） 

県石巻合同庁舎大

会議室（午前・午後

開催） 

宮 城 県 内 の 農

林 水 産 物 の 加

工業者、食品製

造業者及び流通

業者等 

＜説明会＞ 

① 中間指針第三次追補と損害賠償

請求に関する総括説明 

（原子力安全対策課） 

② 東京電力による損害賠償基準、

請求手続き等の説明 

（東京電力東北補償相談センター） 

＜個別相談会＞ 

説明会 24 人

相談会 10 人 

H25.5.21（火） 

県仙台合同庁舎

1001 会議室（午前・

午後開催） 

説明会 37 人

相談会 17 人
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H25.5.22（水） 

県登米合同庁舎

501 会議室（午前・

午後開催） 

説明会終了後に、東京電力 東北補

償相談センターによる個別相談会を

実施。 

説明会 11 人

相談会 5 人 

H25.5.23（木） 

県気仙沼合同庁舎

大会議室（午前・午

後開催） 

説明会 34 人

相談会 14 人

参加者合計 研修会 155 人  相談会 68 人 

福島原発事故に伴う損害賠償請求研修会・セミナー及び個別相談会 

H25.11.6（水） 

県大崎合同庁舎大

会議室 

宮城県内の個

人、法人・個人事

業者、自治体担

当者等 

＜研修会＞ 

① 東京電力に対する損害賠償請求

について（仙台弁護士会） 

② 和解の仲介の申立て等について 

（ 原 子 力 損 害 賠 償 紛 争 解 決 センタ

ー） 

＜個別相談会＞ 

研修会終了後に、仙台弁護士会、原

子力損害賠償紛争解決センターによ

る個別相談会を実施。 

研修会 22 人

相談会 16 人

H25.11.14（木） 

県仙台合同庁舎

1001 会議室 

研修会 23 人 

相談会 14 人

H25.11.18（月） 

県大河原合同庁舎

大会議室 

研修会 18 人

相談会 14 人

H25.12.13（金） 

県登米合同庁舎

501 会議室 

＜セミナー＞ 
東京電力に対する損害賠償請求に
ついて 
（仙台弁護士会） 
＜個別相談会＞ 
セミナー終了後に、仙台弁護士会に
よる個別相談会を実施。 

セミナー21 人

相談会 9 人 

 H25.12.16（月） 

県気仙沼合同庁舎

大会議室 

セミナー10 人

相談会 6 人 

年度 日程等 対象者 内容 参加者 

H25 H25.12.17（火） 

県石巻合同庁舎大

会議室 

宮 城 県 内 の 個

人、法人・個人事

業 者 、 自 治 体 担

当者等 

＜セミナー＞ 

東京電力に対する損害賠償請求に

ついて（仙台弁護士会） 

＜個別相談会＞ 

セミナー終了後に、仙台弁護士会に

よる個別相談会を実施。 

セミナー20 人

相談会 9 人 

H25.12.20（金） 

県栗原合同庁舎第

一会議室 

セミナー11 人

相談会 8 人 

参加者合計 研修会 125 人 相談会 76 人 

H26 福島第一原子力発電所事故に伴う被害を受けた県民の方々を対象とする損害賠償説明会 

H26.7.14（月） 

県石巻合同庁舎 5

階大会議室 
宮城県内の個

人、法人・個人事

業者等 

＜説明会＞ 

東京電力による損害賠償請求手続

き等についての説明 

（東京電力東北補償相談センター） 

 

＜個別相談会＞ 

説明会終了後に、東京電力東北補

償相談センターによる個別相談会を

実施。 

説明会 6 人 

相談会 2 人 

H26.7.16（水） 

県栗原合同庁舎 3

階大会議室 

説明会 2 人 

相談会 2 人 

H26.7.22（火） 

県大河原合同庁舎

説明会 13 人

相談会 12 人
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4 階大会議室  

H26.7.24（水） 

県登米合同庁舎

501 会議室 

説明会 3 人 

相談会 2 人 

H26.7.30（水） 

県仙台合同庁舎

1001 会議室 

説明会 2 人 

相談会 2 人 

H26.8.1（金） 

県気仙沼合同庁舎

2 階大会議室 

説明会 4 人 

相談会 3 人 

H26.8.5（火） 

県大崎合同庁舎 1

階大会議室 

説明会 2 人 

相談会 2 人 

参加者合計 研修会 32 人  相談会 25 人 

年度 日程等 対象者 内容 参加者 

H26 福島原発事故に伴う損害賠償請求研修会及び個別相談会 

H26.9.17（水） 

県大河原合同庁舎

4 階大会議室 

宮 城 県 内 の 個

人、法人・個人事

業者等 

＜研修会＞ 

① 東京電力に対する損害賠償請求 

について（仙台弁護士会） 

②和解の仲介の申立て等について 

（原子力損害賠償紛争解決センタ

ー・仙台弁護士会） 

＜個別相談会＞ 

研修会終了後に、仙台弁護士会、原

子力損害賠償紛争解決ｾﾝﾀｰによる

個別相談会を実施 

研修会 28 人

相談会 16 人

H26.9.19（金） 

県大崎合同庁舎 1

階大会議室 

研修会 15 人

相談会 13 人

H26.11.27（木） 

県仙台合同庁舎

1001 会議室 

研修会 8 人 

相談会 8 人 

H26.10.23（木） 

県石巻合同庁舎 5

階大会議室 

＜研修会＞ 

東京電力に対する損害賠償請求及

び和解仲介について 

（仙台弁護士会） 

＜個別相談会＞ 

研修会終了後に、仙台弁護士会によ

る個別相談会を実施。 

研修会 10 人

相談会 5 人 

H26.10.29（水） 

県栗原合同庁舎 3

階第一会議室 

研修会 6 人 

相談会 3 人 

 H26.11.5（水） 

県気仙沼合同庁舎

2 階大会議室 

研修会 4 人 

相談会 2 人 

H26.11.11（火） 

県登米合同庁舎

501 会議室 

研修会 3 人 

相談会 2 人 

 

 

 

 

参加者合計 研修会 74 人  相談会 49 人 
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H27 

 

福島原発事故に伴う損害賠償請求研修会及び個別相談会 

H27.8.5（水） 

県仙台合同庁舎 

1101 会議室 

宮城県内の個

人、法人・個人

事業者等 

＜研修会＞ 

① 原発事故による損害賠償請求に 

ついて（仙台弁護士会） 

② 和解の仲介の申し立て等につい 

て（原子力損害賠償紛争解決センタ

ー） 

＜個別相談会＞ 

研修会終了後に、仙台弁護士会によ

る個別相談会を実施。 

研修会 3 人 

相談会 2 人 

 

 

 

 

 

 

 

年度 日程等 対象者 内容 参加者 

H27 H27.11.19（木） 

白石市中央公民館 

第 2 研修室 

宮城県内の個 

人、法人・個人 

事業者等 

＜研修会＞ 

➀ 原発事故による損害賠償請求に

ついて 

（仙台弁護士会） 

➁ 和解の仲介の申し立て等につい

て 

（県原子力安全対策課） 

 

＜個別相談会＞ 

研修会終了後に、仙台弁護士会によ

る個別相談会を実施。 

研修会 1 人 

相談会 1 人 

H27.7.14（火） 

県大河原合同庁舎

付属棟 3 階入札室 

研修会 1 人 

相談会 0 人 

H27.7.22（水） 

県大崎合同庁舎

501 会議室 

研修会８人 

相談会 5 人 

H27.7.23（木） 

県石巻合同庁舎仮

設会議室 003 

研修会４人 

相談会 3 人 

H27.7.29（水） 

県気仙沼合同庁舎

2 階大会議室 

研修会 2 人 

相談会 0 人 

H27.10.14（水） 

県大河原合同庁舎

付属棟 3 階入札室 

研修会 1 人 

相談会 1 人 

H27.10.22（木） 

県仙台合同庁舎 

1101 会議室 

研修会３人 

相談会 2 人 

H27.11.26（木） 

丸森まちづくりセン

ター 大集会室 

研修会１人 

相談会１人 

H27.11.25（水） 

築館農村環境改善

センター1 階多目的

ホール 

研修会３人 

相談会３人 

 参加者合計 研修会 2７人  相談会 18 人 
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年度 日程等 対象者 内容 参加者 

H28 福島原発事故による損害賠償についての説明会及び個別無料相談会 

H28.7.13（水） 

県石巻合同庁舎仮設会

議室 003 

宮城県内の個

人、法人・個人事

業者等 

＜説明会＞ 

原発事故による損害賠償の概

要及び和解仲介の申し立て等

について 

（県原子力安全対策課） 

 

＜個別無料相談会＞ 

説明会終了後に、仙台弁護士

会による個別無料相談会を実

施。 

 

 

 

説明会 1 人

相談会 0 人

H28.7.20（水） 

県大崎合同庁舎 5 階

502 会議室 

説明会 5 人

相談会 4 人

H28.7.23（土） 

県大河原合同庁舎 2 階

201 会議室 

説明会７人 

相談会７人 

H28.7.26（火） 

県気仙沼合同庁舎 2 階

大会議室 

説明会 1 人

相談会 0 人

H28.7.28（木） 

県仙台合同庁舎 10 階

1001 会議室 

説明会 8 人

相談会 4 人

H28.10.20（木） 

登米市迫町公民館 2 階

軽運動場 

説明会 0 人

相談会 0 人

H28.10.21（金） 

女川町まちなか交流館

1 階ホール 

説明会 0 人

相談会 0 人

H28.10.22（土） 

角田市市民センター 

第 203 会議室 

説明会 4 人

相談会 3 人

参加者合計 説明会 26 人  相談会 18 人 

 

年度 日程等 対象者 内容 参加者 

H29 福島原発事故による損害賠償についての説明会及び個別無料相談会 

H29.9.24（日） 

山元町坂元地域交流セ

ンター会議室２ 

宮城県内の 

個人、法人・個

人事業者等 

＜説明会＞ 

原発事故による損害賠償の概

要及び和解仲介の申し立て等

について 

（県原子力安全対策課） 

 

＜個別無料相談会＞ 

説明会終了後に、仙台弁護士

会による個別無料相談会を実

施。 

説明会 1 人

相談会 1 人

H29.9.30（土） 

東松島市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ２

階会議室 

説明会 1 人

相談会 0 人

H29.10.7（土） 

県石巻合同庁舎会議室 

説明会 2 人

相談会 2 人

H29.10.8（日） 

県大崎合同庁舎会議室 

説明会 1 人

相談会 0 人

H29.10.14（土） 

県大河原合同庁舎別館

１階第一会議室  

説明会 0 人

相談会 1 人

参加者合計 説明会 5 人  相談会 4 人 
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H30 福島原発事故による損害賠償についての個別無料相談会 

H30.10.3（水） 

県気仙沼合同庁舎５階 

５０３会議室 

宮城県内の個

人、法人・個人

事業者等 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士会

による個別無料相談会を実施。 

 

（※）10 月 9 日の石巻、10 月

11、18 日の県庁、10 月 17、25

日の大河原会場は、事前申し

込みがなかったため、開催を中

止した。 

相談会 1 人

H30.10.9（火） 

県石巻合同庁舎２階 

２０２会議室 

相談会 1 人

H30.10.16（火） 

県大崎合同庁舎１階 

大会議室 

相談会３人 

H30.10.24（水） 

県大崎合同庁舎５階 

５０４会議室  

相談会２人 

参加者合計  相談会７人 

R 元 福島原発事故による損害賠償についての個別無料相談会 

R 元.10.9（水） 

県大河原合同庁舎別館

１階第一会議室  

宮城県内の個

人、法人・個人

事業者等 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士会

による個別無料相談会を実施。 

 

（※）10 月３日の気仙沼、10 月

７日の県庁、10 月 15、17 日の

石巻会場は、事前申し込みが

なかったため、開催を中止した。 

 

 

 

相談会３人 

R 元.10.10（木） 

県大河原合同庁舎別館

１階第一会議室  

相談会 1 人

R 元.10.11（金） 

県庁 10 階 1002 会議室 

相談会 1 人

R 元.10.23（水） 

県大崎合同庁舎５階５０

１会議室  

相談会３人 

R 元.10.24（木） 

県大崎合同庁舎１階大

会議室  

相談会３人 

参加者合計  相談会 11 人 

R2 福島原発事故による損害賠償についての個別無料相談会 

R2.10.14（水） 

県大河原合同庁舎別館

１階第一会議室  
宮城県内の個

人、法人・個人

事業者等 

 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士会

による個別無料相談会を実施。 

（※）大河原以外の仙台、大

崎、石巻、気仙沼の４会場は、

事前申し込みがなかったため、

開催を中止した。 

相談会２人 

R2.10.21（水） 

県大河原合同庁舎別館

１階第一会議室  

相談会 1 人

参加者合計  相談会３人 
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R3 福島原発事故による損害賠償についての個別無料相談会 

R3.11.25（水） 

県仙台合同庁舎６階 601

会議室 

宮城県内の個

人、法人・個人

事業者等 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士会

による個別無料相談会を実施。 

（※）仙台以外の大河原、石

巻、気仙沼の３会場は、事前申

し込みがなかったため、開催を

中止した。 

相談会１人 

参加者合計  相談会１人 

R4 福島原発事故による損害賠償についての個別無料相談会 

R4.12.6（火） 

県仙台合同庁舎６階 601

会議室 

宮城県内の個

人、法人・個人

事業者等 

 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士会

による個別無料相談会を実施。 

（※）仙台以外の大河原、大

崎、石巻、気仙沼の３会場は、

事前申し込みがなかったため、

開催を中止した。 

相談会 2 人

参加者合計  相談会 2 人 

R５ 処理水の海洋放出に関する損害賠償請求説明会・個別相談会 

R5.10.27（金） 

県仙台合同庁舎１０階 

1001・1002 会議室  

宮城県内の法

人・個人事業

者、市町村、関

係団体担当者

等 

＜説明会＞ 

原発事故による損害賠償請求

について 

 

（東京電力 HD） 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士

会、東京電力 HD による個別相

談会を実施。 

 

 

 

 

 

説明会 

22 人 

相談会３人 

R5.10.31（火） 

県石巻合同庁舎１階 

大会議室  

説明会 

18 人 

相談会４人 

R5.11. 9（木） 

R5.10.31（火） 

県気仙沼合同庁舎１階 

大会議室 

説明会 

25 人 

相談会５人 

R5.11.15（水） 

県大河原合同庁舎別館

２階第二会議室  

説明会４人 

相談会０人 

R5.11.22（水） 

県大崎合同庁舎 5 階 

501 会議室  

説明会４人 

相談会１人 

参加者合計  説明会 73 人 相談会 13 人 

R６ 処理水の海洋放出に関する損害賠償請求説明会・個別相談会 

R6.7.23（火） 

県石巻合同庁舎１階 

大会議室  
宮城県内の法

人・個人事業

者、市町村、関

係団体担当者

等 

＜説明会＞ 

原発事故による損害賠償請求

について 

 

（東京電力 HD） 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士

会、東京電力 HD による個別相

説明会８人 

相談会３人 

R6.8.8（木） 

県気仙沼合同庁舎１階 

大会議室  

説明会５人 

相談会３人 

R6.8.23（金） 
説明会２人 
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県仙台合同庁舎１０階 

1001・1002 会議室  

談会を実施。 相談会１人 

参加者合計  説明会 15 人 相談会７人 

Ｒ７ 福島第一原子力発電所事故の損害賠償に関する個別相談会 

R7.7.25（金） 

県仙台合同庁舎２階 

201・202 会議室  

宮城県内の法

人・個人事業

者、市町村、関

係団体担当者

等 

＜個別無料相談会＞ 

事前予約制とし、仙台弁護士

会、東京電力 HD による個別相

談会を実施。 

相談会 

１人 

（１件） 

R7.7.29（火） 

県大崎合同庁舎５階 

503・505 会議室 

相談会０人 

当日キャンセル 

R7.8.19（火） 

県石巻合同庁舎２階 

201・202 会議室  

相談会１人 

（１件） 

R7.8.22（金） 

県大河原合同庁舎３階

入札室・301 会議  

相談会２人 

（１件） 

R7.8.26（火） 

県気仙沼合同庁舎５階 

503・504 会議室 

相談会１人 

（１件） 

参加者合計  相談会５人（４件） 
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34.放射線・放射能の電話相談窓口の状況 

  
 

 

▼ 電話相談窓口のこれまでの経緯 
日時 内容 

Ｈ23．3．16  「福島第一原発事故に関する相談窓口」を開設 

（受付時間：午前 9 時～午後 5 時 電話番号：022－211－3323） 

 県庁 1 階「県民相談室」隣において 3 回線の電話回線で対応（土日祝日を含

む） 

 原子力安全対策課職員 2～3 名、東北大学病院医師 1 名及び放射線技師

会 1 名で対応。 

Ｈ23．4．27 東北大学病院の医師派遣（ボランティア）が終了 

Ｈ23．7．1  放射線技師会からの相談対応者派遣（ボランティア）が終了 

 名称を「放射線・放射能の電話相談」に変更 

 相談対応職員を 2 名に減らし、電話回線も 2 回線に減少。 

Ｈ23．8．8 環境政策課、環境対策課及び薬務課に相談対応職員のローテーションで応援 

Ｈ23．9．1 委託により大学病院から職員 1 名を派遣 

Ｈ23．9．12 相談対応職員を食と暮らしの安全推進課及び原子力安全対策課で対応 

Ｈ23．9．30 土日祝日の電話相談窓口を廃止 

Ｈ23．12．1 委託先の東北大学病院からの職員派遣を終了 

Ｈ24．1．4 相談窓口を原子力安全対策課の執務室内に移動し、同課職員が対応。 

Ｈ26．4．1 専用電話の他、問合せ先として原子力安全対策課放射性物質汚染対策班の番

号「022－211－2341」を使用。 

Ｈ27．4．1  専用電話番号廃止 

 電話番号を原子力安全対策課事故被害対策班の番号「022－211－2340」に

変更し、通常業務として対応。 
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H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

年
間
相
談
件
数
（
件
）

（年度）

年間相談件数

▲ 電話相談窓口の受理件数の推移（平成 23 年 3 月 16 日～令和 7 年 12 月 31 日） 
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35.放射線・放射能に関する講話の講師派遣実績 

1 出前講座実施状況 

 

 

2 地域別講座実施状況（令和7年 12月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 申込者別実施状況（令和7年 12月末現在） 

業界 

（企業・業界団体等） 

行政 

（市町村等） 

地域 

（町内会等） 
合計 

33 23 44 ９９ 

 
4 講座人数規模別実施状況（令和6年 12月末現在） 

0～30 人 31～100 人 101 人～  合計 

48 38 13 99 

 

59

11 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2,761 

656 

22 67 0 0 0 20 0 
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

20

40

60

80
延
べ
実
施
人
数
（
人
）

実
施
団
体
数
（
件
）

実施団体数（件）

延べ実施人数（人）

※1平成23年 10月 1日から集計  ※2令和6年12月末までの集計 

※2※1 

※1

白石市   １ 
角田市   １ 
七ヶ宿   １ 
大河原町 ２ 
川崎町   １ 
丸森町   １ 

計 ７

仙台市 ４０
塩竈市   １ 
名取市   ４ 
多賀城市 ２ 
岩沼市   ２ 
松島町   ２ 
大和町   ５ 
大郷町   １ 
大衡村   ２ 
  計  ５９ 

石巻市  １０
東松島市 ２ 
   計 １２ 

気仙沼市 ４ 
   計 ４ 

登米市 ２
  計 ２ 

大崎市 ５ 
加美町 ２ 
美里町 ５ 
 計 １２ 

栗原市 ３ 
  計 ３ 

合計 ９９ 
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36.放射線・放射能・原子力に関するセミナー開催実績 

 

年度 場所 日程 内容 参加者 

H23 
仙台市戦災復興記念

館 記念ホール 

H24.3.28

（水） 

1 セミナー 

放射性物質が及ぼす影響とその

対応（90 分） 

＜講師＞ 

東北大学大学院工学研究科量子

エネルギー工学専攻 

教授 石井 慶造 氏 

 

2 相談会 

セミナー終了後、宮城県放射線

技師会で相談会を開催。 

 

セミナー：61 名 

相談会： 5 名 

栗原市若柳総合文化

センター 大ホール 

H24.3.29

（木） 

 

セミナー：122 名 

相 談 会： 9 名 

白石市文化体育活動

センター(ホワイトキュー

ブ)コンサートホール 

H24.3.30

（金） 

 

セミナー：125 名 

相 談 会： 12 名

セミナー参加者合計：308 名 相談会参加者合計：26 名 

H24 気仙沼市民会館  

中ホール 

H25.1.10

（木） 

1 セミナー 

①線量被ばくの身体的影響につい

て（60 分） 

＜講師＞ 

東北放射線科学センター理事長 

坂本  澄彦 氏 

（※大崎・登米・多賀城会場） 

一般財団法人杜の都産業保健会

理事長  

山田  章吾 氏 

（※気仙沼・石巻・栗原・白石会場） 

②食品と放射能 Q＆A（40 分） 

＜講師＞ 

消費者庁消費者安全課 企画官 

金田 直樹 氏 
 

2 相談会 

セミナー終了後、宮城県放射線

技師会で相談会を開催。 
 

3 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器による食品放射能

測定結果の解説 

セミナー：31 名 

相談会： 4 名 

大崎生涯学習センター

(パレットおおさき) 

多目的ホール 

H25.1.17

（木） 

セミナー：45 名 

相 談 会： 4 名 

石巻市河北総合センタ

ー(ビックバン)文化交流

ホール 

H25.1.24

（木） 

セミナー：45 名 

相 談 会： 5 名 

エポカ 21 清流の間 
H25.1.31

（木） 

セミナー：92 名 

相 談 会： 5 名 

登米祝祭劇場(水の里

ホール)大ホール 

H25.2.5

（火） 

セミナー：43 名 

相 談 会： 6 名 

白 石 市 文 化 体 育 活 動

センター(ホワイトキュー

ブ)コンサートホール 

H25.2.7

（木） 

セミナー：56 名 

相 談 会： 5 名 

多賀城市民会館  

小ホール 

H25.2.14

（木） 

セミナー：41 名 

相 談 会： 3 名 

セミナー参加者合計：353 名 相談会参加者合計：32 名 
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年度 場所 日程 内容 参加者 

H25 
栗原市エポカ 21  

清流の間 

H26.2.13

（木） 

1 セミナー 

内部被ばくの現状と今後注意す

べきこと（60 分） 

＜講師＞ 

東京大学医科学研究所 研究員 

南相馬市立総合病院 非常勤医 

相馬中央病院 非常勤医 

坪倉 正治 氏   
 

2 相談会 

セミナー終了後、宮城県放射線

技師会で相談会を開催。 
 

3 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器による食品放射能

測定結果の解説 

 

セミナー：52 名 

相談会： 3 名 

大河原町えずこホール 

平土間ホール 

H26.3.20

（木） 

 

セミナー：50 名 

相 談 会： 2 名 

仙台国際センター  

レセプションホール桜 2 

H26.3.27

（木） 

 

 

セミナー：55 名 

相 談 会： 7 名 

セミナー参加者合計：157 名 相談会参加者合計：12 名 

H26 

仙台国際センター  

レセプションホール桜 2 

H26.11.8

（土） 

1 セミナー 

内部被ばくの現状と今後注意す

べきこと～南相馬・相馬の検査

結果から～（60 分） 

＜講師＞ 

東京大学医科学研究所 研究員 

南相馬市立総合病院 非常勤医   

相馬中央病院 非常勤医 

ひらた中央病院 非常勤医 

坪倉 正治 氏   
 

2 相談会 

セミナー終了後、宮城県放射線

技師会で相談会を開催。 
 

3 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器による食品放射能

測定結果の解説 

セミナー：41 名 

相談会： 1 名 

セミナー参加者合計：41 名 相談会参加者合計：1 名 
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年度 場所 日程 内容 参加者 

H27 
県大河原合同庁舎 

201 会議室 

H27.12.5

（土） 

1 講演 

放射線の影響と健康に生きてい

くために（60 分） 

＜講師＞ 

ルイ・パストゥール医学研究センタ

ー 

 宇野 賀津子 氏   
 

2 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器の展示・解説 

セミナー：15 名 

 

県大崎合同庁舎 

501 会議室 

H28.1.22

（金） 

セミナー：31 名 

 

県庁みやぎ広報室 
H28.1.23

（土） 

セミナー：45 名 

 

セミナー参加者合計：91 名 

H28 
県石巻合同庁舎 

5 階大会議室 

H28.10.28

（金） 

1 講演 

放射線の影響と健康に生きてい

くために（60 分） 

＜講師＞ 

ルイ・パストゥール医学研究センタ

ー 

 宇野 賀津子 氏   
 

2 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器の展示・解説 

セミナー：47 名 

 

県庁みやぎ広報室 
H28.10.29

（土） 

セミナー：23 名 

 

県大河原合同庁舎 

4 階大会議室 

H28.11.12

（土） 

セミナー：13 名 

 

セミナー参加者合計：83 名 

H29 
県大崎合同庁舎 

1 階大会議室 

H30.1.14

（日） 

1 講演 

福島の事故を教訓に、放射線や

エネルギー教育の充実を 

～安全性と情報リテラシー～（90

分） 

 

＜講師＞ 

国立大学法人 弘前大学 

      日景 弥生 氏 

  

2 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器の展示・解説 

セミナー：20 名 

 

県大河原合同庁舎 

別館１階第一会議室 

H30.1.27

（土） 

セミナー：20 名 

 

県庁みやぎ広報室 
H30.1.28

(日) 

セミナー：32 名 

 

セミナー参加者合計：72 名 
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年度 場所 日程 内容 参加者 

H30 

県庁みやぎ広報室 
H30.11.18

（日） 

1 講演 

放射線・放射能を正しく知ろう！

～基礎知識と被ばく防護につい

て～（90 分） 

＜講師＞ 

国立大学法人 東北大学 

 千田 浩一 氏 

  

2 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器の展示・解説 

 

セミナー：42 名 

 

県大河原合同庁舎 

別館 2 階第二会議室 

H30.12.1

（土） 

セミナー：18 名 

 

県石巻合同庁舎 

2 階 201・202 会議室 

H31.1.29 

（火） 

セミナー：56 名 

 

県大崎合同庁舎 

1 階大会議室 

H31.2.5 

（火） 

セミナー：29 名 

 

セミナー参加者合計：145 名 

年度 場所 日程 内容 参加者 

R1 

 
県大河原合同庁舎 

別館 1 階第一会議室 

R1.12.13

（金） 

1 講演 

放射線のなぜなに 

－現状を知り、考えてみよう－

（90 分） 

＜講師＞ 

公益財団法人 

原子力安全研究協会理事長 

 杉浦 紳之 氏 

  

2 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器の展示・解説 

 

セミナー：21 名 

 

TKP 仙台 

カンファレンスセンター 

３階ホール３A 

R1.12.14

（土） 

セミナー：28 名 

 

県大崎合同庁舎 

別館１階大会議室 

R2.1.16 

（木） 

セミナー：49 名 

 

県石巻合同庁舎 

2 階 201・202 会議室 

R2.1.17 

（金） 

セミナー：38 名 

 

セミナー参加者合計：136 名 
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年度 場所 日程 内容 参加者 

R2 

 
TKP 仙台 

カンファレンスセンター 

R3.2.15 

（月） 

1 講演 

ウィズコロナから学ぶ放射線－

放射線・放射能とその共通点－

（90 分） 

＜講師＞ 

公益財団法人 

原子力安全研究協会理事長 

 杉浦 紳之 氏 

  

2 測定実演 

①霧箱による放射線の観察 

②放射能測定器の展示・解説 

 

セミナー：35 名 

 

ホテルグランドプラザ

浦島 

R2.1.16 

（火） 

セミナー：11 名 

 

セミナー参加者合計：46 名 

R5 東京エレクトロンホール

宮城 602 中会議室 

R5.10.23 

（月） 

１ 講演 

  放射線の基礎知識 

  (90 分) 

  ＜講師＞ 

  環境省 大臣官房環境保健部 

  放射線健康管理担当参事官室 

   西舘 広樹 担当官 

セミナー：36 名

石巻かわまち交流 

センター（かわべい） 

市民交流ホール 
R5.10.24 

（火） 

セミナー：45 名

セミナー参加者合計：81 名 
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原子力発電に関するセミナー開催実績 

 

年度 場所 日程 内容 参加者 

R６ 石巻市 

かわまち交流センター（かわ

べい）市民交流ホー 

R6.12.13

（金） 

１ 講演 

 「原子力に関する世界の潮流と安全

対策」 

（９０分） 

＜講師＞ 

東京科学大学ゼロカーボンエネルギ

ー研究所特任教授 

奈良林 直 氏 

29 名 

仙台市 

TKP ガーデンシティ

PREMIUM 仙台西口 

R6.12.14

（土） 
25 名 

セミナー参加者合計：54 名 

R7 

①東北大学 SRIS 研究棟１階 

アントレプレナーホール 

②3GeV 高輝度放射光施設

NanoTerasu（ナノテラス） 

R8.2.5 

（木） 

１ 講演 

 「原子力発電の仕組み、安全対策、核

燃料サイクル」 

 （９０分） 

 ＜講師＞ 

東北大学金属材料研究所 
附属量子エネルギー材料科学国際

研究センター研究部特任教授 

出光 一哉 氏 

 

２ 3GeV 高輝度放射光施 NanoTerasu

（ナノテラス）見学 

28 名 
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37.原子力年表
年 月日 主な出来事

昭和26年 5.1 東北配電株式会社、日本送電株式会社管轄の東北地方6県、新潟県が統合し、東北電力株式会社設立
(1954) 12.29 アメリカの高速増殖炉で世界初の原子力発電成功
昭和30年
（1955）

12.19 原子力基本法公布

昭和31年 1.1 原子力委員会発足
(1956) 10.26 国際原子力機関（ＩＡＥＡ)憲章に調印（原子力の日）
昭和32年 6.10 原子炉等規制法公布

(1957) 8.27 原子力研究所ＪＲＲ－１臨界（日本最初の原子の火）

昭和33年
（1958）

6.16 日米原子力協力協定調印

昭和36年
（1961）

6.17 原子力損害賠償法公布

昭和38年
（1963）

10.26 国内初の原子力発電（原研動力試験炉ＪＰＤＲ)

昭和39年 7.11 電気事業法公布
(1964) 7.31 原子力の日（10.26）制定

昭和41年
（1966）

7.25 国内初の商業原子力発電所営業運転（東海発電所）

昭和42年 4.17 県が「原子力発電所建設は女川が適地」と発表
(1967) 9.28 牡鹿町議会原子力発電所誘致決議

9.30 女川町議会原子力発電所誘致決議
10.5 女川・牡鹿両町、県及び東北電力へ誘致陳情

12.10 石巻地区市町長（１市９町）、県議会へ原子力発電所誘致を請願
12.23 県議会、誘致請願採択

昭和43年 1.5 東北電力、原子力発電所建設地に女川を決定
(1968) 2.22 女川町地権者、立入調査承諾

2.29 東北電力、現地調査開始
3.26 県開発公社と女川側地権者で土地買収基本協定に調印
6.5 雄勝町議会、県、東北電力に原子力発電所反対申し入れ

昭和44年 1.16 女川原発設置反対三町期成同盟会発足
(1969) 3.26 土地買収交渉基本協定調印

5.6 東北電力女川原子力調査所開設、調査工事着手
6.14 女川町漁協、原発立地反対決議
8.20 出島漁協、原発反対決議
9.22 反対三町期成同盟会、知事に反対陳情

11.25 女川町、女川町漁協関係者対象講演会を開催
昭和45年 3.25 東北電力と女川町が上水道共同取水協定を締結

(1970) 5.20 北上川水利使用許可（女川町との上水道共同取水）
5.29 国、第52回電源開発調整審議会へ女川原子力発電所計画を付議（45年度電源開発基本計画に組入れ公表）
10.7 江島漁協、総会で原発建設条件付賛成を決議

10.23 女川原発反対三町期成同盟会デモ（第１回）
12.10 国、女川町原子力発電所原子炉設置許可

昭和46年 1.27 女川原発反対三町期成同盟会デモ（第２回）
(1971) 2.5 牡鹿町寄磯漁協、原子力発電所建設計画了承覚書調印

2.18 牡鹿町鮫浦漁協、原子力発電所建設計画了承覚書調印
2.27 東北電力、建設準備事務所開設
3.28 女川原発反対三町期成同盟会デモ(第３回）
6.24 女川町議会原発反対２件、賛成１件の請願を受理、請願審査特別委員会で継続審議を決定
8.29 女川原発反対三町期成同盟会デモ(第４回）
12.2 水道工事竣工

12.27 牡鹿町前網漁協、原子力発電所建設に条件付賛成
昭和47年 4.16 女川原発反対三町期成同盟会デモ(第５回）

(1972) 7.11 県、原子力発電所建設説明会を女川町で開催
昭和48年 7.25 通産省資源エネルギー庁設置

(1973) 9.29 女川町議会請願審査特別委員会、反対請願を否決
10.3 女川町議会請願継続審査決定
10.6 第4次中東戦争勃発（第１次石油ショック）

10.14 女川原発反対三町期成同盟会デモ(第６回）
10.29 女川原発反対三町期成同盟会、県・東北電力に対し反対申し入れ
12.10 女川町五部浦地域開発協議会、県議会に原子力発電所推進を陳情
12.21 県議会、原子力発電所建設促進意見書を採択

昭和49年 1.9 県議会、原子力発電所建設促進意見書を内閣総理大臣等に提出
(1974) 2.20 牡鹿町東北電力、原子力発電所周辺地域住民の安全確保に関する覚書を締結

3.7 牡鹿町鮫浦漁協と東北電力、漁業補償金仮払い協定調印
4.27 女川町漁協塚浜支部組合員全員（71名）と東北電力、原子力発電所埋立工事に関する同意書に調印
5.15 女川町漁協横浦支部組合員全員（31名）と東北電力、原子力発電所埋立工事に関する同意書に調印

昭和49年 5.29 女川町漁協大石原支部組合員全員（８名）と東北電力、原子力発電所埋立工事に関する同意書に調印
(1974) 5.3 女川町漁協脇野々浜支部組合員全員（26名）と東北電力、原子力発電所埋立工事に関する同意書に調印

6.6 電源三法（発電用周辺地域整備法・電源開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法）公布
6.8 牡鹿町寄磯漁協と東北電力、漁業保証金仮払い協定調印

11.7 牡鹿町前網漁協と東北電力、漁業保証金仮払い協定調印
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年 月日 主な出来事
昭和50年 1.31 県水産林業部及び女川町漁協原子力発電所問題研究会を発足

(1975) 6.25 女川町議会「原発誘致の白紙撤回と建設中止の決議を求める請願」を不採択決議
昭和51年 1.23 女川町臨時議会、「原子力発電所建設促進を盛り込んだ町勢発展基本構想」を可決

(1976) 3.7 女川原発反対町民会議結成
3.29 女川町江島漁協、東北電力と建設工事同意の覚書を調印

昭和52年 5.22 三町反対期成同盟会・原水禁県民会議、共催による「女川町原発絶対阻止県民1万人集会」を開催
(1977) 11.25 女川町漁協、臨時総会で建設同意、漁業権一部喪失は否決

12.27 東北電力、女川原子力発電所建設準備本部設置
昭和53年 1.13 石巻市商工会、原子力発電所促進を決議

(1978) 3.18 女川町議会、「女川原子力発電所建設促進に関する決議」を議決
5.6 女川町商工会、原子力発電所促進を決議

5.10 牡鹿町商工会、原子力発電所促進を決議
5.26 女川町江島漁協、原子力発電所建設促進を決議
7.18 出島漁協、総会で原子力発電所建設に条件付賛成を決議
8.6 三町反対期成同盟会原発計画白紙撤回集会

　8.11 ～
12

牡鹿町前網・鮫浦・寄磯漁協組合員及び同町住民に原発問題説明会を開催

　8．24～
25

女川町出島・江島漁協、組合員に対する原発問題説明会を開催

8.28 女川町漁協、臨時総会で漁業権一部喪失を決議
10.4 原子力安全委員会発足

県・女川町、東北電力と「女川原子力発電所の安全確保に関する協定書」を締結
女川町漁協、東北電力と漁業補償協定を締結

昭和54年 1.20 牡鹿町前浜漁協、漁業権の一部喪失を決議
(1979) 2.3 牡鹿町鮫浦漁協、漁業権の一部喪失を決議

3.10 牡鹿町寄磯漁協、漁業権の一部喪失を決議
3.17 県・牡鹿町、東北電力と「女川原子力発電所の安全確保に関する協定書」締結
3.17 牡鹿町寄磯・前網・鮫浦の各漁協、東北電力と漁業補償協定締結
3.28 米スリーマイル・アイランド（ＴＭＩ)2号機で冷却水喪失事故
3.31 出島・江島の各漁協と東北電力、漁業補償協定締結
4.1 県生活環境公害調整課に原子力係設置
4.3 県、ＴＭＩ事故に伴い国に対して安全確保措置を要請
4.4 三町反対期成同盟会、新しい町政を作る町民連合、女川町・東北電力に女川原発白紙撤回要望

4.12 女川町漁協、県に対し「ＴＭＩ事故に伴う女川原子力発電所の安全性等の要望書」を提出
4.18 県、国に対し慎重に対処するよう申し入れ、県への許認可申請受付を保留
4.24 女川町長、東北電力に対し、建設には慎重に対処するよう要望書を提出
6.25 通商産業大臣、県要請に対し、「安全性の確保に万全を期する」旨の回答
6.26 県、許認可事務の再開を決定
9.3 東北電力、建設準備工事に着手

10.25 県、東北電力と「女川原子力発電所建設に伴う自然環境保全協定」を締結
11.22 県、「女川原子力発電所環境放射能及び温排水測定基本計画」を策定
12.8 女川町、東北電力と「行財政に対する協力措置に関する覚書」を交換

12.25 東北電力、女川原子力発電所原子炉建屋基礎掘削工事開始（本格工事着工）
昭和55年 2.15 女川原子力発電所建設所設置

(1980) 3.6 女川原子力発電所に仮ＰＲ館を開設
3.31 女川原子力発電所に環境放射能測定センター竣工

昭和56年 4.1 県原子力センター開所
(1981) 4.18 日本原電敦賀発電所で放射能漏洩事故判明

6.16 県、敦賀の事故を受け、女川原子力発電所の安全を図るための措置を講じる要請
8.1 県保健環境部原子力安全対策室発足

9.22 「女川原子力発電所環境放射能及び温排水測定基本計画」を一部修正
10.1 「女川原子力発電所環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づく測定開始

10.30 県防災会議、県地域防災計画原子力防災編原案議決
12.26 女川原発差し止め訴訟団が女川原発の建設差し止めを求める民事訴訟を仙台地裁に提訴

昭和57年 県・女川町・牡鹿町と東北電力が、女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書を一部改正
(1982) 国、県原子力防災計画を承認

　3． 「原子力だよりみやぎ」創刊号発行
3.15 宮城県地域防災計画原子力防災編作成
4. 1 「女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書の運用要綱」施行

　5． 女川・牡鹿両町の各種8団体、創設促進を決議
9.21 女川町議会が増設促進決議
9.25 牡鹿町議会が増設促進決議

昭和57年 11.15 女川・牡鹿両町及び両町議会、県及び東北電力、仙台通産局に対し原子力発電所建設促進を請願
(1982) 12.8 女川・牡鹿両町及び両町議会、県議会に対し増設促進を請願

12.9 東北電力、女川・牡鹿両町に対し女川2、3号機の増設を申し入れ
12.21 県議会、原子力発電所増設促進を求める請願を採択

10.18

2.26
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年 月日 主な出来事
昭和58年 1.17 東北電力と雄勝町が、県立合で女川原子力発電所設置に伴う雄勝町区域内の安全確保に関する覚書を締結

(1983) 2.15 東北電力、県及び女川・牡鹿両町に対し安全協定による増設の事前協議申し入れ
2.25 女川原子力発電所増設準備本部設置
4.18 東北電力女川原子力ＰＲセンターオープン
5.24 核燃料輸送開始
7.18 東北電力、女川町で増設計画説明を開催
7.19 東北電力、牡鹿町で増設計画説明を開催
8.23 「女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書」の一部修正
9.1 科学技術庁宮城県原子力連絡調整官事務所、資源エネルギー庁女川運転管理専門官事務所が設置

9.22 女川1号機の燃料装荷開始
10.17 第1回原子力防災訓練実施
10.18 女川1号機､初臨界
11.18 女川1号機､発電開始

昭和59年 2.17 女川1号機､出力100％達成
(1984) 2.4 原子力だよりみやぎ増刊号発行

6.1 女川1号機、営業運転開始、女川原子力発電所発足
10.12 女川町漁協、臨時総会で漁業補償額の県のあっせんを受け入れ原子力発電所増設を決議

東北電力、女川町漁協と増設に係る漁業補償協定を締結
第2回原子力防災訓練実施

昭和60年 4.3 女川1号機、第1回定期検査
(1985) 6.25 女川1号機、タービン蒸気加減弁制御系不具合による原子炉自動停止

6.29 県、女川町、東北電力に対し安全確保を要請
6.30 牡鹿町、東北電力に対し安全確保を要請
7.3 東北電力、県及び女川町、牡鹿町に対し安全確保を回答

10.29 第3回原子力防災訓練実施
12.6 東北電力、寄磯及び前綱、鮫浦の各漁協と増設に係る漁業補償協定を締結（県・牡鹿町立合）

昭和61年 4.26 ソ連チェルノブイリ４号機において原子炉損傷事故発生
(1986) 4.30 女川町、東北電力に対し安全対策を申入れ

4.3
～6.6

県、チェルノブイリ事故に対応して環境放射能緊急調査を実施

5.4 県、チェルノブイリ事故に対応して東北電力に対し安全対策を申入れ
5.15 女川原発差止訴訟団、東北電力に対し定期検査中の女川1号機運転再開無期限中止と2、3号機増設の白紙撤回を申し入れ
8.23 東北電力、江島漁協と増設に係る漁業補償協定を締結（県・女川町立合）
9.17 東北電力、自治体に対し女川2号機増設に伴う環境影響調査書を提出
9.27 東北電力、女川町で女川2号機増設に係る環境影響調査結果説明会を開催

10.17 第4回原子力防災訓練実施
12.2 国、女川町で女川2号機増設に係る第一次公開ヒアリングを開催

昭和62年 3.14 女川町、東北電力に対し安全協定に基づく女川2号機増設協議を了承
(1987) 4.13 国、昭和63年度電源開発基本法に女川2号機の組入れを決定

4.18 原子炉設置変更許可申請（女川2号機）
10.28 第5回原子力防災訓練実施

昭和63年 5.10 国、女川2号機増設について第一次安全審査を終了し、原子力委員会、原子力安全委員会に諮問
(1988) 8.25 女川2号機に係る第二次公開ヒアリングを開催

10.13 第6回原子力防災訓練実施
平成元年 2.28 通商産業大臣、女川2号機原子炉設置許可変更を許可

(1989) 4.11 女川1号機第5回定期検査
4.26 女川原発差止訴訟原告団、女川2号機原子炉設置変更取消を求め行政不服審査法の異議申立てを仙台通産局に提出
7.27 東北電力が女川原子力発電所建設所設置
8.2 県と東北電力、女川2号機増設に伴い自然環境保全協定を改定
8.3 女川2号機本格着工

11.14 第7回防災訓練実施
平成2年 7.3 東北電力が女川1、2号機の原子炉設置変更許可申請書提出
(1990) 10. 政府が「温暖化防止行動計画」を決定

10.17 第8回原子力防災訓練実施
平成3年 2.9 関西電力美浜2号機で蒸気発生器伝熱管損傷事故発生
(1991) 2.22 女川1号機原子炉冷却材浄化系より蒸気漏洩

2.25 女川町が東北電力に安全確保要請
3.1 県、牡鹿町が東北電力に対し安全確保要請

7.24 国が女川1、2号機の原子炉設置変更許可
　 10.18 県、女川町、牡鹿町及び東北電力が安全協定を改正（自治体への通報連絡を迅速、明確化）
　 11.12 第9回原子力防災訓練実施

平成4年 3.27 日本原燃、六ヶ所ウラン濃縮工場操業開始
(1992) 　　4． 女川町内9団体、早期着工促進決議、町・町議会へ陳情

9.28 女川・牡鹿両町議会が女川3号機早期着工促進決議議決
10.23 第10回原子力防災訓練実施
11.5 女川町長、町議会が女川3号機早期着工促進を県、東北電力に陳情、要請
12.8 日本原燃、六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター操業

10.23
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年 月日 主な出来事
平成5年      6． 女川町が女川3号機増設説明会を開催
(1993) 10.2 第11回原子力防災訓練実施

11.2 国が女川町で女川3号機に係る第一次公開ヒアリング開催
11.27 女川1号機が、地震に伴い原子炉自動停止

平成6年 　　1． 仙台地裁が女川原子力発電所運転差し止め請求を棄却
(1994)      2． 女川原子力発電所運転差し止め訴訟団原告が仙台高裁に控訴

3.2 県、女川町及び牡鹿町が女川3号機増設同意を回答
3.17 第126回電原開発調整審議会に女川3号機増設計画を付議（5年度電原開発基本計画に組入公表）
5.24 東北電力が国に原子炉設置変更許可申請書を提出

10.28 第12回原子力防災訓練実施
11.2 女川2号機初臨界

12.23 女川2号機初併入
平成7年 3.8 東北電力が低レベル放射性廃棄物を初めて六ヶ所に搬出
(1995) 4.26 日本原燃、六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター操業

7.28 女川2号機営業運転開始
8.24 国が女川3号機に係る第二次公開ヒアリング開催
9.8 女川1号機、第10回定期検査

10.2 第13回原子力防災訓練
12.8 高速増殖原型炉「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故

平成8年 4.12 国が女川3号機原子炉設置変更許可
(1996) 8.27 女川2号機第１回定期検査

9.11 東北電力が女川3号機着工
10.3 第14回原子力防災訓練

平成9年 2.4 国が当面の核燃料サイクルの推進に関する閣議了解
(1997) 3.11 動燃東海再処理施設アスファルト固化施設で火災・爆発事故発生

4.6 女川1号機、第11回定期検査
     6． 国の総合エネルギー調査会、原子力の拡大を基本とする長期エネルギー需要見通しを策定

11.14 第15回原子力防災訓練
平成10年 10.7 使用済核燃料輸送器検査データの改ざん判明

(1998) 10.23 第16回原子力防災訓練
12.2 県のモニタリングステーション（女川局）で校正用線源により中学生・教諭の被ばく事故発生

平成11年 3.31 女川1、2号機運転差止め訴訟控訴審で仙台高裁が住民請求を棄却
(1999) 4.1 東北電力が排気筒モニター及びモニタリングポストのデータ公開開始

4.8 地球温暖化対策法施行
4.12 日本原子力産業会議の年次総会が仙台で開催（初の立地県開催）

女川原子力発電所運転差し止め訴訟団が最高裁に上告
国が高燃焼度燃料「９×９」燃料への変更許可

5.13 県及び女川・牡鹿両町が高燃焼度燃料「９×９」燃料変更についての事前協議を了承
6.3 東北電力が女川1号機の定期安全レビューを国・自治体等に報告
6.9 改正原子炉等規制法が成立
8.6 女川原子力発電所構内で使用済燃料の号機間移送開始

第17回原子力防災訓練
茨城県東海村の燃料加工施設ＪＣＯで臨界事故

10.2
～6

県は、事故時にＪＣＯ工場付近を通過した県民を対象として、仙南・塩釜・大崎・石巻の各保健所で汚染検査及び健康相談を実施

10.5 女川町が東北電力へ女川原子力発電所の安全対策徹底申し入れ
12.13 原子力災害対策特別措置法及び改正原子炉等規制法が成立

平成12年 1.1 2000年問題で県原子力センターの環境放射能モニタリングシステムにトラブル発生

(2000)
2.5
～6

女川町がＪＣＯの事故町民説明会を開催

2.8 女川原子力発電所で石巻地区広域消防団本部と合同の消防訓練実施
2.15 仙台高裁が、県情報公開条例に基づく使用済核燃料情報公開請求の控訴棄却
2.17 石巻市が県に対し、原子力防災対策の強化を要望

　 2.24 女川原子力発電所制御建屋内でボヤ発生
3.22 航空自衛隊松島基地のＴ2ジェット練習機1機が墜落事故（女川町指ヶ浜）

3.24 県及び女川・牡鹿両町が航空自衛隊松島基地に女川原子力発電所上空の航空機安全運行徹底を申し入れ

4.1 原子力安全委員会が科学技術庁より総理府に移管
4.15 東北電力が県・女川牡鹿両町に「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画案」を協議申し入れ
5.22 県が石巻市からの原子力防護対策強化要望に回答（副監視局、モニタリングステーション増設等）
6.12 県及び牡鹿町が東北電力の「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画案」に対し同意
6.13 女川町が東北電力の「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画案」に対し同意

平成12年 6.16 原子力災害対策特別措置法が施行、県原子力センターを緊急事態応急対策拠点施設（暫定）指定
(2000) 6.23 東北電力の「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を国が受理

7.4 航空自衛隊松島基地のブルーインパルス2機が墜落事故（牡鹿町）
7.6 航空自衛隊松島基地に対し、県及び女川・牡鹿両町が訓練飛行区域の見直しを申し入れ

7.11 防衛庁長官に、知事及び女川・牡鹿両町長が航空自衛隊松島基地の訓練空域の見直しを要請
8.21 県が松島基地の救難機の飛行再開を了承
8.28 県、女川町及び牡鹿町が松島基地のT2機の訓練再開を了承
10.4 県、女川町及び牡鹿町がブルーインパルス機を除くＴ4機の飛行再開を了承

10.28 原子力災害対策特別法に基づき、国主導の原子力防災訓練を島根県で実施
12.8 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」が施行

12.19 最高裁、女川1、2号機の運転差止め請求訴訟を棄却

4.14

9.3
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年 月日 主な出来事
平成13年 1.6 経済産業省に原子力安全保安院が発足、原子力安全規制が一元化

(2001) 1.23 女川原子力発電所使用済み燃料の青森県六ケ所村再処理工場へ初の搬出
1.31 本県を含む原子力発電所立地道府県が原子力災害時の相互応援協定を締結
2.2 県、女川町及び牡鹿町が航空自衛隊松島基地のブルーインパルス機の飛行再開を容認

2.19 県防災会議が県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正案を承認

3.14
～15

県が安定ヨウ素剤を女川町江島及び出島、牡鹿町寄磯地区に新たに配備

3.30 県石巻合同庁舎内の原子力緊急時除染施設の改修工事が終了
県が石巻市小積地区に環境放射線監視モニタリングステーションを設置
県が石巻市役所内に環境放射線監視データ表示板を設置

4.1 県地域防災計画（原子力災害対策編）の改訂
4.26 女川3号機が初臨界
5.30 女川3号機が初併入（試運転段階の発電開始）
6.1 東北電力が排気筒モニターデータをホームページで公開
7.9 東北電力が原子力災害対策特別措置法の「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を修正

7.11 第18回原子力防災訓練
平成14年 1.30 女川3号機が営業運転開始

(2002) 2.9 女川2号機原子炉建屋内でシート火災発生
女川原子力発電所使用済核燃料輸送計画文書の一部非開示処分取消訴訟で最高裁が住民上告棄却
国が「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の立地地域に石巻市、女川町を指定
県の緊急事態応急対策拠点「宮城県原子力防災対策センター」が運用開始
県原子力センターの環境放射線監視システムが更新、運用開始

5.29 東北電力が女川原子力発電所のアクシデントマネジメント整備報告書を国に報告
9.3 第19回原子力防災訓練

9.20 東北電力が女川1号機再循環系配管のひび割れ兆候の未報告を公表
9.23 東北電力が女川1号機シュラウドのひび割れを公表

10.11 桃生牡鹿地方町村会・桃生牡鹿地方町村議会議長会は東北電力に対し安全対策要望書を提出
11.18 東北電力が女川原子力発電所の定期検査結果及び自主点検結果の公表を運用開始
11.28 東北電力が女川1号機の定期検査及び自主検査の実施状況を公表

　 12.11 改正電気事業法及び原子炉等規制法が成立（定期事業者検査の位置づけ、検査結果保存の義務化）
12.25 東北電力と石巻赤十字病院との間で放射性物質による汚染に伴う傷病者の診断に関する覚書締結
12.27 女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書の変更（情報公開の追加）

平成15年 2.4 東北電力が女川1号機再循環系配管のひびについて、健全評価を報告
(2003) 3.10 国が原子力発電施設の健全評価中間取りまとめ

3.14 東北電力が自主点検に関する総点検調査の最終報告書を提出
3.27 東北電力が女川1号機再循環系配管のひび割れ部分の交換を発表
4.1 県と東北電力が環境放射線監視システムに総合評価システムを採用、運用を開始
5.9 東北電力が女川1号機の再稼働に向けシュラウドひび割れ対策について全戸訪問により説明開始

5.13 総務省が県の核燃料税率の変更に同意（10％）
　 5.26 三陸南地震により、稼働中の女川3号機原子炉が自動停止

7.18 県、女川町及び牡鹿町が女川1号機シュラウドのひび割れに関し立入調査を実施
7.26 宮城県北部連続地震発生
9.8 女川1号機第15回定期検査完了に伴う自治体の確認調査

9.13 原子力安全・保安院「原子力安全規制の新制度と安全確認についての説明会」を女川町で開催
10.29 第20回原子力防災訓練
11.25 女川2号機第6回定期検査完了に伴う自治体確認調査

平成16年 1.15 女川2号機第6回定期検査完了に伴う自治体確認調査
(2004) 1.16 5市町（女川・牡鹿・雄勝・河北町・石巻市）が知事に対して核燃料税の配分を要望

4.5 東北電力と女川町立病院が放射性物質による汚染に伴う傷病者の診断に関する覚書締結
8.9 美浜3号機二次系配管破損事故発生

8.10 県が美浜3号機の事故を受け、東北電力に対して配管類の検査結果の報告を要請
8.12 女川町・牡鹿町が美浜3号機の事故を受け、東北電力に対し安全確保を要請
8.24 東北電力が県に対し、配管類の前倒し点検等の安全確保対策を報告
9.17 国民保護法が施行

10.19 第21回原子力防災訓練
10.22 県、女川町、牡鹿町及び石巻市が女川3号機の定期検査終了に伴い確認調査を実施

平成16年
10.27
～29

国及び（財）電源立地振興センターが女川町で「エネルギープラザ2004宮城・女川町」開催

(2004) 11.24 東北電力・県・消防・医療機関が緊急被ばく医療訓練を実施
平成17年 2.16 京都議定書の発効

(2005) 2.22 県・女川町・牡鹿町・石巻市・雄勝町・河北町が女川1号機の定期検査終了に伴う確認調査を実施
3.1 県が東北電力に対し、女川1号機の格納容器窒素漏れに関する情報連絡体制の検討を申入れ
4.1 石巻市・河北町・雄勝町・河南町・桃生町・北上町・牡鹿町が合併
4.5 東北電力が県に、女川1号機の格納容器窒素ガス漏洩に関し再発防止策を報告

4.13 県・女川町・石巻市が女川1号機窒素ガス漏洩及び建屋内水漏れに関し確認調査を実施

5.18 原子力安全・保安院は女川1号機の格納容器窒素ガス漏れを保安規定違反で改善指示

7.12 県、女川町及び石巻市が女川2号機の定期検査終了に伴う確認調査を実施

8.16 「8.16宮城地震」により女川1、2、3号機が自動停止
9.2 東北電力は「8.16宮城地震」で一部周期で設計用限界時震動を上回る揺れを観測したことを公表

9.9 県は東北電力に、近い将来発生が予測される「宮城県沖地震」に対し、耐震安全性の確保を要請

10.28 第22回原子力防災訓練
11.30 東北電力・県・東北大病院・仙台医療センター・石巻地区消防本部・石巻赤十字病院・女川町立病院が緊急被ばく医療訓練を実施
12.26 女川2号機の耐震安全性報告について、原子力安全・保安院が県、女川町及び石巻市に説明

県、女川町及び石巻市が女川2号機の耐震安全性に関し確認調査を実施
12.28 女川2号機の運転再開について、県、女川町及び石巻市が合意

3.31

3.12

4.1
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平成18年 1.10 東北電力が女川2号機の運転再開

(2006) 1.16 東北電力が女川2号機の耐震安全性についての住民説明会を開催

2.14 県、女川町及び石巻市が女川3号機の耐震安全性について確認調査を実施

3.1 女川3号機の耐震安全性報告について、原子力安全・保安院が県・女川町に妥当との説明

3.2 女川3号機の耐震安全性報告について、原子力安全・保安院が石巻市に妥当との説明

　 県、女川町及び石巻市が女川3号機の運転再開を容認
　 東北電力が女川3号機の運転再開

3.16 県が原子力防災緊急被ばく医療活動マニュアルを改訂
4.26 県、女川町及び石巻市が女川3号機の定期検査終了に伴い確認調査を実施
5.19 東北電力が女川1号機の耐震安全性について県、女川町及び石巻市に報告
5.23 東北電力が女川2号機の配管減肉を公表

東北電力が配管の減肉のため女川3号機を臨時停止（全号機の停止）

原子力安全・保安院が東北電力に品質保証体制の改善指示、女川3号機定期安全管理審査Ｃ評定

女川町及び石巻市が東北電力に対し、運転管理に関する安全対策の徹底を要請

東北電力が原子力品質保証体制総点検委員会を発足、女川原子力発電所の品質管理の総点検開始

8.4 県・東北電力が、女川原子力発電所周辺の海藻アラメに放射性ヨウ素を微量検出したことを公表
8.19 石巻市が、東北電力に女川原子力発電所の安全確保及び放射性ヨウ素検出の原因究明を申入れ
8.23 東北電力が女川原子力発電所の品質保証体制の総点検報告書を、国、県、女川町及び石巻市に提出
8.25 原子力安全・保安院が女川原子力発電所の品質保証体制総点検結果で立入（県・自治体立会）

原子力安全・保安院が女川原子力発電所の品質保証体制総点検結果の妥当性を県、女川町及び石巻市に説明
独立行政法人原子力緊急時支援・研究センターが県原子力防災センターで機能班訓練を開催
原子力安全委員会が「発電用原子炉施設に関する耐震設計指針」を改訂
原子力安全・保安院が女川1号機の耐震安全性の評価結果について女川町及び石巻市に説明

10.6 県、女川町及び石巻市が女川原子力発電所の品質保証体制総点検、女川1号機の耐震安全性で確認調査

10.9 北朝鮮が核実験実施を発表
10.9 文部科学省が各都道府県に、北朝鮮の核実験に関し環境放射能の監視強化を通達

10.18 東北電力が女川原子力発電所の耐震安全性評価実施計画書を原子力安全・保安院に提出
10.23
～24

第23回原子力防災訓練

10.28
～29

原子力安全・保安院が女川町・石巻市で女川原子力発電所耐震安全性について住民説明会を開催

女川町道横浦大石原線の五部浦トンネルが開通
県知事・女川町長・石巻市長が女川原子力発電所の耐震安全性及び品質保証体制を視察

11.13 東北電力が女川3号機の運転再開

11.17 県、女川町及び石巻市が女川原子力発電所の運転再開を容認
11.20 石巻市が東北電力に対し女川原子力発電所の耐震安全性及び品質保証体制について申入れ
12.7 東北電力が女川1号機の海水温度データの改ざんを発表

平成19年 1.19 女川2号機の運転を再開
(2007) 2.7 東北電力が低レベル放射性廃棄物の放射能測定値の誤りを公表、六ヶ所への搬出を延期

2.16 東北電力が使用済核燃料の放射能測定値の誤りを公表
2.19 県、女川町及び石巻市が女川2号機の定期検査終了を受け確認調査を実施
2.20 県が使用済核燃料の放射能過小評価に関して、再発防止策の徹底を東北電力に要請
2.23 東北電力がプルトニウム利用計画を公表
3.12 東北電力が平成10年に発生した女川1号機原子炉緊急停止の隠蔽を公表

石巻市が女川1号機の緊急停止隠蔽に関し、東北電力に問題の検証と責任の明確化を要望
東北電力が昭和63年７月に発生した女川1号機の操作ミスによる制御棒の誤作動を公表

3.28 石巻市立病院と東北電力女川原子力発電所が、初期被ばく診療に関し覚書を締結
平成19年 3.30 東北電力は、国の指示による電力不正総点検指示結果で、過去の不適切処理事案を公表

(2007) 4.1 県内沿岸31漁協が合併、県漁業共同組合が発足（牡鹿、雄勝湾漁協等４漁協は不参加）

　 4.5
電力各社の不正報告に関し、原子力発電関係団体協議会（会長：宮城県知事）が原子力安全・保安院に国の責任の明確化、検査体
制の厳格化を要望

　 4.6 東北電力が、女川原子力発電所での不正報告に関し、再発防止策を県、女川町及び石巻市に報告
原子力安全・保安院が電力各社の総点検結果について、評価結果と今後の対応を自治体に説明
石巻地区消防本部と石巻消防署の新庁舎が開庁

5.12 東北電力が、平成17年の「8.16宮城地震」以降停止していた女川1号機を1年9か月ぶりに起動
7.12 県、女川町及び石巻市が女川1号機の再稼働に関し、確認調査を実施

7.16
新潟中越地震（M6.8）が発生し、柏崎刈羽原子力発電所で稼働中だった原子炉4基の緊急停止、設計用限界地震を超す揺れの観
測、変圧器の火災が発生

7.20
県は東北電力に対し、耐震設計審査指針に基づく耐震安全性評価の早期完了・火災対応の再点検・環境放射能の常時監視体制の
点検を要請

県・東北電力は、女川原子力発電所周辺のヨモギに微量のコバルト60が検出されたことを公表
東北電力が、女川原子力発電所の自営消防体制等の強化策を原子力安全・保安院に報告

8.9 県・女川町・石巻市が、原子力災害対策特別措置法に基づき女川原子力発電所を立入調査
10.12 東北電力が、女川2号機高圧給水加熱器配管で減肉による貫通孔確認を発表（H18.5と同一箇所）
11.10 女川3号機にて、気体廃棄物処理系における水素濃度の上昇に伴い、原子炉手動停止
11.20 東北電力が、女川原子力発電所で非常災害対策訓練を実施
12.17 県、女川町及び石巻市が女川2号機の減肉、3号機の気体廃棄物処理系水素濃度上昇で確認調査実施
12.25 石巻地区広域行政事務組合女川消防署の新庁舎が開庁

4.25

　 7.26

7.11

3.14

7.7

8.30
～31

9.19

10.30

3.19
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平成20年
（2008）

1.23
～24

第24回原子力防災訓練

2.4 県防災会議が県地域防災計画（原子力災害対策編）を修正
2.8 県、女川町及び石巻市が女川3号機の定期検査終了を受け確認調査を実施

3.17 県、女川町及び石巻市が女川2号機の定期検査終了を受け確認調査を実施
3.28 東北電力は、女川1号機の耐震設計審査指針改訂を踏まえた耐震安全性評価の中間報告を提出
6.4 東北電力は、平成20年2～3月に、女川1号機で18歳未満就労があったことを公表

7.23 東北電力は、女川1号機原子炉再循環系配管の溶接継ぎ手部に、新たなひびを発見したことを公表
10.3 女川原子力発電所屋外電動機等点検建屋（管理区域外）にて火災
10.6 東北電力は、女川原子力発電所屋外電動機等点検建屋における火災について、県に報告書を提出

11.5
東北電力は、県、女川町及び石巻市に対して、安全協定に基づき、女川3号機のプルサーマル計画について事前了解の協議を申入
れ

11.6 東北電力は、国に対し、女川3号機のプルサーマル計画に関する原子炉設置変更許可を申請

県は、女川3号機のプルサーマル計画に関して、原子力委員会、原子力安全・保安院及び経済産業省に対して、安全審査を厳正に実
施するよう、要請文を発出

女川1号機原子炉建屋地下1階（ＲＨＲポンプ（Ａ）室非常用空調機エリア：管理区域外）にて火災

11.21 東北電力は、女川1号機原子炉建屋地下1階における火災について、県、市町に対し、再発防止策を提出

11.27 女川1号機原子炉格納容器内（管理区域内）にて火災
11.28 県、女川町及び石巻市は、女川1号機原子炉格納容器内にて発生した火災について、原子力発電所内での確認調査を実施
12.6 女川3号機取水機で、作業員が乗ったまま移動させた作業台が転倒し、作業員が落下、2名軽傷

12.19 東北電力は、女川1号機原子炉格納容器で発生した火災について、県、女川町及び石巻市に報告書を提出

12.25
県、女川町及び石巻市は、安全協定に基づき、女川1号機原子炉格納容器内にて発生した火災について、調査結果及び再発防止策
を確認するため、原子力発電所内への立入調査を実施

1.22～23 第25回原子力防災訓練

2.4
平成20年12月に女川原子力発電所から日本原燃低レベル放射性廃棄物埋設センターに搬出した、低レベル放射性廃棄物輸送容器
上蓋固定ボルトに締め付け不足があったことが判明

2.19 女川1号機にて、作業手順の誤りから原子炉水位発信機に誤信号を発生させ、非常用炉心冷却系が作動
3.15 女川1号機にて、残留熱除去系（Ｂ）系統で圧力上昇により最高使用圧力を超えていたことが判明

3.23
女川1号機にて、発電機出力上昇過程において、１本の制御棒が操作していないにもかかわらず、全引抜位置から全挿入する事象が
発生

3.31 東北電力は、国に対し、女川2号機及び3号機の耐震設計審査指針改訂を踏まえた耐震安全性評価の中間報告を提出

4.3
県は東北電力に対し、女川1号機において2月及び3月に発生した非常用炉心冷却系の誤作動及び予定外の制御棒挿入事象等につ
いて、根本原因を分析のうえ、再発防止対策の確実な実施を文書にて要請

5.8 県、女川町及び石巻市が女川1号機の定期検査終了及び誤信号による非常用炉心冷却系の作動等を受け立入調査を実施
5.28 女川3号機にて、定期検査中に1本の制御棒が全挿入位置からさらに挿入側に動作し、直後に全挿入位置に戻る事象が発生

　 5.29 東北電力は国に対し、女川3号機のプルサーマル計画に関する原子炉設置変更許可申請書の添付書類の一部補正を提出
6.10 原子力安全・保安院は女川3号機のプルサーマル計画に関する一次審査を終了し、原子力委員会及び原子力安全委員会に諮問
6.11 女川1号機にて、発電機と励磁機の接合部から油が飛散し、補修のために原子炉停止
6.12 東北電力は、女川3号機のプルサーマルの導入時期を2010年度から2015年度に見直ししたことを発表
7.15 女川1号機にて、高圧注水系の定期試験時において動作可能であることが確認できない保安規定違反事象が発生

女川3号機にて、低圧第2給水加熱器（Ａ）水位調節弁の自動制御が正常に行われないことを確認。翌24日に当該弁点検のため、原子
炉停止

女川3号機にて、補助ボイラー（Ａ）について定期事業者点検を開始しなければならない運転時間を超過していることが判明
8.25 県、女川町及び石巻市が女川3号機の定期検査終了及び1号機高圧注水系に係る保安規定違反を受け立入調査を実施
9.5 県、女川町及び石巻市は、基調講演会「プルサーマルを考える」を開催（開催地：石巻市牡鹿体育館、女川町生涯教育センター）

9.24
県、女川町及び石巻市は、「女川原子力発電所3号機におけるプルサーマルの安全性に係る検討会議」（以下、安全性検討会議」とい
う。）を設置

10.7 県、女川町及び石巻市は、第1回安全性検討会議を開催（計3回）
　 10.31 県、女川町及び石巻市は、「プルサーマルを考える対話フォーラム」を開催（計3回）

11.17
～18

第26回原子力防災訓練

12.1 県、女川町及び石巻市は、第4回安全性検討会議を開催
12.3 原子力安全・保安院は、女川1号機の耐震バックチェックの中間報告は妥当であると公表
12.4 県、女川町及び石巻市は、女川3号機のプルサーマル計画全般について、意見募集を実施（意見募集期間：平成22年2月5日まで）
12.8 安全性検討会議による女川原子力発電所の実地調査を実施

12.10 県は、プルサーマルに係る講師派遣事業を開始（期間：平成22年１月末申込みまで）
12.18 安全性検討会議座長は、県、女川町及び石巻市に対して安全性検討会議委員の意見集約結果を報告
12.22 原子力委員会は女川2号機のプルサーマル計画に関する二次審査を終了し、経済産業省に答申

県、女川町及び石巻市は、第5回安全性検討会議を開催し、「女川3号機におけるプルサーマルの安全性に係る自治体の見解（案）」
を公表

原子力安全委員会は女川3号機のプルサーマル計画に関する二次審査を終了し、経済産業省に答申

12.28
県、女川町及び石巻市は、「女川3号機におけるプルサーマルの安全性に係る自治体の見解（案）」に対するパブリックコメントを実施
（実施期間：平成22年1月27日まで）

11.13

7.23

12.24

平成21年
（2009）

平成21年
（2009）
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年 月日 主な出来事
平成22年 1.6 文部科学省は、女川3号機のプルサーマル計画に関する原子炉設置変更許可申請に対し同意

(2010) 1.8 経済産業省は、女川3号機のプルサーマル計画に関する原子炉設置変更を許可

1.31
経済産業省は、「プルサーマルの必要性、安全性及び耐震バックチェックに関する住民説明会」を開催（開催地：女川町生涯教育セン
ター）

2.15 県、女川町及び石巻市は、第6回安全性検討会議を開催（本会議にて終了）
　 2.16 県、女川町及び石巻市は、「女川3号機におけるプルサーマルの安全性に係る自治体の見解」を公表
　 3.4 伊方3号機で、プルサーマルによる発電を開始

3.7
女川3号機プルサーマル計画について、知事、女川町長及び石巻市長が県庁にて協議し、東北電力からの事前協議について了解す
ることを決定

3.23
県、女川町及び石巻市は経済産業省に対し、女川3号機でプルサーマルが実施されるに当たり、核燃料サイクルの着実な実施等につ
いて万全の措置を講ずるよう要請

5.12
女川1号機の定期検査で、原子炉圧力容器再循環出入口ノズル配管の溶接継手部の1ｶ所にひびの兆候を確認
※その後、ひびと断定され、健全性評価制度に基づく評価を行い健全性が確保されることが確認され、継続使用することとした

10.22 東北電力は、東通1号機にて定期検査間隔を従来の13か月以内から16か月以内に延長することを発表
11.4～5 第27回原子力防災訓練

11.10 県・女川町・石巻市が女川1号機の定期検査終了等を受け、立入調査を実施
11.27 県、女川町及び石巻市は、～プルサーマルシンポジウム2010～を開催（開催地：女川生涯教育センター）

12.27
女川3号機（定格熱出力一定運転中）にて、気体廃棄物処理系の気体中に含まれる放射性物質濃度の定例分析を実施したところ、燃
料に微量な漏えいが生じたものと推定される放射性希ガス濃度の上昇を確認

1.17 県・女川町・石巻市が女川3号機の定期検査終了を受け、立入調査を実施

1.25
東北電力は、県、女川町及び石巻市に対し、女川1号機及び2号機の高圧ガス施設にて、高圧ガス保安法に違反し、許可申請や届け
出が行われないまま配管等を交換したことを報告

2.1 県は、女川原子力発電所に対し、高圧ガス保安法の遵守について注意を促し、再発防止を図るように文書指示

2.28
東北電力は、県、女川町及び石巻市に対して、安全協定に基づき、女川原子力発電所の固体廃棄物貯蔵所の増設について事前了
解を申入れ

2.28
東北電力は、女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所の増設に係る原子炉設置変更許可を宮城県、女川町、石巻市に事前協
議申入れ

3.1 東北電力は、国に対し、女川原子力発電所の固体廃棄物貯蔵所の増設に関する原子炉設置変更許可を申請

 3.11

14時46分、東北地方太平洋沖を震源域とするM9.0の巨大地震が発生し、女川1号機、2号機および3号機の自動停止（保安確認用地
震計567.5ガル）
この地震による津波により、福島第一原子力発電所が被災、当該発電所から半径3km圏内の住民に避難指示、3～10km圏内に屋内
退避指示
女川原子力発電所にて、震災による付近住民の避難者を受入れ（6月6日まで最大受け入れ人数364人）

3.12 15時36分、福島第一1号機が水素爆発し、20km圏内の住民に避難指示
3.12 東日本大震災により原子力センターが滅失したことから、事務所を県庁内に移転
3.13 女川原子力発電所のモニタリングポスト指示値上昇に伴う原子力災害対策特別措置法第10条に基づく通報実施

11時01分、福島第一3号機が水素爆発

空間ガンマ線線量率の測定を開始（東北電力の協力、県内8箇所。翌日から県南7箇所を毎日継続して実施。4月5日から3箇所追加し
て県南10箇所で実施）

3.15 福島第一2号機の圧力抑制室で破損事故、半径20km～30km圏内に屋内退避指示

県南の各地の測点で空間ガンマ線線量率の測定結果がピーク（山元町1.59μSv／h）

県庁に福島第一原子力発電所事故に関する電話相談窓口を開設

3.25 政府は、福島第一原子力発電所から半径20～30km圏内の市町村住民の自主避難を要請

4.7
東北電力は、女川原子力発電所における平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震時に取得された地震観測記録の分析及び津波
の調査結果を報告（基準地震動Ｓｓに対する最大応答加速度を一部超過）

東北電力は、4月7日23時32分頃の地震の発生状況について、地震後も原子炉は冷温停止状態を保持（保安確認用地震計476.3ガ
ル）と発表

東北地方太平洋沖地震による津波に起因する原子力発電所事故を踏まえた省令改正に伴う女川および東通原子力発電所の原子炉
施設保安規定変更認可申請

4.12
原子力安全・保安院は、福島第一原子力発電所事故の国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）をこれまでの「レベル5」から「レベル7」に引
き上げ

4.26
知事、女川町長及び石巻市長は、東日本大震災の地震被害と現時点で実施している安全対策の状況を確認するため、女川原子力発
電所立入調査を実施

4.28 東北電力は平成22年度原子力施設の耐震安全性に係る新知見を報告

5.9 中部電力は菅首相（当時）の要請に基づき、運転中を含めた浜岡原子力発電所全炉の運転停止を受け入れ

5.18 東北電力は福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた女川原子力発電所における緊急安全対策の実施状況を経済産業省に報告

5.19 女川原子力発電所の組織整備に係る原子炉施設保安規定変更認可申請

6.6 独メルケル政権は2022年までに国内で稼働中の原子炉17基すべてを閉鎖することを閣議決定

6.13 女川原子力発電所のモニタリングポスト指示値上昇に伴う原子力災害対策特別措置法第10条に基づく第１緊急体制の解除

6.14
東北電力は福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関する措置の実施状況を経
済産業省に報告

6.15 女川原子力発電所の組織整備に係る原子炉施設保安規定変更認可

7.8 東北電力は女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した津波の調査結果を国に報告

7.19 県が東京電力福島第一原子力発電所事故対策本部を設置

 7.26
内閣府の食品安全委員会は、一般公衆への放射性物質の健康影響評価について、生涯累計線量として「おおよそ100ミリシーベルト
まで」とする基準を示した

8.3 福島第一原子力発電所事故の賠償を進めるための、原子力損害賠償支援機構法が参院本会議で可決・成立
8.17 調整運転中の泊３号機が運転入り（東日本大震災後の原子力発電所の営業運転としては初めて）
8.30 放射性物質汚染対処特措法の公布
9.10 女川１号機の第20回定期検査および女川3号機の第7回定期検査の開始

 9.12 「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」の設立
 9.22 女川１号機において、台風15号による雨水がタービン建屋へ流入

9.28 県ホームページ「放射能情報サイトみやぎ」を開設
10.25 「第１回宮城県健康影響に関する有識者会議」の開催
10.27 女川原子力発電所および東通原子力発電所の安全性に関する総合的評価（ストレステスト）の二次評価開始

 

3.14

3.16

4.8

平成23年
（2011）
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年 月日 主な出来事
10.28 県、女川町及び石巻市は、震災被害復旧作業及び緊急安全対策の実施状況の確認のため、女川原子力発電所立入調査を実施
12.1 東北電力は女川原子力発電所における防潮堤の工事を開始
12.6 原子力損害賠償審査会は自主的避難等に係る損害について第一次追補をまとめた

12.9
原子力安全・保安院は、女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震および4月7日宮城県沖の地震時に取得された
地震観測記録のはぎとり解析結果を公表
県は、宮城県環境審議会会長に対し、県内の放射線・放射能の測定及び線量低減対策のあり方について諮問
「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」第２回会合

12.21 県は、放射性物質汚染に係る除染支援チームを発足
「第１回宮城県環境審議会放射能対策専門委員会議」の開催
県は「第１回除染対策連絡調整会議」を開催

12.27 県及び県内33市町の平成23年度分の一部の損害賠償請求書を東京電力に提出（第一次請求）

平成24年
(2012)

1.17
東北電力以外の電力会社の電力系統事故の影響により、東北電力管内の広い地域において瞬間的に電圧が低下する事象が発生、
女川１号機の使用済燃料プールを冷却する燃料プール冷却浄化系ポンプが停止

1.23 原子力センター検査室のゲルマニウム半導体検出器の運用開始
1.30 県は東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針を決定
2.16 原子力安全委員会は福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策30項目を公表
2.22 県は東北大学大学院石井教授に対する除染アドバイザー委嘱状を交付
2.24 東北電力は女川3号機定期安全レビュー（第１回）の実施結果について公表
2.28 放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の追加指定の告示（亘理町の追加）

2.29
東北電力は、平成23年東北地方太平洋沖地震から得られた地震動に関する知見を踏まえた原子力発電所等の耐震安全性評価に反
映すべき事項（中間とりまとめ）に基づき検討結果を報告

3.13 女川原子力発電所で巨大地震と津波を想定した防災訓練を実施
3.19 県が東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画を策定

原子力安全委員会は防災指針に関する中間とりまとめ
「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」第３回会合

3.30
福島第一原子力発電所事故からの福島県の再生に向け、国が行う施策や自治体支援策などを定めた福島復興再生特別措置法が成
立

4.1 食品に含まれる放射性セシウムの新基準値が適用開始
4.2 県及び文部科学省設置のモニタリングポストのデータを公開

4.3
大型の低気圧の影響により、東北電力管内における送電線において瞬間的に電圧が低下する事象が発生。女川１号機の使用済燃料
プールを冷却するポンプ（燃料プールポンプ）が停止

4.4 女川１号機の非常用補機冷却海水ポンプ（Ａ）が自動停止

4.5 政府が原子力発電所の再稼働を判断する暫定基準を公表

4.19 福島第一1～4号機が電気事業法に基づき廃止

4.25 宮城県防災会議幹事会議開催

4.26 女川原子力発電所における防潮堤の本体工事が完了

5.5 泊3号機が定期検査入りし、42年ぶりに稼働原子力発電所がゼロに

5.8 県、女川町及び石巻市は、女川原子力発電所の固体廃棄物貯蔵所の増設についての事前協議を了解

5.17 県が放射線・放射能測定実施計画を策定

東京電力は福島第一原子力発電所事故により１～３号機から放出された放射性物質の総量が90万テラベクレルとの試算結果を公表
白石市、七ヶ宿町、丸森町、亘理町及び山元町が除染実施計画を策定

5.28 栗原市が除染実施計画を策定

6.7 女川１号機において原子炉建屋天井クレーン走行部の損傷を確認

6.11 県内のすべての指定市町が除染実施計画を策定

6.15 東北電力は、女川3号機点検中に燃料集合体チャンネルボックス11本の上部（クリップ接合部）に欠損を発見

6.16 政府は大飯原子力発電所の再稼働を決定

 6.25 東京電力は福島第一原子力発電所事故による観光業の風評被害について、福島県を除く東北5県に対する賠償基準案を提示
原子力災害対策特別措置法が改正
原子力規制委員会設置法が公布

7.1 大飯3号機が再稼働
7.5 国会事故調査委員会が最終報告書を公表

7.13 政府は福島第一原子力発電所事故を受けた福島復興再生基本方針を閣議決定

7.17 大飯4号機が再稼働

7.24 東北電力は、女川原子力発電所と東通原子力発電所で大津波を想定した非常災害対策訓練を実施

  東京電力は、福島第一原子力発電所事故の避難区域再編に伴う宅地、建物や家財などの賠償の具体案を発表
 7.30 国際原子力機関（IAEA）の調査団は、女川原子力発電所で東日本大震災の津波の影響や耐震安全性に関する現地調査を開始

 8.10
東北電力は、女川3号機における燃料集合体チャンネルボックス上部（クリップ）の一部欠損について、中間報告を原子力安全・保安院
に報告

8.10
国際原子力機関（IAEA）は、女川原子力発電所で行った耐震安全性や津波影響に関する現地調査について、「安全システムが健全
に機能し、主要設備に目立った損傷はなかった」との報告をまとめ、経済産業省に提出

8.13 東京電力が、丸森町における精神的損害に係る損害賠償請求受付の開始を発表

　 8.21 東京電力は、福島第一原子力発電所事故の損害賠償で、丸森町内の観光業風評被害も対象に加えると発表

9.5 「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」第4回会合
9.6 中央防災会議は防災基本計画を改定、原子力災害対策編を大幅に修正

9.14
県は、岩手県及び両県市長会・町村会合同による、国に対する風評被害の指針への明示等の要望及び東京電力に対する風評被害
の完全賠償の要請活動を実施

9.19 原子力規制委員会が発足
県が学校・幼稚園・保育所等の校庭・園庭等における空間放射線線量率の測定結果を公表
食品に含まれる放射性セシウムの基準値が、暫定規制値が適用されていたコメと牛肉にも適用開始

 10.3
原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所事故を踏まえた「原子力災害対策指針」の原案を公表。原子力災害対策の重点区域
について、現行の8～10km圏から30km圏に拡大する方針

10.15 県内のすべての市町村が住民持込の食材の放射能測定を開始

6.27

12.20

3.22

平成23年
（2011）

　
12.26

5.24

10.1
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平成24年 10.18
東京電力は、福島第一原子力発電所事故に伴う観光業の風評被害について、福島県以外の東北5県の観光業者を賠償対象に追加
すると発表

(2012) 10.31 原子力規制委員会が「原子力災害対策指針」を決定
11.20 宮城県防災会議原子力防災部会開催
12.3 原子力災害対策指針告示

12.25
原子力規制委員会は、原子力発電所事故時の甲状腺の被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤を事前に原子力発電所周辺各戸に配布する方針
を決定

1.1 東京電力が福島第一原子力発電所事故の収束作業拠点「Jヴィレッジ」（福島県楢葉町・広野町）内に「福島復興本社」を設立
1.7 東北電力が県、女川町及び石巻市に「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画案」の協議申し入れ
1.9 宮城県防災会議原子力防災部会開催

1.18 宮城県防災会議幹事会議開催

1.30
原子力損害賠償紛争審査会は、農林水産物の買い控えなど風評被害へも損害賠償の対象を広げる中間指針第三次追補をまとめ、
宮城県も対象とされた

2.1 県防災会議が県地域防災計画（原子力災害対策編）を修正
2.12 北朝鮮が三度目の地下核実験を実施
2.13 東京電力が、丸森町における自主避難等に係る追加賠償金の請求受付の開始を発表
2.27 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改正
3.22 第28回宮城県原子力防災訓練（緊急時通信連絡訓練）を実施
3.27 女川原子力発電所で、原災法第15条事象を想定した防災訓練を実施

4.9
東北電力は、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が実施した女川原子力発電所の耐震性について「大規模地震にも関わらず、驚くほど損傷な
し」とする最終報告書を公表

 農協グループの宮城県協議会が、東京電力に滞っている損害賠償の早期実行を申し入れ

 4.16
県は、福島第一原子力発電所の地下貯水槽からの汚染水漏れなどトラブルが相次ぐ東京電力の幹部を呼び、対策の徹底と速やかな
情報提供を要請

4.22
県は、宮城県産の農産物が福島第一原子力発電所事故による風評被害の損害賠償対象になったことを受け、農業者や直売所を対象
とした説明会を開始

4.23
核実験全面禁止条約機関は、2月に北朝鮮の核実験で発生した可能性の高い放射性ガスを4月8、9日に日本の高崎観測所（群馬県）
で検出したと発表

4.24 東北電力は、福島第一原子力発電所の事故に伴う損害賠償を東電に求める方針を明示

5.2 環境省は、新たな除染技術やこれまでの除染作業からの知見等が蓄積されてきていることを踏まえ、除染関係ガイドラインを改訂

5.9
県は、県産農林水産物を使用した加工品が風評被害の損害賠償対象となったことを受け、食品加工業者等を対象に県内７圏域で説
明会・相談会を開始

　 5.14 東北電力は、女川原子力発電所の防潮堤を海抜17mから29mへかさ上げすると発表し、5月29日から工事を開始

5.16
丸森町は、福島第一原子力発電所事故で放射性物質に汚染された牧草の一時保管が議会で可決、処理費用は東京電力に損害賠
償請求

5.17
県は、福島第一原子力発電所で異常が発生した場合、東京電力が速やかに県に通報するなどの連絡体制を定めた覚書を東電と取り
交わす

5.29
福島第一原子力発電所事故の被災者が、民法上の時効（3年）を過ぎても損害賠償を求める訴えを起こせる原賠ADR時効中断特例法
が成立

6.5
原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を再改正し、2月に原子力発電所から半径5㎞圏内の住民に甲状腺被ばくを防ぐための
安定ヨウ素剤を事前配布すると決定

6.6
仙台市は、女川原子力発電所における事故等の通報連絡に関する協定を東北電力と締結（原子力発電所から30㎞圏外の自治体によ
る締結は、県内初）

6.19 原子力規制委員会は、過酷事故対策や地震津波対策などを追加した原子力発電所の新規制基準を決定

6.25 東北電力は、女川原子力発電所で放射性物質を取り除くフィルター付きベント設備の設置工事を開始、平成29年4月の完成を目指す

環境省は、石巻市の放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定を解除

6.27
県は、福島第一原子力発電所事故対策に要した平成23・24年度分の県の人件費について損害賠償請求書を東京電力に提出（第二
次請求）

7.1 福島第一原子力発電所事故の影響で放射線量が高い丸森町筆甫地区で、家屋と周辺の除染作業開始

7.8
原子力発電所の新規制基準が施行され、北海道電力（泊）、関西電力（大飯・高浜）、四国電力（伊方）、九州電力（川内）の5原子力発
電所10基について、各電力が新規制基準の適合性審査を申請、原子力規制委員会は安全審査に着手

女川原子力発電所から半径30㎞圏内にある登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町の5市町長による「ＵＰＺ関係自治体首
長会議」を設立、代表幹事に登米市長選出

7.10
原子力規制委員会は、東日本大震災で被災した女川2号機のトラブルが国際的な事故評価尺度（ＩＮＥＳ）のレベル2「異常事象」との最
終評価

7.12 九州電力が、玄海原子力発電所3、4号機の新規制基準の適合性審査を申請
7.17 女川原子力発電所で防災訓練（大地震による外部電源喪失の想定）を実施

7.25
宮城県議会は、福島第一原子力発電所の風評被害への迅速かつ十分な賠償の実施及び原子力発電所事故の早期収束を求める要
望書を東京電力福島復興本社に提出

8.2
県は、原子力規制庁及び資源エネルギー庁に対し、福島第一原子力発電所の汚染水海洋流出問題で東京電力への強い指導を求め
る要望を実施

8.14 原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所の廃炉作業実施計画を認可
8.22 「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」第5回会合
8.23 県は、農林漁業の風評被害に関する損害賠償説明会を開催
9.5 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改正

　  
県は、福島第一原子力発電所において対策の実施状況を実際に確認するとともに、所長に対し、国と協力し、これ以上の汚染水の海
洋流出を防止し万全の対策を取るよう要請

9.13 丸森町は、小学生から満18歳までの町民の内部被ばく検査を独自に実施する方針を示す

10.2 県は、「子ども・被災者支援法」の基本方針の決定にあたり、客観的な基準に基づき支援対象地域を決定するよう要望

10.11 政府は、川内原子力発電所で2日間にわたり、大規模な原子力総合防災訓練を実施

10.21 県が、学校の校庭等の空間放射線量率の測定結果を公表（0.23マイクロシーベルト以上の施設がゼロになった）

11.4
栗原市内で、福島原子力発電所事故の放射性物質汚染被害に関する講演会を実施し「みやぎ原子力発電所損害賠償弁護団」が賠
償請求について解説

平成25年
（2013）
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東北電力は、女川1号機の高経年化対策に関する原子炉施設保安規定の変更認可申請を原子力規制委員会に提出
県は、県内の損害賠償請求を支援するため、仙台弁護士会原子力損害賠償紛争解決センターの協力を得て、県内7会場で研修会・
相談会を開催

11.8 大崎広域消防本部が原子力防災訓練を実施

11.18 福島第一4号機の使用済み燃料プールより燃料集合体の取り出しを開始

11.22 「ＵＰＺ関係自治体首長会議」は、東北電力と締結する原子力安全協定について協議

11.27 東北電力は、女川原子力発電所に免震重要棟を建設し、基準地振動を現状の580ガルから約1，000ガルへ引き上げると発表
12.4 東京電力福島第一原子力発電所事故に関する損害賠償請求の時効を「10年」とする原賠時効特例法が成立

12.24 文部科学省は、原子力損害賠償法に基づく原子炉施設の変更通知義務を怠ったとし、東北電力を含む10社・団体を文書で厳重注意

12.25 中国電力は、島根2号機の新規制基準の適合性審査を申請

県防災会議原子力部会を開催し、女川原子力発電所の事故に備える県地域防災計画の修正案を大筋了承、甲状腺被ばくを防ぐ安
定ヨウ素剤の配布手順を新たに規定

12.26 女川原子力発電所再稼働へ向け、東北電力が県や女川町、石巻市に事前協議を申し入れ

12.27 東北電力は、女川２号機の新規制基準の適合性審査を申請（全国で16基目）
 環境省は、環境回復検討会において、平成25年8月末時点の一般公衆及び子どもの年間追加被ばく線量が目標を達成したと評価

1.7 日本原燃は、原子力発電所の再処理工場（青森県六カ所村）の新規制基準の適合性審査を申請
1.8 原子力規制委員会は、女川2号機の適合性審査準備手続きとなる初のヒアリングを実施

1.16 女川2号機が新規制基準への適合性審査入り
1.29 第29回宮城県原子力防災訓練（女川原子力発電所から半径30㎞圏の7市町や国など55機関、約850人が参加）

 1.31 福島第一5，6号機が電気事業法に基づき廃止
2.5 県防災会議が県地域防災計画（原子力災害対策編）を修正

2.13
知事・丸森町長らが、環境省・復興庁に対し、福島県と同等以上に高い地域については福島県と同様の手法で実施する除染の費用を
補助の対象とするよう要望

 県は、平成25年度の「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」を登米市・大河原町（2/17）・仙台市（3/27）で全3回実施
2.14 中部電力が、浜岡4号機の新規制基準の適合性審査を申請

3.1
原子力規制委員会が所管し、原子力施設の検査や研究を担ってきた「独立行政法人原子力安全基盤機構」と原子力規制委員会が統
合

3.12 県及び市町村等の平成23年度分変更・追加損害賠償請求書を東京電力に提出（第三次請求）

3.24 県が東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画（第2期）を策定

3.25 「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」第6回会合、東電は汚染水対策・損害賠償対応状況について説明
3.27 東北電力は、東京電力に対し、1億7，000万円の損害賠償請求を行うと発表
4.1 福島第一原子力発電所から20キロ圏内の田村市都路地区東部の避難指示解除（福島県11市町村の避難区域で初）

4.11 政府は新エネルギー基本計画を閣議決定

5.13 東北電力は、発電所で発生する放射性固体廃棄物を貯蔵保管する「サイトバンカ建屋」での貯蔵プールからの水漏れを発表
5.20 日本原子力発電は、東海第二原子力発電所の新規制基準の適合性審査を申請

福井地方裁判所は関西電力へ、大飯3、4号機の運転差し止め命令
福島第一原子力発電所廃炉対策の支援体制を強化するため、原子力損害賠償支援機構法を改正、同機構の従来の損害賠償支援
業務に「事故炉の廃炉支援業務」を追加（8月18日に改正法が施行）

5.22 関西電力は、大飯3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁判決を不服として控訴

6.4
県は、福島第一原子力発電所において、対策の実施状況を実際に確認するとともに、東京電力に対し、国の指導の下、一日も早く汚
染水問題の収束に向けて全力を尽くすよう要請

6.10 東北電力が、東通1号機の新規制基準の適合性審査を申請

6.11 県の女川原子力発電所環境保全監視協議会委員等が、モニタリング体制を現地視察

6.17 福島第一原子力発電所事故をめぐり、東京電力は丸森町筆甫地区の住民694人へ福島県並みの賠償を認める和解案に応じた

7.2
東北電力は、女川2号機の適合性審査申請のうち、制御建屋や排気筒、原子炉圧力容器の耐震評価に関する工事計画認可申請書を
原子力規制委員会に提出

7.11 東北電力は、女川1号機の原子炉格納容器内部の検査に震災後初めて着手

7.16 原子力規制委員会は、川内1、2号機が「原子力発電所の新規制基準に適合している」とし、審査書案を了承

7.20 原子力損害賠償支援機構は、福島第一原子力発電所事故の損害賠償説明会を仙台市内で開催

7.27
鹿児島県と薩摩川内市は、全国で初めて、原子力発電所事故時に甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤を川内原子力発電所から半径5
キロ圏内の住民に配布開始

8.1
東北電力は、女川原子力発電所の低レベル放射性廃棄物貯蔵所が原子力規制委員会と経済産業省の使用前検査に合格し、運用開
始

8.12 北陸電力が志賀2号機の新規制基準の適合性審査を申請し、原子力発電所を運営する電力10社が出そろった

8.27
県は東京電力本店を訪問し、風評被害拡大を防ぐために、確実な汚染水処理対策と地下水対策等の丁寧な説明をするよう申し入れ、
迅速かつ十分な損害賠償を実施するよう社長に要請

9.10
原子力規制委員会は、川内原子力発電所1、2号機の「審査書」を正式決定し、原子炉等の設置変更を許可（新規制基準への適合を
認めるのは初めて）

9.11 政府は、福島第一原子力発電所事故を巡る、事故調査・検証委員会調書を公表
9.12 政府の原子力防災会議が、川内原子力発電所について、政府が鹿児島県や地元9市町と共同で策定した避難計画を了承
9.18 原子力防災会議を開催し、川内原子力発電所の周辺自治体が作る避難計画の実行性を確認

9.26 県及び市町村等の平成24年度分損害賠償請求書を東京電力に提出（第四次請求）

5.21
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年 月日 主な出来事
10.9 鹿児島県と薩摩川内市は、川内原子力発電所の新規制基準の審査結果について、初の住民説明会を開催

10.14 内閣府に、原子力防災体制強化の専門部署新設、約５０人の専従職員を配置

10.17
経済産業省は、運転開始から40年前後が経過した老朽原子力発電所７基について、関係各社に廃炉とするかどうかの判断を急ぐよう
要請

10.20
東北電力は、女川原子力発電所で事故が起きた際の情報共有や連絡方法について、山形県と協定締結（岩手県・仙台市に続いて3
例目）

10.28
薩摩川内市長は、臨時市議会で川内原子力発電所の再稼働同意を表明（原子力発電所の新規制基準施行後、地元自治体による同
意は初めて）

　 10.29
原子力規制庁は、女川2号機の保安検査の結果、設備健全性確認の点検記録の管理に不備があったと発表（違反レベルは、最も軽
い「監視」措置だが県の環境生活部長から口頭で再発防止を要請）

11.4 県、女川町及び石巻市は、女川原子力発電所2号機の保安規定違反に係る立入調査を実施
11.7 鹿児島県知事は、川内1、2号機の再稼働について同意を表明
11.8 県は、平成26年度の「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」を仙台で開催

11.11 県は、女川原子力発電所2号機の安全性に関する検討会の初会合を開催
11.27 大津地方裁判所は、高浜3､4号機と大飯3､4号機の再稼働差し止めを求めた住民の申し立てを却下

12.2
県は、女川原子力発電所から半径30キロ圏の７市町が策定する避難計画作りを支援するため、避難計画（原子力災害）作成ガイドライ
ンを発表

12.15 東京電力は、県に対し平成23年11月分までの損害賠償請求について、１億5千万円余の賠償金を支払
12.16 Jパワー（電源開発）は、建設中の原子力発電所で初めて大間原子力発電所の安全審査を原子力規制委員会に申請
12.18 東北電力は、女川原子力発電所の安全対策工事中、誤って埋蔵ケーブル１本を切断
12.19 旧消防学校の改修工事が終了し、産業技術総合研究所から暫定オフサイトセンターが移転
12.22 原子力規制庁が、女川2号機の不適切な機器管理について指導
1.16 「女川原子力発電所2号機の安全性に関する検討会」が初めて現地を視察
1.23 原子力規制委員会が、新規制基準適合性審査の一環として女川2号機を現地調査
1.27 第30回宮城県原子力防災訓練（女川原子力発電所から半径30㎞圏の7市町や国など約2万人が参加し、住民の避難訓練も実施）
2.4 東北電力は、女川２号機の地震後設備健全性確認の点検記録について再確認したところ、4,188件の記録不備が見つかったと公表
2.8 県は、ＰＡＺ住民を対象として、平成27年度に甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤を事前配布する方針を公表

2.10
石巻市は、女川原子力発電所の原子力災害を想定した広域避難計画策定に向け、避難先となる２７市町村と初めての意見交換会を
開催

2.12 原子力規制委員会は、高浜3、４号機の「審査書」を決定し、原子炉等の設置変更を許可
3.17 関西電力は、美浜１、2号機の廃炉を決定。日本原子力発電は、敦賀1号機の廃炉を決定
3.18 原子力規制委員会は、川内１号機の工事計画を認可（2号機の工事計画は5月22日に認可）
3.18 九州電力は、玄海１号機の廃炉を決定。中国電力は、島根１号機の廃炉を決定
3.24 県は、東京電力に対し、放射性物質の海洋流出防止対策及び情報公開の徹底について要請
3.24 「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議第１回幹事会」を開催
3.30 原子力規制委員会は、川内1号機で使用前検査を開始（新規制基準施行後では全国の原子力発電所で初めての検査）

3.31
宮城県環境審議会会長は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた宮城県内の放射線・放射能に関する測定及び線量低減
対策のあり方について答申

4.1 県環境放射線監視センター運用開始

4.5 環境省は、仙台市内で住民向けに、放射性物質を含む指定廃棄物の最終処分場建設に係る説明会を開催
4.14 福井地裁は、高浜3、４号機の再稼動を認めないとする仮処分を決定
4.17 関西電力は、福井地裁の仮処分決定を不服とし、同地裁に異議と執行停止を申し立て

4.20
女川原子力発電所から半径30㎞圏内にある登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町の5市町は、宮城県の立会いのもと、東
北電力と｢女川原子力発電所に係る登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町の住民の安全確保に関する協定書｣を締結

4.22 鹿児島地裁は、川内１、２号機の再稼動差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下
4.22 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改正。原子力災害時にＳＰＥＥＤＩを活用しないこと等を決定

4.30
関西電力は、運転開始から４０年を越える高浜１、２号機について、２０年の運転期間の延長を原子力規制委員会へ申請（老朽原子力
発電所の延長申請は全国初）

5.13
東北電力は、女川１、３号機の地震後設備健全性確認の点検記録について再確認したところ、計４７４件の記録不備が見つかったと公
表

5.22 政府は、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」を閣議決定
5.27 原子力規制委員会は、川内１，２号機の保安規定の変更を認可、新規制基準に基づく全ての許認可手続きを完了

6.12
政府は、福島復興指針の改定を閣議決定し、福島県内の避難指示解除準備区域と居住制限区域の避難指示を平成２８年度末までに
解除する方針を表明

6.16 中部電力が浜岡３号機の新規制基準の適合性審査を申請
6.18 東北電力は、女川２、３号機に続き、女川１号機燃料集合体チャンネルボックス９本の上部（クリップ接合部）に欠損を発見したと公表
7.7 九州電力は、川内１号機原子炉へ核燃料を装填

7.15 原子力規制委員会は、伊方３号機の「審査書」を決定し、原子炉等の設置変更を許可
7.16 政府は、エネルギー基本計画に基づき、２０３０年度の電源構成として原子力発電所の比率を２０～２２％とすることを決定

平成27年
（2015）

平成26年
（2014）
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年 月日 主な出来事
7.28 政府は、東京電力の「新総合特別事業計画」改定案を認定

8.4 原子力規制委員会は、高浜3号機の工事計画を認可（4号機の工事計画は10月9日に認可）

8.7 南三陸町は、原子力災害対策における広域避難等計画を策定

8.11 川内１号機が再稼働（新規制基準に基づく審査に合格した原子力発電所の再稼働は全国初）

8.26 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改正。原子力災害医療体制等について決定

8.31 国際原子力機関（IAEA）は、福島第一原子力発電所事故の最終報告書を公表

9.5
政府は、福島第一原子力発電所事故により全域避難となった福島県楢葉町の避難指示を解除（全域避難自治体での避難指示の解
除は初めて）

9.18 東松島市は、原子力災害対策における広域避難等計画を策定

9.29 女川1号機において外部電源保護装置更新工事中に外部電源が喪失し非常用発電機が作動

10.9 原子力規制委員会は、関西電力高浜3，4号機の保安規定を認可、新規制基準に基づく全ての許認可手続を完了

10.15 川内２号機が同１号機に続き再稼働

10.26 愛媛県知事が、伊方3号機の再稼働について同意を表明

10.30 第31回宮城県原子力防災訓練（女川原子力発電所から半径30㎞圏の7市町や国など約2，8万人が参加し、住民の避難訓練も実施）

11.5 日本原子力発電は、敦賀２号機の新規制基準の適合性審査を申請

11.12 フィンランド政府は、使用済み核燃料の最終処分場建設を世界で初めて許可

11.16 涌谷町は、原子力災害対策における広域避難等計画を策定

12.3 福島県、富岡町、楢葉町は、県内の指定廃棄物を最終処分場で処分する国の計画受入を正式に表明

12.5 県は、平成27年度の「放射線・放射能に関するセミナー・相談会」を開催

12.15 東北電力は、女川3号機中央制御室床下で、社内基準に違反して敷設されたケーブルが確認されたと公表

12.16 電源開発（Ｊパワー）は、大間原子力発電所の新規制基準の適合性審査を申請（建設中の原子力発電所の審査申請は全国初）
12.22 福井県知事が、高浜3，4号機の再稼働に同意を表明

12.24 福井地裁は、高浜3，４号機の再稼動を差し止めた仮処分決定を取り消し

1.6 北朝鮮が水爆実験を行ったと公表

1.29 高浜3号機が再稼働

2.25 原子力規制委員会は、伊方３号機の「審査書」を決定し、原子炉等の設置変更を許可

2.26 高浜４号機が再稼働

3.9 大津地裁は、高浜3，４号機の運転を差し止める仮処分を決定

3.11 政府は、原子力関係閣僚会議において、原子力災害時に自治体の判断に基づく住民避難へのＳＰＥＥＤＩの活用を容認
3.19 県及び女川町は、周辺住民に対して安定ヨウ素剤の事前配布に関する説明会を開催（県内立地自治体で初）
3.23 原子力規制委員会は、伊方3号機の工事計画を認可

3.24 東北電力は、平成17年に実施した女川２号機炉心シュラウドサポートの評価計算プログラムの誤りを公表

3.31 美里町は、原子力災害対策における広域避難等計画を策定

4.6 福岡高裁宮城支部は、川内１，２号機運転差し止め仮処分申請を棄却

4.19 原子力規制委員会は、関西電力伊方3号機の保安規定を認可、新規制基準に基づく全ての許認可手続を完了

4.20
原子力規制委員会は、高浜原子力発電所１，２号機の「審査書」を決定し、原子炉等の設置変更を許可（運転開始から４０年を超える
原発では初）

5.10 四国電力は、伊方１号機の廃炉を決定

5.11 再処理等拠出金法が成立

6.8 県、女川町及び石巻市は、女川１～３号機の設備点検記録不備に係る立入調査を実施(関係周辺市町同行)

6.10 原子力規制委員会は、高浜１，２号機の工事計画を認可

6.17 大津地裁は、高浜3，４号機の運転を差し止めを命じた仮処分決定に係る関西電力の執行停止申し立てを却下

6.20 原子力規制委員会は、高浜１，２号機の20年間の運転延長を認可する「審査書」を決定（新規制基準策定後初の運転延長認可）

6.22 登米市は、原子力災害対策における広域避難等計画を策定

6.29 女川原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設について、保安規定違反（違反２）の判定

7.27 女川３号機中央制御室の火災用緊急連絡装置において、国及び関係自治体等の関係者に対し火災発生情報を誤発信

8.12 伊方3号機が再稼働

9.1 北朝鮮が五度目の地下核実験を実施

9.5 原子力規制委員会は、美浜３号機の「審査書」を決定し、原子炉等の設置変更を許可

10.26 原子力規制委員会は、美浜３号機の工事計画を認可

11.11
第32回宮城県原子力防災訓練（各種会議体や通信連絡訓練等を行う初動対応訓練を実施し、女川原子力発電所から半径30㎞圏の7
市町や国など約1，2万人が参加）

11.23
第32回宮城県原子力防災訓練（住民避難訓練等を行う避難等措置訓練の実施を予定していたが、前日に福島県沖で発生した地震
及び津波の影響により中止）

11.28 女川１号機原子炉建屋地下２階熱交換機室において海水が約１２.５トン漏えい

12.21 政府は原子力関係閣僚会議において、高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉を決定
12.26 四国電力は伊方１号機の廃炉費用や工程をまとめた「廃止措置計画」を原子力規制委員会へ申請

平成28年
（2016）

平成27年
（2015）
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年 月日 主な出来事
平成29年
（2017）

1.6
九州電力川内１号機は、３ヶ月に及んだ定期検査を終え、営業運転に移行（新規制基準下で、定期検査のため停止した原発が営業運
転に戻るのは初めて）

1.17
東北電力は、原子力規制委員会の審査会合で、東日本大震災で被災した女川原発２号機で、原子炉建屋の壁に１１３０箇所のひびが
確認され、建屋上部は剛性が完成直後から７割下がったとの解析結果を示した。

1.18
中国電力島根原発２号機の中央制御室の空調換気ダクトに腐食による穴が見つかった問題を受け、原子力規制委員会は、他の原発
でも同様の腐食がないか調べるよう、電力各社に指示

1.20
宮城県は、東京電力福島第一原発事故に伴う損害賠償請求の和解仲介手続き（ADR）で、原子力損害賠償紛争解決センターから県
職員の人件費支払いなどを含む和解案が提示されたことを明らかにした。（事故対応に当たった専従職員の給料が賠償額に認定され

1.20 東北電力は、女川原発で平成27年から28年に多発したトラブルの分析と再発防止対策を取りまとめ、公表

2.7
東北電力は、女川２号機について、平成２９年４月の予定だった安全対策工事の完了時期を平成３０年度後半に延期すると正式に発
表（平成２９年４月以降としていた再稼働時期は、「準備が整った段階で目指す」と明示しなかった）

3.9 石巻市は、原子力災害対策における広域避難等計画を策定
3.21 県が東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画（第3期）を策定
3.22 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改正。核燃料施設等に係る原子力災害対策重点区域の範囲の設定

3.27
東北電力は、停止中の女川原発２号機の原子炉建屋地下３階で、仮設排水ポンプの撤去作業中に、放射性物質を含む水約５リットル
が漏れ、一部が協力会社の男性作業員3人の顔や服にかかったと発表（３人に被ばくはなく、外部への流出もない。）

3.28 女川町は、原子力災害対策における広域避難等計画を策定。UPZを含む県内７市町全ての計画が策定された。

3.28
関西電力高浜原発３，４号機の運転を差し止めた昨年３月の大津地裁の仮処分について、大阪高裁は、関電の抗告を認めて取り消す
決定

3.29
仙台市は、東北電力女川原発の重大事故を想定した市地域防災計画の原子力災害対策編の修正案を公表（UPZ内の石巻、東松島
両市から約６万４８００人の避難者を受け入れる方針を盛り込んだ。）

3.30 四国電力伊方原発３号機の運転を差し止めるよう広島県の住民らが申し立てた仮処分について、広島地裁は却下する決定をした。

3.31
東京電力福島第一原発事故の被害で、福島県浪江町、川俣町山木屋地区、飯館村に出ていた避難指示が３１日午前０時に一部を除
き解除

4.1 東京電力福島第一原発事故の被害で、福島県富岡町に出ていた避難指示が１日午前０時に一部を除き解除
4.13 佐賀県議会が、九州電力玄海原発３、４号機の再稼働に同意する決議案を可決

4.19
原子力規制委員会は、４つの原子力発電所計５基（日本原子力発電敦賀１号機、関西電力美浜１・２号機、中国電力島根１号機、九州
電力玄海１号機）の廃炉計画を認可

4.24 佐賀県の山口知事は、県庁で記者会見し、九州電力玄海原発３、４号機再稼働への同意を表明

5.12
環境省は、東京電力福島第一原発事故に伴い、福島県以外の東北・関東地方の７県（岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県）で除染が終了したとする内容の結果を公表

5.17
関西電力は、高浜原発４号機を再稼働させた。４号機は、昨年２月の再稼働直後に電気系統のトラブルで緊急停止し、その後、３月の
大津地裁による運転差し止めの仮処分決定で、運転ができない状態が続いていたが、大阪高裁が今年３月に決定を取消し、法的に運
転可能な状態になった。

5.17
原子力規制委員会は、原発から５キロ圏内に住む寝たきりの高齢者ら要援護者が事故時に即時避難するタイミングを、緊急炉心冷却
装置（ECCS）の作動が失敗した時点とする原子力災害対策指針の改正案を了承

5.24 原子力規制委員会は、関西電力大飯原発３、４号機の安全対策が、新規制基準に適合すると認める「審査書」を正式決定

6.6
午前１１時１５分頃、茨城県大洗町の日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの分析室で、ウランとプルトニウムを含む核燃料
物質が飛散し、男性作業員５人の手足に付着する汚染事故が発生（５人の体調に異変はなく、外部への放射性物質漏えいなど、環境
への影響はない）

6.7
日本原子力研究開発機構は、大洗研究開発センターで放射性物質が漏れた事故で、５人の作業員のうち４人の肺から放射性物質が
検出され、内部被ばくしたと発表（５０代男性職員からは、２万２千ベクレルの放射能が検出され、現時点での推計は、１年間で１．２ミリ
シーベルト、５０年で１２シーベルトをの内部被ばくをする値）

6.9
日本原子力研究開発機構は、６日の検査で、肺から２万２千ベクレルのプルトニウムが検出された職員ら５人作業員全員について、７日
の放射線医学総合研究所の検査では、肺からプルトニウムが検出されなかったと発表（結果が異なる理由としては、機構の除染が不十
分で、検査の際に皮膚などに残っていた汚染が影響した可能性がある）

6.13
九州電力玄海原発３、４号機を巡り、住民らが再稼働の差し止めを求めた仮処分申し立てに対し、佐賀地裁は「原発の安全性に欠ける
とは認められない」として差し止めを認めず、申立の却下を決定

6.19
日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの被ばく事故で、量子科学技術研究開発機構は、作業員５人の尿から放射性物質
のプルトニウムとアメリシウムを検出したと発表

6.28 原子力規制委員会は、運転開始から４０年となる四国電力伊方原発１号機の廃止措置計画を認可
7.5 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改正。EALの見直し・策定

7.10
茨城県大洗町の日本原子力研究開発機構の被ばく事故で、放射線医学総合研究所は、作業員５人のうち最も被ばく線量が高かった
１人は、今後５０年間で200から100ミリシーベルトと推定されると公表

7.12 九州電力玄海１号機の廃炉までの工程を示した廃止措置計画に関し、立地自治体の佐賀県と玄海町は安全協定に基づき実施を了解
7.21 四国電力伊方原発３号機の運転を禁止するよう愛媛県内の住民らが申し立てた仮処分について、松山地裁は却下する決定をした。

7.28
経済産業省は、原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分ができる可能性のある地域を示した「科学的特性マップ」を
提示

8.2
原子力規制委員会は、６月に日本原子力研究開発機構「大洗研究開発センター」の作業員内部被ばく事故について、深刻度をレベ
ル７から０の８段階で示す国際評価尺度（INES）で、上から６番目の「レベル２」（異常事象）に当たると暫定的に評価

8.10
原子力規制委員会は、東北電力女川原発２号機の新規制基準に基づく適合性審査会合を開き、基準地震動を１０００ガルとする東北
電力の想定を了承

9.3 北朝鮮は、国営メディアを通じ、大陸間弾道ミサイル搭載用の水爆実験に完全成功したと発表

11.14
第33回宮城県原子力防災訓練（各種会議体や通信連絡訓練等を行う初動対応訓練を実施し、女川原子力発電所から半径30㎞圏の7
市町や国など約2.2万人が参加）

11.23
第33回宮城県原子力防災訓練（住民避難訓練等を行う避難等措置訓練を実施し、女川原子力発電所から半径30㎞圏の7市町や国な
ど約700人が参加）

11.24
日本原子力発電は、平成３０年１１月に４０年の運転期限を迎える東海第二原発について、２０年の期間延長を原子力規制委員会に申
請

11.27 福井県の西川知事は、関西電力大飯３，４号機の再稼働に同意を表明

12.7 東北電力女川原発の重大事故を想定した広域避難で、女川町は、全町民の受け入れ先となる栗原市と避難に関する協定を締結

12.12
東北電力は、平成２６年４月に女川原発の放射性固体廃棄物の貯蔵プールで確認された水漏れは、東日本大震災などの揺れによっ
てプールのろ過水路にほこりなどが詰まり、水位が上昇したことが原因だったと発表
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年 月日 主な出来事
平成29年
（2017）

12.12
東松島市は、１２日までに東北電力女川原発の重大事故を想定した広域避難に関する協定を締結し、避難先自治体との協定締結が
完了

12.13
四国電力伊方原発３号機の運転差し止めを求め、広島市の住民らが申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁は運転を差し止め
る決定をした。直ちに効力を持ち、対象期間は平成３０年９月３０日まで。

12.21
石巻市は、東北電力女川原発の重大事故を想定した広域避難に関する協定を気仙沼市と締結し、避難者の受け入れ先となる全２７市
町村との協定締結が完了

12.22 関西電力は、臨時取締役会を開き、大飯原発１，２号機の廃炉を正式に決定

12.27
原子力規制委員会は、東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発６，７号機の安全対策が新規制基準に適合していると認める「審査
書」を決定

平成30年
（2018）

1.10
南三陸町は、東北電力女川原発の重大事故を想定した広域避難に関する協定を登米市と締結した。ＵＰＺを含む７市町のうち、他自
治体への避難を計画する４市町と受入先の県内３１市町村との協定が全て締結され、広域避難の枠組みが整った。

2.21
原子力規制委員会は、昨年６月に発生した日本原子力研究開発機構「大洗研究開発センター」の作業員内部被ばく事故について、
深刻度をレベル７から０の８段階で示す国際評価尺度（INES）で、上から６番目の「レベル２」（異常事象）に当たるとの最終評価を決め
た。

3.14 大飯3号機が再稼働
3.23 玄海3号機が再稼働
3.27 四国電力は、伊方２号機の廃炉を決定

3.28 原子力規制委員会は、もんじゅの廃止措置計画を認可

3.29
日本原子力発電が運営する東海第二原発の再稼働や延長運転に関し、東海村に加え、周辺５市の事前了解が必要とする安全協定を
日本原子力発電と６市村が新たに締結

4.26 東北電力は、女川２号機について、平成３０年後半の予定だった安全対策工事の完了時期を平成３２年度に延期すると正式に発表
5.9 大飯４号機が再稼働

6.16 玄海４号機が再稼働
7.4 名古屋高等裁判所は大飯3､4号機の再稼働差し止めを認めた福井地方裁判所の判決を取り消し、住民側の請求を棄却

7.17 日米原子力協定自動延長
7.19 女川町内に再建するオフサイトセンター着工
7.25 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改正。原子力災害対策の目標に係る記述を国際的な考え方と整合を図る
8.10 中国電力は、島根３号機の新規制基準の適合性審査を申請
9.6 北海道で震度７。泊発電所は外部電源一時喪失

9.13 宮城県は公益社団法人宮城県バス協会と「原子力災害時における緊急輸送」に関する協定を締結
9.26 原子力規制委員会は、東海第二発電所の「審査書」を決定し、原子炉等の設置変更を許可

10.2
「東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例」制定に係る直接請求を行うための署名収集開始（丸森町以
外は12月2日まで。丸森町は町長選挙による署名収集中断期間が有り、12月31日まで）

10.25 東北電力は、女川１号機の廃炉を決定

10.27 伊方３号機が再稼働
11.7 原子力規制委員会は、東海第二発電所の運転延長を認可

11.15
高松高等裁判所は、伊方3号機の運転差止を求めた仮処分の即時抗告審で、申立を退けた松山地方裁判所の決定を支持し、運転を
認める決定をした

12.4 女川１号機原子炉建屋において復水補給水が約９００Ｌ水漏れ

12.21 東北電力は、女川１号機の廃止日を１２月２１日として発電事業法に基づく発電事業変更届出書を経済産業大臣宛てに提出
平成31年
（2019）

1.24
第34回宮城県原子力防災訓練（住民避難訓練や災害対策本部運営訓練等を実施し、女川原子力発電所から半径30㎞圏の7市町や
国など約2.1万人が参加）

2.7 「東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例」制定の有効署名数が111,743人であることを告示
2.8 請求代表者から「東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例」制定の本請求

2.12 「東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例」制定の請求を受理
2.13 九州電力は、玄海２号機の廃炉を決定

2.21 県議会２月定例会に「東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例」制定の議案を提出

3.14
「東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例」について、総務企画委員会環境生活農林水産委員会の連
合審査会で審議が行われ、総務企画委員会で否決

3.15 「東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例」について、県議会において否決
3.15 伊方3号機について、山口地方裁判所岩国支部は、山口県の住民が求めた運転差し止めの仮処分申し立てを却下
4.1 県のモニタリングステーション飯子浜局、鮫浦局、谷川局、荻浜局の運用開始

4.10 福島県大熊町の一部地域で避難指示が解除された。福島第一原子力発電所の立地自治体としては初の解除

4.10
高浜3、4号の原子炉設置変更許可の取り消しと無効確認を求めた訴訟で、福井地方裁判所は取り消しの訴えを却下し、無効確認につ
いては棄却
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年 月日 主な出来事
令和元年
（2019）

7.10
玄海3、４号の運転差止を住民らが求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高等裁判所は、原子力発電所が安全性に欠けて重
大な被害を受ける具体的な危険があると認められないとして、即時抗告を棄却

7.26 東北電力は、女川1号機の廃止措置計画認可申請について、宮城県、女川町及び石巻市に原子炉施設の変更を事前協議
7.29 東北電力は、女川1号機の廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会に提出
7.31 東京電力は、福島第二原子力発電所全1～4号機の廃止を決定

8.21 女川3号機における放射線モニタの管理について、保安規定違反（監視）の判定
8.28 女川2号機燃料プール冷却浄化系ポンプが停止し、設備に異常がないことを確認したうえで20分後に再起動し、復旧
9.2 県、女川町及び石巻市は、女川3号機の保安規定違反等に係る立入調査を実施(関係周辺市町同行)

9.19 東北電力は、国に対し、女川2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正書を提出
9.19 女川1号機の廃止措置計画認可申請書の審査会合開始

9.25
玄海3、４号の周辺住民らが九州電力に運転差止を求めた仮処分の即時抗告審で、福岡高等裁判所が新規制基準や九州電力の対
策を合理的と認め、即時抗告を棄却

10.16 大飯3、4号機の地震対策は不十分だとして運転差止を求めた仮処分で、福井地方裁判所は申立てを却下
11.6 東北電力は、国に対し、女川2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正書を提出

11.12 石巻市民が、同市と県を相手に、地元同意の差し止めを求める仮処分を、仙台地方裁判所に申立て

11.12
第35回宮城県原子力防災訓練（通信連絡訓練や汚染傷病者搬送訓練を実施し、女川原子力発電所から半径
30㎞圏の7市町や国など約1,200人が参加）

11.13
第35回宮城県原子力防災訓練（住民避難訓練、広報訓練、原子力災害医療活動訓練を実施し、女川原子力発電所から半径30㎞圏
の7市町や国など約4,800人が参加）

11.19 東北電力は、国に対し、女川2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正書を提出

11.27
原子力規制委員会は、女川2号機の原子炉設置変更許可に関する審査結果の案をとりまとめ、科学的・技術的意見を募集
(11月28日から12月27日までの30日間)

12.3 女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分の第1回審尋が行われ、県と石巻市は申し立ての却下を求めた
12.11 原子力規制委員会は、大飯1、2号機の廃止措置計画を認可
12.20 原子力委員会委員長は、原子力規制委員会が作成した女川2号機の審査書案を妥当とし、答申
12.20 経済産業大臣は、女川2号機の設置変更許可について、許可することに異存はない旨、回答
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1.17
四国電力伊方原発３号機の運転禁止を求め、山口県の住民が申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁は運転を認めないことを
決定

2.3
内閣府（原子力防災）は、安定ヨウ素剤の事前配布に係る運用について 、ＵＰＺ内住民への事前配布が実施可能な旨、関係道府県に
連絡

2.7 東北電力は、国に対し、女川2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正書を提出

2.12
女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分の第2回審尋が行われ、県と石巻市は同意そのものが差し止めの対象にならないと反
論

2.26 原子力規制委員会は、女川2号機が新規制基準に適合していると認める審査書を決定し、原子炉設置変更を許可

3.2
資源エネルギー庁長官が、女川2号機の再稼働を進める政府の方針が記載された経済産業大臣名の文書を知事に手交（理解確保の
要請）

3.3 女川2号機の稼働の是非に係る県民投票条例案が議員提案として提出され、賛成少数で否決
3.16 九州電力川内原子力発電所１号機が、特定重大事故等対処施設の完成が期限に間に合わないことから停止
3.17 女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分の第3回審尋が行われ、住民側は避難計画の不備を指摘
3.18 原子力規制委員会は、女川1号機の廃止措置計画を認可
3.25 第1回女川地域原子力防災協議会が開催され、女川地域の緊急時対応を確認

3.27
女川原子力発電所２号機管理区域内において作業員の内部被ばく発生（東北電力の原子力発電所で内部被ばくが発生したのは
初）。内部被ばく量は0.05 mSv

4.1 宮城県女川オフサイトセンター運用開始

4.28
女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分の第4回審尋が行われ、住民側は避難計画の不備が住民の人格権侵害に当たると改
めて主張

4.30 東北電力は、安全対策工事の完了時期を令和2年度（2020年度)から令和４年度(2022年度)に延期すると発表
5.21 県は、女川原子力発電所の事故を想定した住民の避難時間のシミュレーション結果を公表
5.22 県、女川町及び石巻市は、女川1号機の廃止措置計画についての事前協議を了解

5.27
女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分の第5回審尋が行われ、住民側は避難時間の試算結果に触れ、改めて避難計画の問
題点を指摘

5.29 東北電力は、国に対し、女川2号機における新規制基準への適合性審査に係る工事計画認可申請の補正書を提出

6.16
女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分の第6回審尋が行われた。仙台地方裁判所は、状況を見て、できるだけ早く判断した
いとの意向

6.17 第2回女川地域原子力防災協議会が開催され、女川地域の緊急時対応を改定

6.22 第10回原子力防災会議が開催され、女川地域の緊急時対応を了承

7.6 女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分について、仙台地方裁判所は申立てを却下

7.10 石巻市民が、地元同意の差し止めを求める仮処分の申立てを却下した決定を不服として、仙台高等裁判所に即時抗告

7.28 東北電力は、女川１号機の廃止措置作業に着手
7.29 第24回女川原子力発電所の安全性に関する検討会を開催（本会議にて終了）

8.1 女川原子力発電所に関する住民説明会を女川町にて開催（以降、8月19日までに全7回開催）

8.2 女川原子力発電所に関する住民説明会を石巻市にて開催(牡鹿会場)

8.6
女川原子力発電所2号機について、新規制基準への対応に伴う地震・津波対策や重大事故対策等の状況を現地で確認することを目
的として、知事、女川町長及び石巻市長による女川原子力発電所の視察を実施

8.8 女川原子力発電所に関する住民説明会を石巻市にて開催(石巻会場)

8.9 女川原子力発電所に関する住民説明会を石巻市にて開催(河北会場)

8.10 女川原子力発電所に関する住民説明会を石巻市にて開催(渡波会場)

8.18 女川原子力発電所に関する住民説明会を東松島町にて開催(東松島会場)

8.19 女川原子力発電所に関する住民説明会を南三陸町にて開催(南三陸会場)

8.19 女川町議会原発対策特別委員会において再稼働に賛成する陳情４件を採択し、反対する請願２件を不採択

9.7 女川町議会本会議において再稼働に賛成する陳情４件を採択し、反対する請願２件を不採択
9.8 国は、令和２年度の原子力総合防災訓練を女川地域で実施すると表明

9.17 石巻市議会総務企画委員会において再稼働に賛成する陳情１件を採択し、反対する請願１件を不採択
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9.24 石巻市議会本会議において再稼働に賛成する陳情１件を採択し、反対する請願１件を不採択

9.25
女川町長が東北電力に対して、女川原子力発電所２号機の再稼働の判断にあたり、「安全文化・安全思想、コミュニケーション等」につ
いて確認を要請

10.9 女川2号機の再稼働に関して、女川町長が経済産業大臣に対して、国が主体的に原子力防災策を推進するよう申し入れ
10.9 北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する文献調査に応募
10.9 北海道神恵内村が高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する文献調査に係る国の申し入れを受諾(受諾の文書提出は10月15日)

10.13
宮城県環境福祉委員会において、早期に再稼働の理解を表明することを求める請願が採択され、再稼働しないことを求める請願が不
採択

10.19 内閣府原子力防災担当大臣が県内を視察し、知事、女川町長、石巻市長がそれぞれ大臣と会談
10.22 宮城県議会において、早期に再稼働の理解を表明することを求める請願が採択され、再稼働しないことを求める請願が不採択
10.23 女川2号機の地元同意差し止めを求めた仮処分について、仙台高等裁判所は即時抗告を棄却
10.29 女川町長が東北電力取締役社長から9.25の要請の回答を受ける
11.6 女川町長が知事と会談を行い、女川町長が再稼働判断時に重視する点を説明し、県に対し原子力対策等の取組姿勢を聴取
11.9 女川原子力発電所2号機の再稼働に関する意見を確認するために、宮城県市町村長会議を開催

11.11 知事、女川町長、石巻市長が三者会談を行い、事前協議に了解すること及び理解確保の要請に対し了承することを確認
11.17 九州電力は、全国で初めて特定重大事故等対処施設を整備した川内原子力発電所を起動
11.17 経済産業省は、寿都町と神恵内村での文献調査の実施に向けた原子力発電環境整備機構（NUMO）の事業計画変更を認可
11.18 県、女川町及び石巻市は、女川2号機の原子炉施設の変更についての事前協議を了解し、東北電力取締役社長に回答を手交
11.18 県は、女川2号機の再稼働へ向けた政府の方針を了承し、知事が経済産業大臣への回答を手交
12.24 知事が東京電力福島第一原子力発電所を視察
1.22 令和２年度原子力防災訓練の延期を決定

1.28
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、東北電力は、女川1号機の廃止措置計画変更認可申請の補正に当たり、宮城県、女川町
及び石巻市に原子炉施設の変更を事前協議

2.5 国は、宮城県で実施する予定であった国の原子力総合防災訓練について今年度中の実施を見送り
2.13 福島県沖地震の発生により、女川原子力発電所３号炉建屋の使用済み核燃料プールにボルト類が落下
2.16 県、女川町及び石巻市は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策等を確認するため女川原子力発電所への立入調査を実施
3.4 女川１号機第１回定期事業者検査（廃止措置段階）

3.25
県、女川町及び石巻市は、2月13日及び3月20日に発生した地震により発生した軽微な被害の状況を確認するため立入調査を実施
(関係周辺市町同行)

3.29 県、女川町及び石巻市は、女川1号機の廃止措置計画変更についての事前協議を了解

4.13
政府の廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議で、福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分方法として、
2年程度後に海洋放出する基本方針を決定

4.14 原子力規制委員会が、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に必要な核燃料の移動や装填を禁じる行政処分を決定
5.11 処理水の取扱いに関する宮城県連携会議を設置
5.28 石巻市住民が女川原子力発電所運転差止を求め被告を東北電力とし仙台地裁に提訴
6.23 美浜原発3号機が，全国で初めて40年超での再稼働(7.27本格運転開始)
7.12 女川原子力発電所２号機制御建屋内への硫化水素の流出により、体調不良者の発生
7.15 県、女川町及び石巻市は、令和3年7月12日に２号機制御建屋で発生した体調不良者の発生等について、立入調査を実施
9.15 島根原子力発電所２号機で、新規制基準適合性に係る審査合格（変更許可）

10.14 副知事が東京電力福島第一原子力発電所を視察
11.15 県、女川町及び石巻市は、２号機制御建屋内への硫化水素の流出に係る原因及び対策の状況等について、立入り調査を実施
12.2 伊方原発3号機が再稼働(12.3臨界，12.4通常運転)

12.21
東京電力は他核種除去設備等処理水の取扱いに関する「福島第一原子力発電所施設に係る実施計画変更認可申請書」を原子力規
制員会に申請

12.23 原子力規制委員会は、女川2号機における新規制基準への適合性審査に係る工事計画を認可
12.28 政府のALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議において、中長期的な取組の行動計画を策定

令和4年
（2022）

1.5
東北電力は、女川原子力発電所２号機特定重大事故等対処施設の設置変更許可申請に当たり、宮城県、女川町及び石巻市に事前
協議申入れ

1.6 東北電力は、女川原子力発電所２号機特定重大事故等対処施設の原子炉設置変更許可申請書提出

2.10
宮城県原子力防災訓練（（国の原子力総合防災訓練と一体として、住民避難訓練や災害対策本部運営訓練等を実施し、女川原子力
発電所から半径30㎞圏の7市町や国など約2,200人が参加））

6.2 島根県知事が、島根2号機の再稼働について同意を表明

6.2
県、女川町及び石巻市は、昨年の地震により使用済み核燃料プールにボルト類が落下したことの対策の確認等のため、立入調査を実
施

6.30 東北電力は、国に対し、女川2号機における新規制基準への適合性審査に係る保安規程の補正書を提出
7.22 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所における処理水の海洋放出に係る計画を認可
7.27 国は、エネルギーや脱炭素等について議論するGX実行会議を開催
8.2 福島県、大熊町、双葉町は、東京電力福島第一原子力発電所における処理水の海洋放出に係る放出設備の工事実施を了解

8.10 女川１号機第２回定期検査（廃止措置段階）開始
10.29 令和４年度原子力防災訓練（住民避難等）
12.21 令和４年度原子力防災訓練（女川オフサイトセンター運営訓練）
12.27 県、女川町及び石巻市は、安全対策工事の実施状況の確認等のため、立入調査を実施

令和3年
（2021）
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1.30 令和４年度原子力防災訓練（県災害対策本部運営訓練）
2.15 原子力規制委員会は、女川原子力発電所２号機の新規制基準への適合性に係る原子炉施設保安規定変更認可申請を認可

7.3
東北電力は、女川原子力発電所２号機における所内常設直流電源設備（３系統目）の設置及び固体廃棄物処理系固化装置の固化材
変更について、宮城県、女川町及び石巻市に原子炉施設の変更を事前協議

7.4
東北電力は、国に対し、女川2号機における所内常設直流電源設備（３系統目）の設置及び固体廃棄物処理系固化装置の固化材変
更に係る原子炉設置変更許可申請書を提出

7.20
県、女川町及び石巻市は、「女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」における構成員からの意見に係る事業者の対応状
況の確認のため、書面調査を実施

7.31 アメリカのボーグル原子力発電所３号機が営業運転開始。アメリカで新たに着工した商業炉としては、約35年ぶり
8.1 県、女川町及び石巻市は、安全対策工事の実施状況の確認等のため、立入調査を実施
8.2 高浜発電所1号機が発電を再開し、再稼働

8.24 東京電力福島第一原子力発電所における処理水の海洋放出開始
9.20 高浜発電所２号機が発電を再開し、再稼働
9.27 宮城県原子力災害避難支援アプリの運用開始
9.28 東北電力は、女川原子力発電所２号機の安全対策工事の完了を令和5年11月から令和6年度2月に延期すると発表

10.4
原子力規制委員会は、女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設が新規制基準に適合していると認める審査書を決
定し、原子炉設置変更を許可

10.11
県、女川町及び石巻市は、女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設の設置に係る審査結果について原子力規制
庁に聞き取りを実施

12.1 県、女川町及び石巻市は、女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設の設置についての事前協議を了解
12.7 女川１号機第２回定期事業者検査（廃止措置段階）終了

12.26 第3回女川地域原子力防災協議会が開催され、女川地域の緊急時対応を改定
1.20 令和５年度原子力防災訓練（住民避難等）

2.27
東北電力は、女川原子力発電所２号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置について、宮城県、女川町及び石巻市に原子炉施
設の変更を事前協議

2.28 東北電力は、国に対し、女川2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請書を提出
5.14 県、女川町及び石巻市は、安全協定に基づく事前協議の申入れを受けている案件に係る確認等のため、立入調査を実施
5.27 女川原子力発電所２号機における安全対策工事が完了

6.5
原子力規制委員会は、女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備（３系統目）の設置及び固体廃棄物処理系固化装置
の固化材変更が新規制基準に適合していると認める審査書を決定し、原子炉設置変更を許可

6.7 女川原子力発電所１号機第３回定期事業者検査終了

6.12
令和６年度「みやぎ県民防災の日」総合防災訓練において、原子力災害を想定した訓練を実施（県災害対策本部運営訓練・女川オフ
サイトセンター運営訓練等）

7.5
県、女川町及び石巻市は、女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備（３系統目）の設置及び固体廃棄物処理系固化
装置の固化材変更についての事前協議を了解

7.25 県、女川町及び石巻市は、新規制基準に基づく安全対策工事完了に係る確認等のため、立入調査を実施
9.3 女川原子力発電所２号機において燃料装荷作業を開始

10.5 知事、女川町長、石巻市長が女川原子力発電所２号機を視察
10.29 女川原子力発電所２号機において原子炉の起動を実施
11.6 リサイクル燃料貯蔵が事業開始

11.14 高浜発電所１号機が国内で初めて運転開始から50年経過
11.15 女川原子力発電所２号機が発電を再開し、再稼働
11.27 女川原子力発電所２号機運転差止訴訟控訴審で仙台高裁が住民請求を棄却
12.23 島根原子力発電所２号機が発電を再開し、再稼働
12.26 女川原子力発電所２号機において第１１回定期事業者検査が終了し、東日本大震災以降初となる営業運転を再開

2.8 令和6年度原子力防災訓練（住民避難等）
2.13 令和6年度原子力防災訓練（原子力災害医療）

5.28
原子力規制委員会は、女川原子力発電所2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設が新規制基準に適合していると認める審査書を決
定し、原子炉設置変更を許可

6.3 女川１号機第４回定期検査（廃止措置段階）開始
7.9 原子力規制委員会が女川原子力発電所2号機における長期施設管理計画を認可

7.28 女川原子力発電所２号機が運転開始から30年経過
7.29 県、女川町及び石巻市は、女川原子力発電所2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置についての事前協議を了解

7.31 知事、女川町長、石巻市長の連名で経済産業大臣に対し、女川原子力発電所における使用済燃料対策の推進に向けた要請を実施

8.21 女川原子力発電所2号機における水素濃度検出器の不具合に伴う交換作業のため、原子炉を計画的に停止
8.30 女川原子力発電所2号機における水素濃度検出器の不具合に伴う交換作業が完了し、原子炉を起動
9.1 女川原子力発電所2号機発電再開

10.17
東北電力が女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（３系統目）の工事完了時期を
見直し

11.11 令和7年度原子力防災訓練（図上）
11.15 令和7年度原子力防災訓練（住民避難等）

令和5年
（2023）

令和6年
（2024）

令和7年
（2025）


